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○外山主査 ただいまから普通会計決算特別委

員会総務政策分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。分

科会の日程については、お手元に配付の日程案

のとおりでよろしいでしょうか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、昨日開催されました主査会における協

議内容について御報告いたします。まず、審査

の際の執行部説明についてであります。お手元

の分科会説明要領により行いますが、決算事項

別の説明は、目の執行残が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものについて、また主要

施策の成果は、主なものについて説明があると

思いますので、審査に当たりましては、よろし

くお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合についてですが、主査において他の分科会

との時間調整を行った上で、質疑の場を設ける

こととする旨、確認がなされましたので、よろ

しくお願いいたします。

最後に、審査の進め方についてですが、県民

政策部のみ、課・室を５つと４つに分けて２班

を編成し、班ごとに説明及び委員質疑を行い、

最後に総括質疑を行いたいと存じます。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時４分休憩

午前10時６分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成19年度決算について部長の説

明を求めます。

○丸山県民政策部長 それでは早速、平成19年

度の決算につきまして、お手元の決算特別委員

会資料に基づきまして、説明をさせていただき

ます。

まず、１ページをごらんいただきたいと思い

ます。県民政策部の事業につきまして、新みや

ざき創造計画の施策の体系表に沿ってまとめて

おります。平成19年度につきましては、年度当

初の骨格予算に加えまして、昨年６月に策定い

たしました新みやざき創造計画と、その重点施

策であります新みやざき創造戦略に沿った６月

補正予算をお願いいたしまして、各種の事業を

実施したところであります。基本目標、施策の

基本方向とありますが、私からは、本年４月に

発足した県民政策部が所管する施策の基本方向

ごとに、その成果について説明をさせていただ

きます。

まず、「未来の舞台で輝く人づくり」でありま

す。

安全で安心な魅力ある教育環境づくりといた

しまして、大学連携コンソーシアム支援事業等

により魅力ある高等教育環境づくりを進めると

ともに、私立学校振興費補助によりまして、保

護者の経済的負担の軽減を初め、私立学校の経

営基盤の安定や教職員の資質向上等を図ったと

ころであります。

次に、ＮＰＯ等との協働の推進とボランティ

ア活動の促進といたしまして、ボランティアセ

ンター整備促進事業等によりまして、ＮＰＯや

ボランティア活動を促進するとともに、ＮＰＯ

パートナーシップ創造事業によりまして、ＮＰ

Ｏと行政との協働の推進を図ったところであり

ます。

また、人権意識の高揚と差別意識の解消とい

たしまして、宮崎県人権啓発推進協議会への委

託事業や、宮崎県人権啓発センター整備事業等

によりまして、人権教育・啓発や同和対策の推

進を図ったところであります。

次に、男女共同参画社会づくりの推進といた

しまして、男女共同参画地域リーダー人材育成

事業や女性のチャレンジ支援事業等によりまし
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て、女性の社会参画の促進と男女平等意識の確

立を図ったところであります。

次の文化振興では、第12回宮崎国際音楽祭の

開催や、県文化賞、若山牧水賞、みやざきの郷

土芸能再発見事業の実施などを通じ、県民の多

様な文化活動の促進と心豊かな県民生活の創造

に努めたところであります。

続きまして、「くらしの舞台づくり」でありま

す。

まず、地球温暖化防止に貢献する社会づくり

といたしまして、太陽光発電を初めとする新エ

ネルギーについての普及啓発を図ったところで

あります。

次のページをごらんください。地域交通ネッ

トワークづくりでは、地方バス路線等運行維持

対策事業等によりまして、県民の日常生活に必

要な公共交通機関の維持充実に努めたところで

あります。

また、情報通信環境の整備といたしまして、

ケーブルテレビ施設整備支援事業や移動通信用

鉄塔施設整備事業によりまして、高度情報通信

環境の整備充実や情報通信格差の是正に取り組

んだところであります。

また、安全で安心なまちづくりといたしまし

て、犯罪のない安全で安心なまちづくり強化を

進めるとともに、交通安全対策の推進につきま

しては、若年者や高齢者などを対象とした世代

間交流による交通安全教育を実施し、交通事故

防止に取り組んだところであります。

また、安心できる消費生活の確保といたしま

して、消費者啓発の推進や消費生活相談員の設

置によりまして、消費者の自立と消費者被害の

未然防止に努めたところであります。

次に、「経済・交流の舞台づくり」であります。

まず、広域交通ネットワークづくりといたし

まして、各公共交通機関の利用促進や国あるい

は関係会社への要望活動など、陸・海・空の輸

送機能の維持充実を図る取り組みを進めますと

ともに、県民生活の利便性向上に努めたところ

であります。

また、特区や地域再生計画の認定支援を初め、

元気のいい地域づくり総合支援事業等によりま

して、個性を生かした地域づくりを推進すると

ともに、３ページにございますように、国際化

の推進と多文化共生社会づくりとして、外国青

年招致事業や多文化共生社会推進事業等により、

県民の国際理解の増進と外国人住民に対する支

援等を図ったところであります。

最後に、その他とございますけれども、新み

やざき創造戦略の展開や施策評価の実施により

まして、重要施策の総合企画、総合調整を行っ

たほか、県民フォーラム等の広聴活動や商業統

計等の各種統計調査を実施したところでありま

す。

次に、５ページをごらんください。平成19年

度の決算状況についてであります。県民政策部

全体といたしましては、一般会計、特別会計を

合わせまして、予算額94億9,301万2,000円、支

出額94億1,029万8,886円、繰越額が2,214万3,000

円、不用額が6,057万114円となりまして、執行

率は99.1％であります。

なお、平成19年度監査結果報告書指摘事項等

につきましては、県民政策部は該当ございませ

ん。

また、昨年の全庁調査で判明した不適正な事

務処理のうち、平成19年度に係るものは、県民

政策部では該当がございません。

以上、概要について説明いたしました。詳細

につきましては、各課長より説明をさせていた

だきます。御審議のほどよろしくお願い申し上
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げます。

○外山主査 部長の説明が終了いたしました。

これより班ごとに説明及び質疑を行いますが、

準備のため、暫時休憩いたします。

午前10時13分休憩

午前10時14分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

これより総合政策課、中山間・地域対策室、

秘書広報課、統計調査課、総合交通課の審査を

行います。

平成19年度決算について、各課の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は、５課・室の説明が

すべて終了した後にお願いいたします。

○土持総合政策課長 総合政策課の平成19年度

決算の概要について御説明いたします。

お手元の同じく平成19年度決算特別委員会資

料の９ページをお開きいただきたいと思います。

総合政策課の平成19年度の一般会計の決算状況

につきましては、課内室であります中山間・地

域対策室と合わせまして、一般会計の計にござ

いますように、予算額12億682万6,000円に対し

まして、支出済額が12億275万5,955円、不用額407

万45円で、執行率は99.7％となっております。

このうち、目の執行残が100万円を超えている

ものについて御説明いたします。８ページでご

ざいます。（目）計画調査費でございますが、不

用額が223万5,000円余となっております。主な

理由でございますけれども、負担金・補助及び

交付金の不用額142万9,021円、これが主なもの

でございまして、その中の元気のいい地域づく

り総合支援事業の補助金及び事務費の残が主な

ものということになっております。この補助金

の残でございますけれども、市町村事業におけ

る入札残等に伴います事業費の減によるもので

ございます。

次に、10ページをお開きいただきたいと思い

ます。開発事業特別資金特別会計の決算でござ

います。19年度の決算につきましては、特別会

計の欄でございますけれども、予算額が4,353

万5,000円に対しまして、支出済額が4,352

万5,400円でございまして、不用額9,600円でご

ざいます。執行率は99.9％となっております。

この結果、総合政策課の決算合計といたしま

しては、予算額12億5,036万1,000円に対しまし

て、支出済額が12億4,628万1,355円、不用額407

万9,645円で、執行率は99.7％となっております。

なお、翌年度への繰り越しはございません。

次に、平成19年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の総

合政策課のインデックスがあると思いますけれ

ども、９ページです。説明に入ります前に、こ

の報告書のまず記載内容について御説明いたし

ます。先ほど部長のほうから、総合計画の施策

体系について御説明をいたしましたけれども、

「未来を拓く子どもが育つ社会づくり」が施策

の基本方向、「安全で安心な魅力ある教育環境づ

くり」が、その基本方向を構成する基本施策で

ございまして、新みやざき創造計画の施策体系

に沿って記載しているところでございます。次

に、施策の目標でございますけれども、これは、

総合計画における安全で安心な魅力ある教育環

境づくりのこの記載内容をそのまま引用してお

るところでございます。次に、表になっている

部分でございますけれども、施策推進のための

主な事業及び実績でございますけれども、これ

は各課の重点推進事業等を中心に記載しており

ます。

次に、24ページをお開きいただきたいと思い
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ます。主な事業及び実績ですが、施策の推進状

況の表がございますけれども、これは、新みや

ざき創造戦略工程表に目標値が掲げてある施策

について、年度別の数値目標及び実績値をあわ

せて記載いたしているところでございます。そ

して、施策の成果等でございますけれども、こ

れは、各課における施策の成果等について記載

しておりまして、25ページを見ていただきます

と、これにつきましては、参考となる実績値も

あわせて記載しているところでございます。記

載内容の説明については以上でございます。

再度９ページに戻っていただきたいと思いま

す。それでは、総合政策課の主な事業について

御説明いたします。なお、総合政策課分といた

しましては、中山間・地域対策室が所管してい

る事業もあわせて記載しておりますので、私の

ほうからは、中山間・地域対策室の所管事業を

除く総合政策課の所管事業について御説明いた

します。

まず、９ページの安全で安心な魅力ある教育

環境づくりについてでございますが、施策推進

のための主な事業及び実績にありますように、

県内すべての高等教育機関の連携組織でありま

す高等教育コンソーシアム宮崎が行います公開

講座、合同進学説明会など、県内の教育研究機

能の充実や地域貢献活動の取り組みを支援した

ところでございます。今後とも、高等教育コン

ソーシアム宮崎の運営を支援することによりま

して、高等教育環境の魅力向上や高等教育機関

の有する知的財産の活用によります地域活性化

を図ってまいりたいと考えております。

次に、10ページをお開きいただきたいと思い

ます。地球温暖化防止に貢献する社会づくりで

ございます。主な事業及び実績にありますよう

に、新エネルギーの普及啓発のための講座や教

室を開催しまして、太陽光発電を初めとする新

エネルギーの意義や必要性等の情報発信に努め

たところでございます。今後とも、地球温暖化

対策の必要性や昨今の原油価格高騰による県民

生活への影響等を考えますと、人と自然が共生

する社会の実現や脱石油化に向けて、本県の地

域特性を生かした環境に優しい新エネルギー等

の普及促進に努めていく必要があると考えてお

ります。

次に、11ページでございますが、個性を生か

した地域づくりについてでございますけれども、

総合政策課といたしましては、主な事業及び実

績にございますが、西臼杵３町で取り組みます

地域再生計画など３件の認定を支援したところ

でございます。今後とも、市町村、民間企業等

への制度周知を図り、それぞれの特性を生かし

た地域づくりを支援していきたいというふうに

考えているところでございます。

次に、13ページをお開きいただきたいと思い

ます。県境を越えた交流・連携の推進について

でございます。主な事業及び実績にございます

ように、全国知事会議や九州地方知事会議を通

じまして、国に対して本県発の施策提案、要望

を行いますとともに、道州制を見据えた政策連

合の検討や、東九州軸等の広域的な連携や取り

組みを推進したところでございます。今後とも、

地方分権や道州制検討の議論を踏まえながら、

九州各県との連携を深め、県境を越えた広域的

な取り組みを推進していく必要があるというふ

うに考えております。

14ページをお開きいただきたいと思います。

最後になりますけれども、重要施策の総合企画

と総合調整についてでございます。主な事業及

び実績にございますように、新しい県政運営の

基本的な考え方と施策の内容、具体的数値目標
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を盛り込みました新みやざき創造計画を策定い

たしたところでございます。この計画において

重点施策として掲げます新みやざき創造戦略を

庁内連携のもと、強力に推進していくための新

みやざき創造戦略推進本部を設置いたしますと

ともに、その推進状況の客観的な評価・分析を

行いますため、外部評価の組織といたしまして、

県内外の有識者から成る新みやざき創造戦略評

価委員会を設置するなど、戦略の推進管理体制

の整備を行ったところでございます。また、効

率的、効果的な行財政運営や県民への説明責任

の向上に資するために、新計画に対応いたしま

した新しい政策評価システムを構築したところ

でございまして、今後とも、計画の着実な推進

を図っていくこととしております。

以上が主要施策の成果についてでございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

総合政策課は以上でございます。

○後沢中山間・地域対策室長 中山間・地域対

策室の所管部分について御説明いたします。

お手元、同じく報告書の総合政策課のインデ

ックスの11ページをお開きください。個性を生

かした地域づくりに関しまして、主な事業につ

いて御説明いたします。過疎地域自立促進計画

推進でございます。当室で同計画の進捗管理を

しておるところでございますけれども、これま

での過疎対策事業等の実施によりまして、社会

資本の整備が着実に進んできたところでありま

す。しかしながら、過疎地域を取り巻く環境は

厳しさを増しているというところでございまし

て、今後とも、地域資源を生かした産業振興や

交流人口拡大に取り組み、地域の活力を高めて

いく必要があると考えております。

次に、地域づくりネットワークでございます。

こちらにつきましては、団体の自主的、主体的

な地域づくり活動を促進するために、団体が加

盟している宮崎県地域づくりネットワーク協議

会に助成を行いまして、情報提供等を行うとと

もに、団体間の交流や連携を図ったところでご

ざいます。昨年度末で155団体が加盟しておりま

して、今後とも、各団体の交流の場づくり等を

行っていく必要があると考えております。

次に、元気のいい地域づくり総合支援でござ

います。市町村や地域住民による個性と魅力あ

る地域づくりの取り組みに対しまして、五ヶ瀬

町外21件に対しまして支援を行ったところでご

ざいます。

次に、土地利用基本計画管理運営でございま

す。これは、土地利用の現況とその動向を把握

いたしまして、宮崎県土地利用基本計画の変更

を行ったものでございます。

次に、最後でございますが、地価調査でござ

います。これは、県内の標準的な土地の価格を295

地点におきまして判定しまして、一般の土地取

引価格の指標として提供を行ったところでござ

います。

説明は以上でございます。

○緒方秘書広報課長 秘書広報課の平成19年度

決算の概要について御説明いたします。

資料は、決算特別委員会資料になりますけれ

ども、秘書広報課は11ページから12ページまで

でございますが、12ページのほうをお開きいた

だきたいと思います。秘書広報課計にございま

すように、予算額４億4,612万5,000円、支出済

額４億4,405万951円、不用額207万4,049円、執

行率99.5％となっております。

このうち、目の執行残が100万円以上のものに

ついて御説明いたします。同じページの（目）

広報費であります。不用額187万75円でございま



- 7 -

すが、これは、ごらんのとおり需用費のところ

が主なものとなっておりますが、小学生向けに

県政をわかりやすく紹介しましたパンフレット

「わたしたちの郷土宮崎県」を作成しておりま

すが、この印刷物の入札に伴う執行残でありま

す。

続きまして、主要施策の成果についてでござ

います。主要施策の成果に関する報告書、秘書

広報課のインデックスのところ、16ページをご

らんいただきたいと思います。情報通信環境の

整備についてであります。主な事業及び実績に

ありますように、印刷広報としまして、県民向

けの「県広報みやざき」の発行や、新聞広報と

しまして、県の行事等をお知らせする「県政け

いじばん」の新聞掲載、さらには、テレビ・ラ

ジオによる県政番組の放送、県ホームページで

の情報発信などであります。広報回数等は記載

のとおりでございます。今後とも、県民の県政

に対する理解を促進し、県民と県政との信頼関

係を形成するため、積極的に広報活動を行って

いきたいと考えております。

次に、17ページの県民本位の県政の推進につ

いてであります。主な事業及び実績にあります

ように、県民総ブレーン事業として、県民フォー

ラムを４回、県民ブレーン座談会を13回、出前

講座を24回実施しております。また、県民の声

事業は、専用電話やファクス、電子メール等で

寄せられました県民の生の声を直接、知事に届

け、県政に反映させるため行うものでございま

す。平成19年度は6,001件の意見が寄せられてお

ります。今後とも、より幅広い県民の意見等を

県政に反映させるため、広聴事業の充実を図っ

ていきたいと考えております。

以上が主要施策の成果に関する報告書につい

てであります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

秘書広報課は以上であります。

○橋本統計調査課長 統計調査課の決算概要に

つきまして御説明申し上げます。

統計調査課につきましては、平成19年度決算

特別委員会資料の13ページから15ページであり

ますが、統計調査課合計欄をごらんください。

統計調査課の平成19年度における決算につきま

しては、予算額３億6,632万2,000円に対しまし

て、支出済額３億6,433万2,532円、不用額118

万9,468円、執行率99.5％であります。なお、翌

年度への繰り越しはありません。

目の執行残が100万円を超えるものはございま

せんが、執行率が90％を下回るものにつきまし

ては、同じく15ページの（目）県統計費の86.4

％であります。執行残の主なものは、旅費15

万1,805円、需用費16万8,625円であり、経費節

減により執行残となったものであります。

次に、主要施策の成果について御説明申し上

げます。

主要施策の成果に関する報告書の18ページを

ごらんください。各種行政施策の実施及び計画

立案等に必要な基礎資料を得るため、各種調査

を行っております。表に主な事業３つを掲げて

おりますが、まず１つ目の商業統計調査でござ

います。この調査は、経済産業省の指定統計と

して５年周期で実施されるものであります。す

べての卸売業・小売業事業者が対象となりまし

て、本県では県内の１万5,675事業所を対象に平

成19年６月１日を調査日として実施しておりま

す。この調査によりまして、卸売・小売事業所

の分布状況、販売活動を把握し、業種別、規模

別、地域別などに区分して、商業の実態を明ら

かにするとともに、行政施策の企画や立案のた
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めに必要な基礎資料を得ることができました。

次に、全国物価統計調査でございます。この

調査は、総務省の指定統計といたしまして、５

年周期で実施されるものであります。人口10万

人以上の市及び総務大臣が指定いたします市町

村の中から抽出された事業所が調査対象となり

まして、本県では９市町の2,006事業所を対象に

平成19年11月21日を調査日として実施いたしま

した。この調査によりまして、商品の販売価格、

サービスの料金等の実態を明らかにするととも

に、行政施策の企画や立案のために必要な基礎

資料を得ることができました。

３つ目の就業構造基本調査でございます。こ

の調査も、総務省の指定統計といたしまして、

５年周期で実施されるものであります。総務大

臣が指定いたします調査区の中から抽出された

世帯が調査対象となりまして、本県では県内の

約9,000世帯を対象に平成19年10月１日を調査日

として実施しております。この調査によりまし

て、国民の就業・不就業の状態等を明らかにす

るとともに、行政施策の企画や立案のために必

要な基礎資料を得ることができました。

主要施策の成果に関しましては、以上でござ

います。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

て、特に報告すべき事項はありません。

よろしく御審議のほどお願いいたします。以

上でございます。

○渋谷総合交通課長 総合交通課の決算の概要

について説明いたします。

特別委員会資料の17ページをお開きください。

予算額６億2,560万2,000円に対しまして、支出

済額６億1,581万293円、不用額は979万1,707円

となっておりまして、執行率は98.4％でありま

す。

次に、事項別の執行状況ですが、目の執行残

が100万円を超えておりますものは、（目）計画

調査費でございまして、その主なものは、（節）

負担金補助970万7,020円でございます。この不

用額の主な理由は、地方バス路線等運行維持対

策事業におきまして、車両購入費の国の補助額

が見込みを下回って確定した、地域バス再編支

援事業における運行費補助が見込みを下回った、

さらに、物流効率化推進事業のうち、関東航路

利用促進補助事業におきまして、助成の対象と

なる運送事業者の利用実績が見込みを下回った

ことなどによるものでございます。なお、執行

率が90％を下回るものについては該当ございま

せん。

次に、主要施策の成果について主なものを御

説明いたします。

成果に関する報告書、総合交通課のインデッ

クスのところ、19ページをお開きください。地

域交通ネットワークづくりについてであります。

まず、主な事業の地方バス路線等運行維持対策

でありますが、広域的、幹線的なバス路線であ

る生活交通路線の維持のため、バス事業者に対

しまして、運行費補助や車両購入費補助を行う

とともに、バス路線廃止後に代替バスなどを運

行する市町村に対しまして補助を行うなど、地

域の交通手段の確保に努めたところであります。

また、地域バス再編支援によりまして、コミュ

ニティバスなど地域の実情に応じた、より効率

的な交通システムへの再編を図る９つの市町村

に対しまして、調査事業費や車両購入費等への

補助を行ったところです。平成19年度は、三股

町と五ヶ瀬町がこの事業を活用いたしまして、

コミュニティバスの運行を開始しております。

20ページをごらんください。次に、広域交通

ネットワークづくりについてであります。まず、
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主な事業の鉄道活性化対策推進についてであり

ますが、九州地方知事会などと連携を図りなが

ら、国やＪＲ九州に対しまして、日豊本線の高

速化、東九州新幹線の整備について陳情・要望

を行うとともに、ＪＲ九州等と協議を行ったと

ころであります。今後も引き続き、関係自治体

とも連携しながら、要望活動を継続していく必

要があると考えております。

次に、海上輸送網整備によりまして、海運事

業者との協議・調整、及び荷主、物流事業者等

からの情報収集を実施したところであります。

これらの結果、ローロー船「南王丸」が平成19

年１月から細島港に寄港するとともに東京直行

便となり、県北部地域から関東への直行航路が

再開されたところであります。

次に、物流効率化推進についてであります。

関東向け航路の利用促進による利便性向上を図

るため、この航路を利用する運送事業者に対す

る助成事業を実施し、利用率の向上を図りまし

た。また、講演会、意見交換会の開催により、

荷主、運送事業者に対して海上・鉄道輸送の利

用拡大による物流効率化についての意識喚起を

図りました。今後も引き続き、海上・鉄道輸送

の利用促進を図るとともに、船会社、ＪＲ貨物

に対して輸送力拡充のための働きかけを行って

いく必要があると考えております。

最後に、「みやざきの空」航空ネットワーク活

性化についてであります。宮崎空港発着の国内・

国際路線を維持充実するため、国、航空会社等

への陳情・要望活動や利用促進に努めたところ

であります。この取り組みにより、韓国との国

際定期便ですが、冬季のゴルフ客など韓国人の

需要が高くなり、平成19年度の冬季ダイヤでは

週３便から４便への増便が実現しました。また、

台湾との路線につきましては、国際チャーター

便による長年の積み重ねと要望活動の結果、平

成19年11月に日本と台湾との間で宮崎―台北間

の路線開設が合意され、ことし６月１日にエバー

航空が定期就航いたしました。今後とも、路線

の維持充実を図るため、利用促進や航空会社等

への働きかけに努めてまいりたいと考えており

ます。

以上が19年度の主要施策の成果でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告する事項はございません。

総合交通課は以上でございます。

○外山主査 説明が終了いたしました。委員の

皆様から質疑がございましたらお願いいたしま

す。

○米良委員 中山間・地域対策室長、主要施策

の報告書の11ページで御説明いただきましたが、

新規事業として取り組みをされたということで

すが、いろいろ調査関係あるいは計画認定をさ

れてきましたけれども、末尾に、行財政運営基

盤の強化というので結んであるわけですが、こ

ういう調査なりあるいは計画認定をされて、今

後どう対応していくのかということが知りたい

んですけれども、その辺のことも含めて御説明

いただくとありがたいと思います。

それから、中ほどに、155団体のネットワーク

の協議会の加入団体というのが出ていますね。

主な団体をお示しいただくといいなと思ってい

ます。

○後沢中山間・地域対策室長 まず、初めの御

質問についてでございますけれども、計画認定

ということで、これまで現行の過疎法に基づく

計画ですとか、そういうものを策定しまして、

この計画に基づいた各種事業を推進してきたと

ころでございます。現行の過疎法が平成21年度

いっぱいで切れるということもございますので、
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新過疎法の議論がどうなるかというのはありま

すけれども、今後も必要な社会資本整備などの

基盤整備は進めていく必要があるかというふう

には考えております。これまでの計画などを踏

まえた今後の取り組み方針についてでございま

すけれども、必要な基盤整備というものはしつ

つ、昨年度、集落に関する調査もしましたけれ

ども、そういう結果なども踏まえながら、行政

として何をするのかということに加えて、地元

の集落の住民の方々がどういうことを考えてお

られて、集落の姿がどうありたいと考えておら

れるのかとか、そういうことを我々も集落に入

り込みながら把握をして、行政と住民とが協働

して、きめの細かい対策を講じていくという方

針で考えてございます。

２つ目の御質問の地域づくりネットワーク

の155団体、どんなものがあるのかということで

ございますけれども、活動の幅につきましても、

非常に広いものでございまして、例えばで言い

ますと、「やっちみろかい酒谷」という、酒谷は

棚田が有名ですけれども、そういう地域の資源

を活用しながら、棚田オーナー制度などという

ことも取り組んでおられますけれども、地元で

その資源を活用したイベントを開催して、都市

と中山間などの地域の交流を進める活動ですと

か、「佐土原くじら会」というのもございますけ

れども、くじらという一つの大きな夢のある対

象を旗印にして、地元で子供を巻き込んだスポー

ツ大会、お祭りとか、そういうものを仕掛けて

活動している団体など、多岐にわたってござい

ます。

○米良委員 今、室長からも地域再生計画の認

定のことにつきましてお触れがありましたけれ

ども、ある程度地域に入ってという話もありま

したけれども、私は、それが一番基本だと思う

んです。町村間と県庁の皆さんたちとのいろん

な計画認定ということに端を発して、過疎地域

の皆さんたちがこれからそういうものの中でど

うつくり上げていくかということからすれば、

室長からもありましたけれども、実際に現場に

踏み込んでいって、じかに皆さんたちの要望な

り、そういう意見を聞いて、そして過疎対策に

向けて取り組むという姿勢を私は特に要望して

おきたいと思うんです。実際にことしはおやり

になったんですか。

○後沢中山間・地域対策室長 私も、机に座っ

ていて頭で考えて何とかなるという課題ではな

いんだろうという思いを４月から持っておりま

したので、市町村に足を運んで、当然30市町村

全部回りましたし、役場の方と話をするという

のはもちろんのことながら、地元の住民の方と

役場との話し合いの場とか設けられれば、そこ

にはなるべく足を運ぶようにしています。また、

つい先日も行ったんですけれども、県庁に中山

間・地域対策室ができたということであれば、

地元で一生懸命取り組まれておられる方たちが

どんなことを考えて何をやりたいのか、直接聞

いてほしいという話も寄せられるものですから、

そういうところには積極的に足を運んでお話を

伺ったり、意見交換をしたりという場を設ける

ようにしております。

○米良委員 地域づくりネットワークの155団体

で380万という予算ですが、これが多いか少ない

かというのはわかりませんけれども、ネットワー

クづくりを通して―例えば田舎に行きます

と、40歳になっても50歳になっても嫁さんをも

らっていない人たちが物すごく多いんです。そ

ういう一端もここで担っているという理解でい

いんですか。その辺はどうなんですか。

○後沢中山間・地域対策室長 委員御指摘の課
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題はあるというふうに認識しておりますけれど

も、このネットワーク協議会で直接、中山間部

のお嫁さん対策を目的に活動しているところは

ないかと思います。ただ、中山間地域も含めて

交流活動などをする中で、結果として、交流活

動の中からカップルが生まれている可能性は否

定できませんが、我々としてはその実績を把握

はしてございません。

○米良委員 できましたら、そういうところに

も力点を置いて、これからの過疎対策の一端に

加えてもらうとありがたいなと思うものですか

ら、あえてお聞きしたところでありましたが、

ひとつそういう観点でこれからもお願いしたい

と思っています。

秘書広報課長、17ページでございますが、県

民総ブレーン事業ということで知事があちこち

回られております。できましたら、４年間のう

ちにずっと網羅するんじゃなくて、早い機会に

こういう事業というのはどんどんおやりになっ

たほうが、県民の皆さんたちも身近に感じて、

これからの東国原県政に対する一つの期待感と

いうのが出てくるような気がしてならんのです

けれども、スピーディーな対応が必要じゃない

んですか。どうですか。

それともう一つは、県民の声事業というの

が6,000件ありましたけれども、結果的には、こ

こあたりは広報誌を通して広報しているんです

か。

○緒方秘書広報課長 実際、事業として17ペー

ジの表に記載してあるような広聴活動をやって

おりますけれども、それに限らず、いろんな大

会がありました場合、あるいは竣工式がありま

した場合、いろんな機会をとらまえまして、知

事も各市町村に出て行っておりまして、就任し

てから19年度中に一通り市町村のほうは回るこ

とができたのかなと思っております。もちろん

大きな市等につきましては、複数回行っており

ますので、広聴活動に限らず、いろんな各部局

の行事、事業もございますので、そういったも

のを活用いたしまして、可能な限り市町村のほ

うに知事が行けるように行事調整等をやってい

るところでございます。

２番目の、県民の声事業をやっていますとい

うＰＲにつきましては、ホームページですとか

いろんな機会をとらまえてＰＲしております。

実際いただいている方法としましては、直接、

秘書広報課にメールで来る場合ですとか、はが

きでいただく場合ですとか、ファクスでいただ

く場合、電話等でいただく場合、そういったも

のをすべてトータルしてのこの数字となってお

ります。

○井上委員 まず、後沢室長に、成果のところ

の11ページの元気のいい地域づくり総合支援の

ところで、五ヶ瀬町外21件というふうになって

２億円近くのお金を使っているわけですが、例

えば五ヶ瀬町を例にとって言えば、どういう事

業でどれぐらいの金額を出しているということ

なんでしょうか。

○後沢中山間・地域対策室長 五ヶ瀬について

御説明しますと、元気のいい地域づくり総合支

援事業というのは３カ年の事業になっておりま

して、17年度に採択したものを３年間支援する

という形のものもあるわけですけれども、ここ

で挙げた五ヶ瀬というのは、17年度に採択した

もので、19年度は３年目ということになります。

その取り組みの内容についてですけれども、五

ヶ瀬町の桑野内地区は、住民が主体になって夕

日の里づくりの推進会議といったものを立ち上

げて、地域づくりをしているわけでございます。

夕日の里の交流拠点の整備をするということで、
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五ヶ瀬ワインで有名でございますけれども、ワ

イナリーの横の農産物の直売所やレストランを

整備したいということで、そういったものを支

援したり、あとは花いっぱい運動ということに

取り組んでおられて、国道沿いの花壇に季節の

花を植栽し、訪れる方をおもてなしするという

取り組みを行っておられるので、そういうソフ

ト的な取り組みに対しても支援をしているとい

うことでございます。

○井上委員 金額的に幾らぐらいなんですか。

○後沢中山間・地域対策室長 金額としまして

は、補助金として4,253万3,000円ということに

なってございます。３年間でございます。

○井上委員 ということは、21件は、そういう

町村で具体的に取り組みをしているものについ

て予算化、元気のいい地域づくりのそういう支

援をしていくための前段で、それについて上がっ

てきたものに対してただ支援を出しているとい

うことですか。

○後沢中山間・地域対策室長 事業の仕組みと

しましては、各市町村でどういった取り組みを

するのかといったことを計画としてまとめてい

ただいて、申請をしていただく。それに対して

採択をすれば補助していくということになりま

すが、この事業の特徴としまして、補助金を出

すというのも当然あるんですけれども、調整会

議というのを庁内で設けておりまして、関係部

局が集まって、各市町村から上がってきた事業

というのを各専門の目で練り上げていって、例

えばここはこうしたほうがいいんじゃないかと

か、もっとこういう展開があるんじゃないかと

いうアドバイスをもらったりしながら、一緒に

練り上げていくという形をとって最終的に採択

してございます。

○井上委員 夕日の里づくりについては、成功

例として私たちもよく知っているんですけれど

も、３カ年の事業の中でやって効果の出ている

ものと効果の出ていないものがあると思うんで

すけれども、21件というのは、全部が非常に効

果が出たものばかりなんですか。

○後沢中山間・地域対策室長 地域づくりの取

り組みというのは、なかなか定量的に成果が測

定しにくいということもございまして、何が成

功して何が失敗だったかというのは一概には申

し上げられないんですが、今ほど御説明した五

ヶ瀬の例などは宮崎県の代表選手的に成功した

というものだと思います。それ以外にも、例え

ば日之影町で森林セラピー基地の認定を受けて

地域づくりに頑張っておられますが、そこに対

する支援などもやっておりますし、同じく北郷

町も森林セラピーを核にした取り組みなどやっ

ておられます。我々としては、いずれも地元の

皆さんが頑張っているのに対して支援して、そ

れなりに成功しているというふうに理解してお

ります。

○井上委員 これは、市町村も自分のところの

お金を出して、合算して何かをやっているとい

うふうに理解していいんですか。

○後沢中山間・地域対策室長 そのとおりでご

ざいます。最大で３分の２という補助率でござ

いまして、当然、市町村のほうでも手出し分が

あるという事業でございます。

○井上委員 効果があるとすれば、３分の２の

補助率というのは、17年度からそういうふうな

取り組みの仕方だけれども、これについてはもっ

と金額的にも絞り込んでやっていくとか、総花

的じゃなく、絞り込んでやっていくとか、そう

いうことについても検討していただけるといい

かなというふうに、これは意見ですが、思いま

す。
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13ページの九州地方行政連絡会議、全国知事

会、九州地方知事会とか含めて、私の率直な感

想ですが、九州各県に、私ども委員会だとか特

別委員会とかで調査に行くと、九州一体で取り

組むという感覚よりも、北と南に分かれて、北

は、地理的なこともあるのかもしれないんです

けど、連携がよくとれているような印象があっ

て、南のほうは南のほうで、これはまた地域間

のこともあるんだと思うんですけど……。本来、

九州で一体的なことは連絡会議とかも含めて

やったほうがいいとは思うんですが、金額的に

も1,000万円程度の予算なので何とも言いがたい

ところもあるんですけど、集まって議論されて

いることについての成果というのが本当に上

がっているのかどうか、そこあたりについてど

うお考えなのか、聞かせていただけるといいな

と思います。

○土持総合政策課長 全国知事会、九州知事会

とも同じでございますけれども、集まって成果

といいますか、九州知事会もそれぞれが抱える

課題を出し合いまして、九州としてどういうふ

うに対応していくかというようなことをやって

おります。特に九州につきましては、政策連合

という形で、共通する行政課題について全県で

同じような取り組みをしていくというような取

り組みもやっております。国に対する制度要求、

そういったものを要望する場ということにも

なっております。これは全国知事会等も同じで

ございます。九州地方行政連絡会議はちょっと

毛色が違うんですが、これは九州内の国の出先

機関と都道府県で構成して、今は事務的な調整

をするという会議でございます。それぞれに役

割がございまして、私どもとしては、そういう

場で知事等から発言をしていただきまして、私

どもの主張を関係機関にも伝えていくというこ

とで活用しているというふうに考えております。

○井上委員 秘書広報課にお尋ねしたいんです

が、先ほど米良委員からも出たんですけれども、

実はよく県民の皆さんから聞く意見として、東

京にいる時間というか、テレビで見る知事のほ

うが多くて、地元で見る知事が少ないというふ

うな言われ方というのは、よく私たちも耳にす

るわけです。実際は、こんなふうによく動いて

いらっしゃって、県民の声を聞く機会というの

も持っていらっしゃると思うんです。本来、県

民と直接会って、県民フォーラム、県民ブレー

ン座談会、出前講座、これほどの数はこなして

いらっしゃるんだけれども、ブログ等も見てみ

ると、実際、その感想とか書いていらっしゃる

わけだから、行っていらっしゃると思うんです

けれども、県民に現実に知事が動いていらっしゃ

ることが伝わりにくいという点については、ど

のように秘書広報課としては考えているのか、

それをお聞かせいただきたいと思います。

○亀田広報企画監 今おっしゃられた中で、出

前講座というのがございますが、これはちょっ

と毛色が違いまして、職員が県民の求めに応じ

て特定のテーマについて講義に参るということ

で、これは知事が行くわけではございません。

県民フォーラムにつきましては４回、このとき

は数百人規模で意見交換を４市でやりました。

県民ブレーン座談会のほうは少人数、絞り込み

まして、特定のテーマとか、あるいは特定の地

域ということをテーマにして13回ほどやりまし

た。これは19年度ですが、今年度は、さらにフ

ォーラム等については、米良委員からも御指摘

がございましたけれども、もっと回数をふやし

て、各市町村に入ってということでやっており

ます。確かに、出席者ということで申し上げま

すと、何千人も入るわけではございませんので、
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来ていただいた方の波及効果といいますか、口

コミといいますか、知事がこういうことを言っ

ていたということで地域に波及していくという

ことに期待している部分はあるんですが、一方

では、議事録をホームページのほうで掲載して

おりますので、余り浸透しているかどうかとい

うのはありますが、そちらのほうで県民の方に

は中身等について知事のお考え等を御理解いた

だければというふうなことでやっております。

○井上委員 先ほど米良委員からも出ましたが、

県民の声の事業で、先ほどの御説明によると、

メールだったり、はがきだったり、電話だった

りいろいろあるわけですが、6,001件に対する対

応というのは具体的にどういうふうにされてい

るんですか。

○亀田広報企画監 6,001件、19年度ございまし

て、どこから来たかということで申し上げます

と、県民の声といいながら、実は県内からとい

うのは３割ぐらいでございまして、県外が45％

ぐらい、結構、中傷めいたものもあるものです

から、匿名がその他25％ぐらいございます。匿

名については対応しようがないということです

が、県外の方も、テレビ等でいろいろあります

ので、知事の言動に対するリアクションという

ことで来る部分がございます。県民の方から参

りました施策提言あるいは身近な意見、要望、

こうしてほしいとかいう要望につきましては、

これも含めまして、県民の声については１週間

ごとに知事に上げております。その結果、御指

示がある場合もありますし、また全体について

は各部のほうにフィードバックしまして、各部

各課のほうでその方に対応する―お答えする

部分はお答えし、あるいは施策の面、事業の面

で参考にすべきは次年度の予算等で反映するよ

うに努めていただくように、私どもからもお願

いしているところでございます。

○井上委員 本来的な政策的な提言の場合は各

部にしっかりつないで、それについての対応と

いうのをきちんとやっていただきたい、これは

私からの要望です。

もう一つは、16ページにあります情報発信の

関係ですけど、県庁から全国に向けて情報発信

というのは、これはどういう発信ですか。何を

指して全国への発信というふうに……。

○亀田広報企画監 16ページに広報活動をいろ

いろ載せておりますが、この中で県外向けの発

信ということになりますと、県のホームページ

がほとんどになろうかと思います。あとは県内

向けのテレビであったり、新聞でのお知らせで

あったり、あるいは県の広報誌であったりとい

うことで、県外向けということになりますと県

のホームページ。昨年まではうちのほうでやっ

ておったんですが、みやざきアピール課ができ

ましたので、県外向けの情報発信についてはあ

ちらのほうが今年度から対応しているというこ

とでございます。

○井上委員 続けてそれをお聞きしようと思っ

ていたんですが、宮崎県をアピールするという

ためのみやざきアピール課との連携というのは

十分とっているのか、それともお任せなのか、

そこはどうですか。

○亀田広報企画監 基本的には、みやざきアピー

ル課が主体性を持ってやっていくことだと思い

ますが、私も含めまして、農政水産部と環境森

林部と県土整備部の関係する課長級の人間が兼

務職員になっております。適宜、みやざきアピー

ル課からは情報提供もございますし、意見交換

の場もございます。そういう形で、みやざきア

ピール課のほうが我々と連携してやっていこう

ということで非常に努めていただいていると
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思っております。

○井上委員 わかりました。

統計調査課にお尋ねしたいんですが、きょう

御説明があった主要成果のところでいけば、３

つの調査は総務省だとか経済産業省からで５年

ごとですけれども、このデータ、調査した分に

ついては県内での分析というのはするんですか。

○橋本統計調査課長 これらの調査につきまし

ては、まず調査のほうは県と市町村とで行いま

して、その結果につきましては、国に一たん数

字を返しまして、国のほうでまず分析等を行っ

ております。その後、また県のほうに県分のデー

タが返ってまいりますので、いただきましたも

のを県のほうで分析等を行い、公表していると

いうところでございます。

○井上委員 それぞれ３つ、対象は何事業所で

すよというのはありますけれども、実際にこれ

に対応したパーセンテージみたいなのはわかる

んですか。対象数はあるけれども、それに対し

て幾ら回答したというデータはお持ちですか。

○橋本統計調査課長 それぞれ調査につきまし

ては、調査終了後、回収率、回答率等を取りま

とめているところでございますが、現在、手元

にそれぞれの回収率等については持っておりま

せんので、また後ほど御回答させていただきた

いと思います。

○井上委員 総合交通課にお尋ねしたいんです

が、地方バスの再編のことでコミュニティバス

の関係ですけれども、コミュニティバスは、私

は、市町村にとっては大変いいものだと思うん

ですが、もっとこれは手を挙げる地域はないん

ですか。いつもこんなに少ないものなんですか。

○渋谷総合交通課長 地域バス再編支援の事業

につきましては、御案内のとおり、平成18年度

からスタートさせた事業でございまして、平成19

年度につきましては、調査事業費補助で延岡市

外６市町、実際、コミュニティバスを走らせた

のは三股と五ヶ瀬の２つの町だったということ

なんですが、その間、調査等を進めておりまし

て、20年度に入りまして、トータルで12の市町

村がコミュニティバスを運行することになりま

した。事業以前に独自にもしくは国の事業等を

活用して既にコミュニティバス的なものを導入

しているところもございまして、県内30市町村

の中で現在、コミュニティバスといったような

類似したものが導入されていないというのが逆

に少なくて、９つの市町だということになって

おります。

○中野明委員 13ページ、県境を越えた交流・

連携の推進、ここで全国知事会とかいろいろ出

ています。九州管内、各県でそれぞれ道州制の

議論をされたりしています。知事の意見を聞い

ていますと、条件つき財源つき道州制、それか

ら一歩も踏み出していません。県民政策部とし

ては、少しは道州制とかそういうのに興味を持っ

て議論するとか、知事にレクするとか、そうい

うのはどうですか。

○丸山県民政策部長 道州制の議論は、九州知

事会と九州の経済界が一体となった九州地域戦

略会議の中で議論をまとめるということで、先

般、第２回目の結果、答申がなされたところで

あります。九州知事会は委員が知事ですので、

入っているわけですけれども、この下に部長ク

ラスが入った幹事会というのがございまして、

その中で議論を何回も重ねて、事務局の案を練っ

て、それを九州地域戦略会議の中に上げて成案

を得るということになっていますので、当然そ

の過程において、我々も知事に今の県の立場、

考え方を説明して、知事の考えをまとめていた

だく、そういう段取りで進んできているところ
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であります。

○中野明委員 そういうことじゃなくて、中

身としてはどういう考え方を持っているかとい

うのを聞いているわけです。

○丸山県民政策部長 現況を見ますと、例えば

交通網にしても東半分西半分、進捗の速度が遅

くて、まだ高速道路も開通していないわけです。

一方では、九州新幹線が2011年の春には開通す

るということでありますので、当然そこらあた

りを念頭に置いて、とにかく社会基盤の基礎的

条件が、九州各県同一の基盤整備がなった後で

ないと、道州制というのは宮崎県にとっては困

ることになるんじゃないか、私もそう思ってお

りまして、また知事の考えもそうだと感じてお

ります。ですから、知事がいつも言うのは、そ

ういう基礎的条件が備わった後で九州の道州制

というのはできていくべきじゃないか、そうい

うことであります。

○中野明委員 消極論ですか、積極論ですか。

○丸山県民政策部長 条件つきの推進論です。

○中野明委員 17ページ、県民フォーラム、

県民ブレーン座談会、出前講座、安藤知事のと

きからこういうのがはやり出したんですけど、

いろいろ私の経験では、こういうのをやっても、

宮崎県全体がどうあるべきかという議論が出た

ような記憶がないんです。結局、自分たちのグ

ループ、小さい点の話とか、こういうのをやる

のはいいけど、かなり部長が行ったりとか、金

はしれているけれども、悪いけど、こういうの

で何か施策に反映したという事例は出てきたも

のですか。

○亀田広報企画監 委員がおっしゃったように、

前知事時代にこの前身のようなものができて、

名前は変えながら踏襲しているわけでございま

す。委員がおっしゃったような、かなり高度な

政策提言等がなされるのではないかということ

は、確かにそういうものは十分出ているとは言

えないと思いますが、身近なあるいは自分の所

属する団体に関する意見とか、それでも知事が

そういう意見を聞く機会は十分とは言えないと

思っておりますので、私としては意味があるの

ではないかと思っております。

○中野一則委員 既にほとんどの方が言い尽く

されましたので、余りないんですが、まず11ペー

ジ、元気のいい地域づくり総合支援、五ヶ瀬町

外21件ということですが、残りの市町村は８市

町村あると思うんですけれども、この８市町村

はどこでしょうか。

○後沢中山間・地域対策室長 五ヶ瀬町以外の

どこの市町村を支援しているかということでよ

ろしいですか。

○中野一則委員 五ヶ瀬町外21件ということ

は、30市町村だから残りが８市町村だと思うん

です。その８市町村を教えてください。

○後沢中山間・地域対策室長 入っていない市

町村ということは、どこを入れているかは、す

ぐにお伝えできるんですけれども、ちょっと整

理をして、すぐお答えをするようにします。

○中野一則委員 取り組んでいない市町村が８

つあるというふうに見たんだけれども、そうじゃ

ないんですか。17年からスタートしているわけ

だから、３カ年事業で今年度で終わりですか。

○後沢中山間・地域対策室長 入っていないと

ころで言いますと、広域連携でやるといった取

り組みもあるものですから、単純に30引く22市

町村が取り組んでいないというふうにはならな

いんですが、取り組んでいない市町村で言いま

すと、10市町村ということになります。都農、

川南、高鍋、新富、木城、三股、えびの、国富、

清武、野尻の10です。
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○中野一則委員 先ほど課長は、座っている場

合じゃないから、市町村に全部行ったと言われ

たんですけれども、大変いいことだと思うんで

す。こういう元気のいい地域づくり、県下網羅

的に取り組んで、また20年度からも何か変わっ

たものがスタートしていると思うんだけれども、

こういう取り組んでいない、自分からみずから

手を挙げていない市町村、そういうところに積

極的に行って、むらおこし、地域づくりのため

に、元気な地域づくりのために、ぜひ取り組ん

でほしいということを積極的に言ってほしいと

思うんです。８地域を新しい事業ではぜひ取り

組んでほしいと思いますので、要望しておきた

いと思います。

それから、13ページ、道州制のことですけれ

ども、この前、新聞に、連邦制に近い道州制が

できるような話が載っていました。ある会議で

は、10年後には道州制がスタートするという話

も聞いたんです。さっきは部長のほうから、幹

事会があってということですが、九州地方行政

連絡会議というのは幹事会を指しているわけで

すか。

○丸山県民政策部長 これは全く別物でありま

す。九州地方行政連絡会議というのは、国の機

関と九州各県の共同体での事務連絡会議みたい

なことをやっています。

○中野一則委員 道州制については、担当部長

がよく福岡に行かれたりして、あるいは事務局

担当が県庁内にもあって、よく話を聞いていた

んですが、最近聞いていないんです。丸山部長

が担当部長になっているわけですか。事務局と

いうのは、今もあるんですか。

○丸山県民政策部長 そうです。事務局は総合

政策課のほうで持っております。

○中野一則委員 先ほど、知事は条件つきの積

極論者みたいな話でしたが、幹事会というのは

どのくらい開催されているんですか。

○渡邊県民政策部次長 幹事会については私の

ほうがほとんど行っているものですから、私の

ほうでお答えします。限りなく連邦制に近い道

州制というのは知事が言っておられるわけでご

ざいますが、今回まとめようとしているものは

そういうものではありません。国の基本的な権

限は国に残しながら、できるだけ地方ができる

ものについて道州に移していこうと。そして、

基礎自治体、基本的には市町村ですけど、今の

市町村をイメージしたらいけないわけですが、

体力のある基礎自治体をつくって、そこにほと

んど県の権限等は移していこうと。九州知事会

の幹事会のほうでまとめたものは、オーソドッ

クスな道州制といいますか、連邦制に近い道州

制ではありません。このレポートについては、

まだ中間報告でございまして、今週末にそうい

う会議があるわけですが、来年の３月までに一

定の報告をまとめるということになっておりま

して、そのときに全体の概要は、九州知事会及

び九経連、そういう方々が集まって一つの案と

して出していく、まとめていくという考えでご

ざいます。

○中野一則委員 私は、道州制については賛成

論者の一人なんだけれども、ただ、知事会は別

として、経済界がリードしたいような形でメディ

アから伝わってきますね。私は、それにはどう

も腹立たしさを感じているわけです。宮崎県と

いう県民の目線で取り組んで、その結果として

道州制が実現するように、特に幹事会があるわ

けですから、その立場で一生懸命頑張って取り

組んでほしいと要望しておきたいと思います。

次に、地方バス路線のことですが、車両購入

費の負担補助金が約970万円、不用額が上がって
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きて、これは車両購入費が見積もりよりも少な

かった、下回ったという話でありましたが、え

びの市も一生懸命これに取り組もうとしている

のをよく聞くんだけれども、現実、取り組んで

いないんだけれども、えびの市から、こういう

車両購入費という補助があるんですかとか、相

談があったことはあるんですか。

○渋谷総合交通課長 地方バス路線等運行維持

対策に係る車両購入費補助というのは、宮崎交

通に対するワンステップバスの購入補助です。

これについて国の補助率が下がったものですか

ら、不用額が出たということなんですが、多分

今おっしゃったえびの市の車両購入に関しては、

地域バス再編支援に係る車両購入費補助の関係

ではないかというふうに思って、それについて

御説明いたします。先ほど、コミュニティバス

等の未導入のところが２市７町あると申し上げ

ましたが、その２市の中にえびの市が入ってご

ざいます。えびの市の状況は、廃止路線代替バ

スについて、えびの市管内というか、単一市町

村内の路線はございませんが、複数市町村内の

廃止路線代替バスはございます。これにつきま

しては、市町村に対して県が補助するわけです

ので、現状維持でいくということですから、車

両購入ということについては特に聞いておりま

せん。

○中野一則委員 えびの市もこういう制度を

知っていなくて、地域バス再編の取り組みをし

ていないのかどうかわかりませんが、これもさっ

きと同じように、積極的に指導してください。

えびの市は将来負担比率がかなり低い率でした

から、まだまだ余力はあると思うんです。ぜひ

御指導をお願いしたいと思います。

それから、県民手帳の担当はどこでしたか。

統計調査課になるんですか。今の県民手帳、資

料編が分冊ですね。ずっと以前は一緒で、５～

６年前に分冊制度になったんです。分冊もいい

けれども、たくさんは入れなくてもいいですけ

れども、ある程度の資料をこっちにぜひ入れて

ほしいんです。持つのに都合が悪いです。ぜひ

そういう改良をしてほしいということと、今の

中身も不要なところもあるんです。例えば、東

京の交通網がありますね。以前も私は、こんな

のは不要だと。県民手帳というのは、県民目線

の手帳なんです。県庁手帳なら、県庁の皆さん

方がよく東京に行かれて、交通網も利用される

と思うんだけれども、我々だって余り利用しな

いし、何か別なものに使えないものかなと。そ

ういうことを含めて、県民手帳を、資料編の主

なもの、我々が説明ができたり、見れるような

感じに、一冊にもう一度まとめてほしいなと思

うんです。

それと、宗教上か信教の自由か知らんけれど

も、大安吉日とかありますね。あれが載ってい

ないんです。あれもできたら載せてほしいなと。

我々はああいうのを気にはしないけれども、見

る機会が多いんです。前もお願いしたんだけれ

ども、信教か宗教上か何か知らんけれども、載

せられないという話だったけれども、載せても

いいような気がするんだけれども、そういうこ

と等を要望しておきたいと思うんですが、コメ

ントもいただきたいと思います。お願いすれば、

印刷が済んだ後になるものだから、21年度、22

年度に向けて。

○橋本統計調査課長 県民手帳につきまして、

御関心を持っていただきましてありがとうござ

います。県民手帳につきましては、事務局は統

計調査課にございますが、統計協会というとこ

ろで作成しております。資料編の分冊につきま

しては、過去いろいろ経緯もあったようでござ
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いまして、分厚くなるのを避けるとか、資料だ

けを持っておきたい、そういう御意見もあった

ようでして、今のような分冊になっているとい

うふうに伺っております。

東京の交通網についてはどうかという御意見

でございますが、これにつきましては、東京出

張の際に持っていくときに非常に便利だ、そう

いうお声もいただいておりまして、その結果、

載せているというふうに考えております。

おっしゃいます和暦ですか、暦的なものでご

ざいますが、それにつきましては、これまで御

意見をいただいたことはないかと思います。い

ずれにしましても、委員の御意見につきまして

は、また協会のほうと相談いたしまして、今後

に生かしたいというふうに考えております。

○中野一則委員 東京のを載せることが、それ

が県民目線でなく、県庁目線なんです。例えば、

県内の交通網、鉄道線路、肥薩線の一部は宮崎

県を通っている。真幸駅はえびのだけれども、

ここが宮崎県と知らなかったという人がたくさ

ん県民の中でいらっしゃいますよ。東京は知っ

ているけれども、宮崎県内を知らない、そんな

ことじゃだめだと思うんです。ぜひそのことも

含めてお願いしておきます。

○黒木委員 いろいろ出ましたが、執行率の考

え方は、民間でいけば、できるだけ安く上げよ

うと一生懸命努力するんだけれども、どうして

も行政機関の場合は執行率がほとんど99％。こ

れを実行することが優秀な職員だと、昔は何か

そういう感じを我々は受けておりました。確か

に、予算要求の段階できちっと締められている

分もあります。だけど、各課が努力して、少し

でも執行残を残して余力をつくろう、こういう

ものを県庁職員全体が考えないと、収支不足、

知事がいつも言っているように、財政課は特に

言っていますね、21年度はようやく予算が組め

るけれども、22年度が非常に厳しいと。そうい

うことになってくれば、皆さんの給与まで手を

つけなきゃならない時代が来るんじゃないかと

私は心配するんです。大阪はそういう現実が出

てきているんじゃないですか。そういうことを

考えると、職員全体で絞るものは、これは1,000

万円かかるけれども、もっと努力して800万円で

もできるじゃないかとか、そういうことを予算

の中でやるべきじゃないか、みんなが考えるべ

きじゃないかなということを心配しているんで

す。部長、どうですか、執行率の考え方。

○丸山県民政策部長 執行率も確かに低ければ

それで来年度の財源ができるという話もあるん

ですけれども、我々も予算を組み立てるときに

は、当然、部内で何回も協議をしまして、議論

をしまして、それをもって財政当局とやり合う

というか、協議して、最終的にそれが成案となっ

て議会の皆さんの審議をいただくという格好に

なっているわけです。ですから、精査した事業

をそのままやるのが、一応我々の頭としては、

最小のコストで最大の効果、県民の皆さんの福

祉向上のために役立てていただくということが

基本的にあるわけですけれども、例えば先ほど

の地域づくり事業みたいに、そういうお話はあ

るんだけれども、例えば21年度の事業は20年度

に予算を組み立てるわけですから、先行き不透

明な部分はあるわけです。そういうところで予

算が不用になって不用額として上がってくると

いうのは当然あるんですけれども、使い切れば

いいというような考えも、不用なものは当然い

けませんけれども、掘り起こして使い切ればい

いという話もありますし、黒木委員おっしゃっ

たように、できるだけ圧縮して残して次年度へ

備えていけばいいという話もあるわけです。要
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は、新規事業、継続事業、全体で事業を行うこ

とによって、県民が幾らぐらい満足されたかと

いうのが最終的には一番大事だと思うんです。

そこらあたりを勘案して、事業の執行も県全体

としても気をつけてやっていかざるを得ないの

じゃないか、そういうふうに私は考えています。

○黒木委員 確かに、皆さん方は、確実に事業

を消化していかないかんという面はあるんです。

そういう努力をしようという気持ちが職員の中

には大事だというものを持っていないと、皆さ

んが使い切って満足感を与えればいいだけでは、

これからが厳しくなるかなというふうに思うん

です。その辺をしっかり職員の皆さんも考えて

おかないと、まだ若い職員の皆さんは今後が大

変だなというふうな気がするんです。何かその

辺でありますか。

○渡邊県民政策部次長 部長がお話ししたとお

りですが、技術的に言えば、これは当初予算で

ございませんで、２月に補正で減額しているん

です。執行率が非常に高いんですけど、12月か

ら、今からですけど、暮れからずっとかけて予

算の見通しが立って、ある程度これは余るとい

うものは２月の議会で補正減していますので、

したがって、結果的に執行率が高くなる仕組み

になっております。そこは予算の編成上の問題

が一つあります。

○黒木委員 当初予算と比べて、減額しなかっ

た場合、どのくらい執行率は概算で違いますか。

それは財政でないとわからないですね。

○中野明委員 関連。きのうも、逆に予算は

しっかり使い切れとかいうような、不用額が多

いとか、本会議であったですね。この問題は、

ある議員は不用額を残すな、ある議員は使い切

れとか、変な言い方ですけれども、そうなって

いるわけです。統一したほうがいいんじゃない

かと思うんです。

○中村委員 総合政策課にお聞きしたいんです

が、14ページに新みやざき創造戦略評価委員会

というのが載っていますね。新みやざき創造戦

略評価委員会を２回行っていらっしゃいますが、

この内容はどうだったんでしょうか。

○土持総合政策課長 戦略評価委員会の本来の

目的は、重点戦略であります新みやざき創造戦

略の評価等について御意見をいただくわけでご

ざいますけれども、19年度は、前計画について

政策評価をやったということもございまして、

ちょっと活動状況が違っております。といいま

すのが、創造戦略を展開していくために各部の

ほうでいろんなプロジェクトの検討をやりまし

た。その結果、26本ぐらいのいろんなものが出

てきたわけですけれども、そういったものに対

する意見。２回開催しておりますけれども、も

う１回は、20年度の政策評価のあり方、創造戦

略事業といいますか、重点戦略の政策評価をど

のようにやったらいいかというようなことにつ

いて議論をいただいたところでございます。

○中村委員 きのう、話が出ていましたね。農

政水産部の担い手対策の件で、やっていないの

にＡ評価になっていたというのがありましたね。

あれをずっと見て、Ａが多かったけど、何か安

易なつけ方をしているような気がして仕方ない

んですけれども、どうですか。

○土持総合政策課長 施策評価、政策評価の場

合には、くくり方がどうしても大きくなってま

いります。これは20年度の事業でございますけ

れども、19年度の評価をやったわけです。これ

については、重点戦略56項目について、Ａ、Ｂ、

Ｃの評価をやったわけですが、それにまたいろ

んな122の取り組み方法、そして事業がぶら下

がっておりますので、それをまとめる段階で全
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体をどう評価するかというのは難しいところが

あると思います。ただ、個別を見ていきますと、

中身がばらばらであるものをまとめております

ので、そこら辺の矛盾はあるのだろうというふ

うに考えております。

○中村委員 私が言いたいのは、いつも言って

いますが、国もだし、県もそうなんだけれども、

外郭団体に評価をさせれば、さも目新しいとい

うか、権威があるようなやり方がありますね。

そのことを前も言ったけど、著名な人、専門家

というよりか、この評価を県議会でやっていた

だけませんかとか、そういったほうが金も使わ

ず、より効果的に出ると思うんです。専門家と

いえども、我々のほうが実態をよく知っている

ということはあるわけですから、そういうこと

を考えないかんと思います。例えば、エコクリー

ンプラザみやざきのとき、外部団体にお願いす

る。土木工学科の教授とか、ああいう人たちは

必要ですよ。専門家から成るものについては必

要です。しかし、また仕分け委員会に戻るけれ

ども、仕分け委員会とか、そういったものに県

民をいろんなところから抽出してさせる。格好

いいんだけど、金もかかるわけだから、議会と

相談して、議会にひとつやってもらえませんか

と、そういうことが必要だと思うんです。これ

もそうだと思うんです。いかがお考えですか。

○土持総合政策課長 執行部と議会との関係と

いうことにもなってまいると思いますが、審議

会等でも同じですけれども、そういう場に議員

の方々に入っていただいてやるのがいいのか、

それとも、今度の政策評価は特にそうでござい

ますけれども、まず自己評価をやって、外部に

評価をしていただいておるわけです。同じよう

に、自己評価について、我々といたしましては、

こういう委員会の場で議員の皆様方には報告を

しておりますし、またこれにつきましては、全

議員の皆様にお配りをしたところでございます。

そういったものを受けまして、それぞれ各部、

所管がございますので、そういった場でそのこ

とについてのコメントなり、またそれを参考に

して予算編成等していきますので、そういう過

程で御意見をいただくというふうに我々は考え

ているところでございます。

○中村委員 わかるんですけれども、前も渡邊

次長に言ったけど、今からは執行部がいろんな

ことを決めていくということじゃなくて、こう

いう政策を打ちたいというときは、お互いに資

料も共有しながらやっていかないと、後で何で

そんな事業なのかということになるんです。例

えば、皆さん方の中で今度新しい事業を展開し

ようと思ったら、前もって総務部のほうで委員

会に、こういうのをやっていきたいんだと。委

員会なんて急に開いてもいいんじゃないですか。

決まった委員会だけじゃなくて、その都度新し

いものをやるというときになれば、委員会を招

集してもいいんじゃないでしょうか。私は、そ

ういうふうな議会と執行部のやり方に持ってい

かないと、県はよくならないと思います。根本

的に考え方を変えて、執行部だけで決めるんじゃ

ない、両者で決めていこうじゃないかという取

り組みが必要だと思いますので、このことに触

れたんです。繰り返しになるけど、エコクリー

ンプラザみやざきなんかの構造的な問題につい

ては我々はわからないから、それは専門家です。

工学部の教授とか、そういう人たちがいいと思

うんですけれども、普通の、民間に諮問機関等

をさせないでもできるものはやめたほうがいい

と思う。金がかかることだし、委員会を招集し

たら済むことです。そういうふうに思います。

○鳥飼委員 関連してお尋ねします。今、中村
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委員が言われたように、仕分け委員会のときも

いろいろ議論がありました。委員長報告とかい

ろんなところで出てきますけれども、そこは文

章として残ります。それと、各議員がいろんな

意見なり本会議で提言をいたします。それも議

事録として残ります。そのことをどうやって次

の予算に反映させているのか、そんなシステム

を今、持っているのか、そのことをお伺いして

おきたいと思います。

○丸山県民政策部長 そういう議事録であった

概要分について、うちの場合はそうですけれど

も、各部も、例えば前向き答弁した、それにど

ういうふうに対応しているか、進んでいるのか、

どういう検討になっているのか、我々もそうい

う事業の追いかけというのはやっております。

その中で、議会、委員会からこういう意見が出

た、本会議でこういう意見が出た、これについ

てはやっぱりやったほうがいいんじゃないかと

か、来年度予算の施策とか事業に向けて当然そ

ういう議会の意見は真摯に聞いているつもりで

あります。

○鳥飼委員 例えば、中村委員がこれまでこの

問題についてどういう発言をしてきたか、それ

を次の予算を立てるときにどうやって反映した

か、生かされていくことが私は大事だと思いま

す。それがなくて、例えば創造戦略評価委員会

２回と書いてありまして、これは前回もお話し

しましたけれども、わずか数時間で全事業を評

価しているわけです。Ａ、Ｂ、Ｃというのは執

行部が、皆さん方がつけた評価でありまして、

そのことについての評価はしておられない。全

般的なことについてさらっと流しておられると

いう感じがするわけです。それはそれで一つの

あり方ではあると思うんですけれども、例えば

この決算分科会の審議というものはこの評価委

員会と同じようなものにもなっていくんじゃな

いかと思っているんです。これは５つの分科会

で２日間に分けてやるわけです。一方は、２時

間と３時間ですべてのものをやって、そして評

価をする。そのことが第三者委員会なり評価委

員会で評価を受けたという形をとる。そして、

県民がそれを受け取るということになっている

と思うんです。

それはそれで一つのやり方ではあると思うん

ですけれども、私どもが申し上げたいのは、そ

れぞれの各議員がいろいろな問題提言をする、

いろんな意見を言う、これについて問題ではな

かったかと言う、こういう問題についてはだれ

だれ委員がこういうふうに言っている、いつの

議会でこういうふうに言っているということが

予算をつくる段階でそれぞれの担当の方のとこ

ろには届いているような形、システムを今から

つくっていかなくてはならない。当然、聞いて

おられる部課長の皆さん方は頭には一応入って

いると思いますし、係長さん、リーダーの皆さ

んのところまで入っているとは思うんですけれ

ども、図式化するなり、ペーパー化するなりし

て、生かしていっていただきたい、そんなシス

テムをつくっていただきたいというふうに思っ

ています。

特別委員会資料のほうですが、10ページ、開

発事業特別資金特別会計というのがございます

が、この事業の概要について簡単に御説明をい

ただきたいと思います。

○土持総合政策課長 事業といたしましては、

２件の事業をやっております。一つが河川パー

トナーシップ事業ということで、これは河川課

が執行しておりますけれども、河川堤防の草刈

り等を自治会等が行う場合に、そこに対して一

定の支援をしております。もう一つは、環境管
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理課が行っておりますけれども、環境保全の森

整備事業というのがございます。県、市町村、

九州電力、企業局等がそれぞれ一定額等、基金

の造成をしておりまして、それに基づいて治山

事業、緑化事業、都市と中山間地域、上流域と

の市民の交流、そういった事業を行っています。

○鳥飼委員 これは九電の株式の利潤から出て

きたというふうに記憶しているんですけれども、

そうですね。ずっと私も審議会の委員で来たん

ですけれども、これで別途特別会計をつくる、

審議会をやるというのが果たして効率的なのか

どうかというのが一つあります。売却をして資

産活用を図っていくとか、そういうことも検討

したほうがいいのではないかという思いもある

んですけれども、そこら辺は、何か検討してお

られるようなことがあれば、お聞かせください。

○土持総合政策課長 この特別会計につきまし

ては、御承知のとおり、できた経緯というのが

ございまして、株式の売却、そういったものも

含めて当然従来から検討されてきた経緯はござ

います。ただ、現在は、活用の仕方というのが、

おっしゃるとおり、我々としても有効活用に至っ

ていないということは考えておりまして、今後、

新エネルギー等の推進、そういったものを念頭

に置きながら、これを活用していきたいという

ふうには考えているところでございます。ただ、

これにつきましては、委員おっしゃったように、

それぞれ条例に基づく審議会等がございまして、

そことお話をしていく必要があるだろうという

ふうには考えております。

○鳥飼委員 ぜひ御検討をお願いしたいと思い

ます。

幾つかあったんですけれども、２つだけお聞

きいたします。成果報告書の10ページのサン・

ＳＵＮみやざき体験情報発信事業というのがあ

ります。これはソーラーカー模型工作教室の開

催ということで136人、新年度の重点施策になっ

ていくということですけれども、これはこの間

あったんですね。私、行こうかと思っていたん

ですけれども、知るのが遅くて行けなかったん

ですが、広報とかはどんなふうにしておられま

すか。

○土持総合政策課長 これは単独での広報では

ございませんで、昨年まではテクノフェア、こ

としが総合産業祭という形でやっておりまして、

その中で、共催事業でございますので、この事

業についてもＰＲをいたしております。

○鳥飼委員 エネルギーの自給率というのは宮

崎県でも数％しかないだろうというふうに思っ

て、日本自体がないわけですから、重点施策で

やられるわけですから、ぜひ広報もお願い申し

上げておきたいと思います。

もう一つ、16ページの広報活動のところです。

２億600万円ということが上がっておりますが、

ＭＲＴテレビ「おしえて！みやざき」が52回、

ＵＭＫテレビ「みやざきゲンキＴＶ」52回とい

うことですけれども、単価としては放送１回が

いかほどになっているんでしょうか。

○亀田広報企画監 ＭＲＴの「おしえて！みや

ざき」でございますが、年間で2,815万4,000円

の委託料でございます。ＵＭＫテレビが3,066

万9,000円ということでございます。それぞれ52

回分ということです。微妙に金額が違いますが、

テレビ局の時間帯によりまして値段が決まって

おりまして、それをかなり値切って契約してい

るんですが、そこで若干の違いが出てきていま

す。１回当たりでいきますと、ＭＲＴが55万円、

ＵＭＫが59万円ぐらいになろうかと思います。

○鳥飼委員 値切られたというか、そういうこ

となんですけれども、当然なことだと思うんで
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すが、公的事業ですよね、県が、公益団体がや

るわけですから、そこでの例えば割り引き、そ

ういう配慮とかいうものはテレビ局からは行わ

れているんでしょうか。

○亀田広報企画監 正規の放送料、電波料と言

うようですが、それが決まっておりまして、県

政番組ということで、その４割とか５割とか、

そういうところで見積もりを出していただいて

いるというふうに理解しております。

○鳥飼委員 そうしますと、例えばほかの民間

企業ではこんなにたくさんやるところはないと

思うんですけれども、そこは正規の料金でやっ

ているということでしょうか。それはわかりま

せんね。

私がお聞きしたいのは、あるテレビ局では、

結婚をしたら退職をしなくてはならないという

ようなところもあるやに聞いておるわけですけ

れども、これは県が進める男女共同参画社会づ

くりに反しているというふうに思っているんで

すが、そこら辺の調査をされたことはございま

すか。

○亀田広報企画監 どこのテレビ局のことかわ

かりませんが、そういう観点は、うちの範疇で

はないと思っておりまして、そういう調査をし

たことはございません。

○鳥飼委員 これは県の施策、国の施策でもあ

るわけで、もしそういうところがあって受けて

いるということは、それは大きな問題だと。社

会的な責任を果たしていないということにもな

ると思います。例えば、銀行でも、宮銀さんが

指定金融機関になっておりますけれども、そこ

で、例えば障がい者雇用率が達成されているの

かいないのかというのも、大きな問題ですね。

そこは達成するようにという働きかけも必要で

しょうし、達成をしなければ、かえるというこ

とも必要でしょうし、それなりの施策の目的に

沿った県の対応というのが求められますので、

今後、そんなこともあるように聞いたりするも

のですから、なければ結構ですけれども、ぜひ

その辺の調査も御配慮を賜ればと思っておりま

す。

○新見副主査 17ページの広聴活動の中の出前

講座は、先ほど中野明委員がおっしゃったよ

うに、安藤前知事の時代からスタートしている

わけですが、この実績、回数24回、これは前年

度、前々年度と比較してふえているか減ってい

るか、わかりますか。

○亀田広報企画監 17年か18年ごろから始めて

いると思うんですが、18年度が46回で2,797名の

方が受講されております。19年度は、今ござい

ましたように24回で806名、ちなみに、本年度は

現在のところ28回、917名の方が受講しておられ

ます。県のほうがメニューを、いろんなテーマ100

ぐらいあるんですが、テーマを御提示しまして、

その中から県民の方が選んで、これについて聞

きたい、来てくれということでやるものですか

ら、なかなか一定しないというところはござい

ます。

○新見副主査 今、メニューというふうにおっ

しゃいましたけれども、例えば、ことしの年度

初め、長寿医療制度が非常に話題になりました。

そういったメニューにはない、時期に応じた県

民が知りたいいろんなことが出てくると思うん

ですが、そういったメニューにないものに対し

ての職員の派遣というのは、各部各課でそれぞ

れ対応されているのか、メニューの定期的な見

直しをやりながら、そこの中に盛り込んでおら

れるのか、その辺わかりますか。

○亀田広報企画監 出前講座がもともとスター

トしたときに、統一的にこういったシステムで
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やっていこうということでスタートしておりま

して、これ以外に各部各課が、自由と言ったら

おかしいですが、自主的にやる分についてはま

たそれはそれでやっていただきたいという趣旨

でスタートしております。ですから、メニュー

自体を年度途中で見直すことは難しいんですが、

年度途中でこれは聞きたいということがあれば、

私どもでも結構ですし、それぞれの各部各課の

ほうに申し込んでいただければ、それが実現す

るように努力すべきだと思っております。

○新見副主査 先ほど中野一則委員から県民手

帳のお話がありましたが、私の使い方を紹介し

ますと、まずアドレス帳は資源物になります。

手帳本体は欲しい人に上げます。資料だけを抜

き取って自分がずっと使っている手帳にはめ込

む、そういった使い方をしています。というこ

とで、合冊にするのもいいかもしれませんけれ

ども、分冊の活用も多いということを知ってお

いていただきたいと思います。

○外山主査 以上をもちまして、総合政策課ほ

か４課・室の審査を終了いたします。執行部の

皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時０分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

これより、生活・協働・男女参画課、文化文

教・国際課、人権同和対策課、情報政策課の審

査を行います。

平成19年度決算について各課の説明を求めま

す。なお、委員の質疑は、４課の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○髙原生活・協働・男女参画課長 生活・協

働・男女参画課の決算について御説明申し上げ

ます。

生活・協働・男女参画課につきましては、お

手元の平成19年度決算特別委員会資料の19ペー

ジから24ページでございます。24ページをお開

きください。生活・協働・男女参画課の決算の

状況につきましては、予算額５億6,144万5,000

円に対しまして、支出済額が５億5,878万4,120

円、不用額が266万880円、執行率は99.5％となっ

ております。なお、翌年度への繰り越しはござ

いません。

次に、事項別の執行状況についてでございま

すが、目の執行残が100万円以上のもの、また執

行率が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明申し上

げます。

お手元の平成19年度主要施策の成果に関する

報告書の生活・協働・男女参画課のインデック

スのところ、22ページをお開きください。まず、

２の一人ひとりが尊重され、生き生きと暮らせ

る社会づくり、１）ＮＰＯ等との協働の推進と

ボランティア活動の促進につきましては、施策

推進のための主な事業及び実績にありますよう

に、まず、ボランティアセンター整備促進事業

でございますが、福祉教育推進指定地域での福

祉教育の推進、研修会、講座等の開催、県ボラ

ンティアセンターの運営費補助等を行い、ボラ

ンティア活動の促進に努めたところでございま

す。

次のＮＰＯ活動支援センター整備事業でござ

いますが、ＮＰＯ法人の設立・運営の相談実施

や、ＮＰＯマネジメント・協働講座等の開催に

より、ＮＰＯ活動の促進に努めたところでござ

います。

次のＮＰＯパートナーシップ創造事業でござ

いますが、県が選定したテーマやＮＰＯが企画
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したテーマについて、ＮＰＯからの事業提案を

募集し、委託することにより、行政とＮＰＯ等

との協働の推進に努めたところでございます。

今後とも、県民の視点に立った公共サービスを

提供するために、協働事業数の増加を図るなど、

ＮＰＯ等との協働を推進してまいりたいと考え

ております。

次に、23ページをごらんください。３）男女

共同参画社会づくりの推進につきましては、主

な事業及び実績にございますように、まず、啓

発資料整備事業でございますが、本県の男女共

同参画の推進状況や、男女共同参画社会づくり

の必要性について、わかりやすく解説したパン

フレットを作成、配布し、県民の意識の啓発に

努めたところでございます。

次の男女共同参画地域リーダー人材育成事業

でございますが、県央地区の８町村を対象に講

座を開催し、地域において男女共同参画の普及

啓発を進める新たなリーダーを養成したところ

でございます。次の女性のチャレンジ支援事業

でございますが、女性の再就職や起業、地域活

動への参加など、新たなチャレンジに関する情

報提供や、講座・企業セミナーの開催、相談事

業などにより、女性の新たなチャレンジの支援

を行ったところでございます。

24ページをごらんください。男女共同参画セ

ンター管理運営委託事業でございますが、本県

の男女共同参画の推進拠点である県男女共同参

画センターにおいて、指定管理者である特定非

営利活動法人みやざき男女共同参画推進機構の

管理運営のもと、県民への情報提供、講座開催

等の啓発事業のほか、相談事業等を実施し、男

女平等意識の確立と固定的性別役割分担意識の

解消に努めたところでございます。

なお、施策の進捗状況に記載しておりますが、

県の審議会等における女性委員の比率につきま

しては、19年度末41.8％であり、全国では４位

となりましたけれども、目標の43％には達しま

せんでした。21年度末までに50％とする目標に

向け、全庁挙げて取り組んでまいりたいと考え

ております。

今後とも、市町村や関係機関との連携を図り

ながら、男女共同参画社会の実現に向けた施策

を推進してまいりたいと考えております。

次に、26ページをごらんください。３の安全

で安心な暮らしの確保、１）安全で安心なまち

づくりにつきましては、主な事業及び実績にご

ざいますように、犯罪のない安全で安心なまち

づくり強化事業を実施しました。地域安全活動

リーダーを育成するためのリーダー講習会の開

催、地域安全活動を行っている団体へのアドバ

イザー派遣事業、地域コミュニティ再生化モデ

ル事業等を実施することで、犯罪の起こりにく

い地域の実現を目指したところでございます。

今後とも、地域住民と行政が一体となって安全

で安心なまちづくりに取り組むため、防犯活動

に関する情報の提供や研修などを行ってまいり

たいと考えております。

次に、27ページをごらんください。２）交通

安全対策の推進につきましては、主な事業及び

実績にございますように、世代間交流による交

通安全教育を実施しております。これは、高齢

者、若者運転者及び近い将来ドライバーとなる

高校３年生等を対象に、相互の特性を理解し、

交通安全のための知識及び技能を習得していた

だき、高齢者に対する保護意識の醸成を含めた

交通事故防止対策を図ったところでございます。

今後とも、交通事故防止と交通安全意識や知識

の高揚を図るなど、県民総参加による交通安全

対策の推進に取り組んでまいりたいと考えてお
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ります。

次に、28ページをごらんください。３）安心

できる消費生活の確保につきましては、主な事

業及び実績にございますように、まず、消費者

啓発推進事業及び消費生活啓発員設置事業を実

施しました。県の消費生活センターにおいて、

消費者啓発講座の開催や、消費生活に係る情報

の提供を行うなど、主体性のある自立した消費

者の育成に努めたところでございます。

次に、消費生活相談員等設置事業でございま

すが、県の消費生活センターに11名の相談員を

配置し、消費者からの各種相談に応じておりま

す。次に、くらしを守るウオッチャー設置事業

でございますが、県内に商品表示ウオッチャー

を80名配置し、不適正な景品提供や商品表示に

ついての情報を収集することにより、商品表示

等の適正化を推進したところでございます。

今後とも、啓発や相談事業などを実施するこ

とで、消費者被害の未然防止や消費者の自立支

援に取り組んでまいりたいと考えております。

以上が主要施策の成果についてでございます。

なお、最後になりますが、監査委員の決算審

査意見書に関して、特に報告すべき事項はござ

いません。

生活・協働・男女参画課の説明は以上でござ

います。

○福村文化文教・国際課長 文化文教・国際課

の平成19年度決算の概要について御説明いたし

ます。

お手元の平成19年度決算特別委員会資料の27

ページをお開きください。文化文教・国際課の

決算の状況につきましては、予算額48億9,632万

円、支出済額48億9,161万6,232円、不用額470

万3,768円となりまして、執行率は99.9％となっ

ております。

不用額の主なものでございますけれども、25

ページに戻っていただきまして、（目）企画総務

費でございますが、不用額が190万352円となっ

ております。これは、県立芸術劇場大規模改修

事業におきます工事費の入札残に伴う減による

ものであります。また、27ページでございます

けれども、（目）事務局費でございますが、不用

額が231万9,722円となっております。これは、

私立学校等への補助額の確定に伴う補助金の残

等に伴う減によるものであります。なお、翌年

度への繰り越しはありません。

次に、平成19年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の文

化文教・国際課のインデックスのあるところ、30

ページをお願いいたします。まず、１）安全で

安心な魅力ある教育環境づくりについてであり

ます。施策推進のための主な事業及び実績にあ

ります私立学校振興費補助事業でありますが、

私立の高等学校、中学校、小学校、専修学校に

対して補助を行うことによりまして、保護者の

経済的負担の軽減を初め、特色ある私立学校づ

くりや教職員の資質向上など、私立学校の教育

環境の充実に努めたところであります。

次に、31ページをお開きください。文化の振

興についてであります。主な事業及び実績の宮

崎国際音楽祭開催事業は、19年度で第12回を数

えまして、総監督青木賢児氏、総合プロデュー

サー徳永二男氏、芸術監督シャルル・デュトワ

氏の実施体制で、５月５日から５月20日にかけ

まして開催しました。期間中の主催事業への来

場者数は8,946人、またこの表には記載しており

ませんけれども、宮崎市橘通商店街の方々と共

同で開催しましたみやざき国際ストリート演奏

会などの関連イベントを含めますと、合計４万
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人の方々が来場されたところであります。来場

者におかれましては、各種プログラムのコンサー

ト等を楽しんでいただくとともに、本県から世

界に向けた文化情報の発信の効果があったと考

えているところであります。

県立芸術劇場事業におきましては、18年度か

ら財団法人宮崎県立芸術劇場に管理運営を委託

しているところですが、平成19年度では、３つ

のホールと10の練習室がございますが、この施

設の利用者は24万5,911人を数えたところであり

ます。

また、大規模改修事業におきましては、開館

以来14年が経過しまして、施設設備等が老朽化

してきたことから、19年度新規事業として実施

したところでありますが、今後も、緊急性の高

いものより順次改修し、県民サービスの向上を

図りながら、県民にとってより身近な文化施設

となるよう、努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、32ページをお開きください。ふるさと

ファミリー劇場でございますが、９団体が７市

町でミニコンサート等を行い、親子で舞台芸術

を鑑賞する機会を提供するとともに、県内文化

団体の発表機会の提供に努めたところでありま

す。

県文化賞ですが、第58回を数えまして、本県

文化の向上に寄与した４人の方を顕彰したとこ

ろであります。

若山牧水賞ですが、12回を数えまして、香川

ヒサさんが受賞されましたが、回を重ねること

により全国有数の短歌文学賞として高い評価を

いただいていると考えているところでございま

す。

楠並木コリドールですが、42回を数えまして、

春秋の年２回開催、県民が幅広く文化に親しむ

場として定着していると考えておるところであ

ります。

○新 郷土先覚者顕彰事業では、本県ゆかりの偉

人を顕彰するため、銅像の案内看板やパネル等

を作成し、県総合文化公園内へ設置するなどに

よりまして、先覚者の偉業について県民への啓

発、理解促進に努めたところであります。

みやざきの郷土芸能再発見事業におきまして

は、西都原古墳群イベント広場におきまして、

郷土芸能７団体の公演を実施し、伝統文化の保

存伝承の大切さ等について県民の理解を深めて

いただいたところであります。

元気になる文化情報発信事業におきましては、

県内の文化イベント情報などを一括して掲載し

たホームページを18年12月から創設しておりま

すが、県民が容易にイベント情報を得られるサー

ビスの提供、いわゆるワンストップサービスを

実施したところでございます。

今後とも、これらの各種施策を推進すること

によりまして、県民の文化活動を支える環境の

整備を行い、多くの県民がさまざまな機会を通

しまして文化に親しみ、心豊かな生活を送るこ

とのできる社会の実現を図る必要があると考え

ております。

34ページをお願いいたします。２）国際化の

推進と多文化共生社会づくりであります。主な

事業及び実績でありますが、外国青年招致事業

におきましては、当課に、英語、韓国語、中国

語に対応できる３名の国際交流員を配置しまし

て、通訳・翻訳業務を初め、県民の国際理解に

資する各種国際交流活動等幅広い取り組みを

行ったところであります。

次に、多文化共生社会推進事業におきまして

は、普及啓発事業としまして、広報誌等により

ます情報提供や講座の開催、外国人住民支援事
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業としまして、日本語講座の開催や法律・生活

相談の実施、体験型の防災講習会の開催などを

行ったところであります。

35ページをお願いいたします。まず、国際理

解促進事業におきましては、韓国、シンガポー

ル、アメリカから招致しております当課の国際

交流員を講師としまして、県内の小・中・高校

に派遣し、児童生徒にそれぞれの母国の地理、

歴史や文化を紹介するなどしまして、国際理解

の促進を図ったところであります。

東アジア民間交流促進事業でございますが、

宮崎と韓国のスポーツや文化の分野で活動する

民間団体同士の草の根レベルの交流を実現する

ため、これらの団体の代表や指導者が相互に相

手国を訪問し、各団体同士の将来の交流実現に

向けた協議を行うための機会を提供したところ

であります。

宮崎・韓国青少年国際交流事業におきまして

は、中学生は相互に訪問、小学生は派遣事業を

通しまして、児童生徒の国際理解を促進すると

ともに、国際感覚豊かな青少年の育成を図った

ところであります。

次に、36ページでございます。海外技術研修

員受け入れ事業におきましては、アジア地域の

国々から４名の研修員を受け入れまして、県内

の大学などで研修を行い、途上国の発展に貢献

できます人材を養成するとともに、研修員と県

民との交流を通じた県民の国際理解の促進を

図ったところでございます。

また、○改 国際化推進人材育成セミナー開催事

業は、県国際交流協会に委託して行いましたが、

国際交流・協力に関心のある県民を対象に、イ

ベントづくりの方法等の講座を行い、地域の国

際化を担う人材の育成を図ったところでありま

す。

今後とも、県国際交流協会や市町村等関係団

体と連携しながら、国際交流・協力の推進や多

文化共生社会づくりの県民意識の啓発を図って

いく必要があると考えております。

以上が主要施策の成果についての説明であり

ます。

なお、最後になりますが、監査委員の決算審

査意見書に関しては、特に報告すべき事項はあ

りません。

文化文教・国際課からの説明は以上でござい

ます。

○酒井人権同和対策課長 人権同和対策課の平

成19年度決算の概要について御説明いたします。

決算特別委員会資料の29ページをお開きくだ

さい。決算の状況につきましては、予算額１

億6,477万1,000円に対しまして、支出済額１

億6,408万4,122円、不用額68万6,878円、執行率

は99.6％であります。目の執行残が100万円以上

のもの及び執行率が90％未満のものはございま

せん。

次に、平成19年度の主要施策の成果について

主なものを御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の人

権同和対策課のインデックスのございます38

ページをごらんください。２）人権意識の高揚

と差別意識の解消であります。施策推進のため

の主な事業及び実績といたしまして、まず、宮

崎県人権啓発推進協議会委託並びにみんなが集

う「思いやり交流プラザ」開催であります。主

な実績内容欄にございますように、８月の人権

啓発強調月間、12月の人権週間における集中啓

発、さらには人権啓発イベント開催など、さま

ざまな啓発事業を実施いたしまして、多くの県

民の方に気軽に御参加いただくとともに、県民

の人権意識の高揚と差別意識の解消に努めたと
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ころであります。

次に、宮崎県人権啓発センターであります。

財団法人宮崎県人権啓発協会の解散に伴いまし

て、人権同和対策課内に新たに設置した宮崎県

人権啓発センターにおきまして、それまで協会

が実施していました研修関係の事業を県直営で

行ったものであります。

次に、39ページをごらんください。えせ同和

行為等対策であります。えせ同和行為は、同和

問題に対する誤った意識を植えつける大きな原

因の一つでありますので、アンケート調査やリー

フレットの作成、配布、新聞広告などによりま

して、えせ同和行為を排除するための広報啓発

に努めたところであります。

次に、宮崎県人権啓発センター整備でありま

す。先ほど御説明いたしました宮崎県人権啓発

センターを設置するための経費でございまして、

単年度の事業であります。図書ビデオライブラ

リーあるいは研修室、相談室などを備えました

センターを平成19年７月に開所いたしたところ

であります。

以上が主要施策の成果であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

人権同和対策課の説明は以上であります。

○渡邉情報政策課長 情報政策課の平成19年度

決算の概要について御説明いたします。

平成19年度決算特別委員会資料の32ページを

お開きください。予算額11億8,206万6,000円に

対しまして、支出済額11億2,533万9,281円、翌

年度繰越額2,214万3,000円、不用額3,458万3,719

円、執行率は95.2％、翌年度繰越額を含めます

と、97.1％となっております。

このうち、目の執行残が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものがございますので、

説明いたします。31ページをごらんください。

（目）企画総務費でありますが、不用額が172万

円余となっております。この不用額の主な内容

は、負担金補助でありますが、これは、公的個

人認証サービスの中で県が行います電子証明書

の発行に際しまして、県の認証事務を委託して

いる団体へ支払う費用であります交付金が減額

されたことによるものであります。

次に、32ページをごらんください。（目）計画

調査費でありますが、不用額が3,285万円余で、

執行率が81.7％となっております。この不用額

の主な内容は、負担金補助でありますが、携帯

電話のサービスエリア拡大のための移動通信用

鉄塔施設整備事業におきます国庫補助金の確定

による執行残などでございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の平成19年度主要施策の成果に関する

報告書の情報政策課のインデックス、41ページ

をお開きください。２の快適で人にやさしい生

活空間づくりの２）情報通信環境の整備であり

ます。まず、ケーブルテレビ施設整備支援であ

りますが、これは、県内のケーブルテレビ事業

者等がサービスエリアを拡大することに対し、

国の交付金にあわせて追加補助するものでござ

います。国富町の中心部における施設整備を予

定しておりましたが、国の交付決定が２月となっ

たために事業を繰り越しております。本年度12

月中には新たに5,057世帯でサービスの提供が可

能となる予定でございます。

次に、移動通信用鉄塔施設整備でありますが、

これは、電子通信事業者の採算性の問題から、

携帯電話等のサービスの提供が見込めない地域

におきまして、サービスを提供するための施設

を整備する市町村に対し、国及び県が補助を行
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うものでございます。平成19年度は、延岡市の

安井地区、神戸地区と日之影町の戸川地区の３

地区、計100世帯を対象に事業を実施いたしてお

ります。

次に、全県ブロードバンド環境整備でござい

ますが、これは、民間による高速インターネッ

ト接続サービスの提供が見込めない地域におけ

るサービス提供に必要な施設の整備に対し、費

用の一部を補助するものでございます。平成19

年度は、西都市の三納地区、諸塚村の一部、高

千穂町の向山地区の３地区において事業を行い、

新たに967世帯で利用が可能になっております。

次に、情報セキュリティ強化でございますが、

これは、個人情報など県民の重要な情報を守り、

安心・安全に情報を活用できるように、庁内の

情報セキュリティー対策の強化を図るものであ

ります。平成19年度は、50所属に対し、セキュ

リティー監査を実施しますとともに、職員研修

を2,399名に対して行ったところでございます。

次に、42ページをごらんください。宮崎情報

ハイウェイ21管理運営でございますが、これは、

県内全市町村を高速・大容量の光ファイバー網

で結ぶ情報通信基盤でありまして、条件不利地

域におけるブロードバンド環境整備に寄与する

とともに、ケーブルテレビの回線や地上デジタ

ル放送のバックアップ回線にも利用されており

ます。

最後に、電子申請届出システム運営でござい

ますが、これは、県に対する申請等の受け付け

や審査結果等の通知をインターネットを利用し

て行う電子申請届出システムや、行政手続や地

域情報案内など、ホームページ上における県と

県内市町村の総合的な窓口となる県民生活ポー

タルサイトの運営を行うものであり、自宅や事

業所にいながらにして手続や情報収集を行える

など、サービスの向上等を図るものでございま

す。

主要施策の成果については以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告する事項はございません。

情報政策課は以上でございます。

○外山主査 説明が終了しましたが、委員の皆

様から質疑をお願いしたいと思います。

○中野一則委員 男女共同参画社会づくり推進

についてですが、センターの相談事業の状況が

載っております。19年度、3,387件の相談があっ

たということでありますが、主な内容はどうい

うものでしょうか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 いろんな相

談が来ているんですけれども、最も多いのは心

の問題あるいは体の問題ということで、どうも

調子が悪い、あるいはうつ、不定愁訴、そういっ

たものが40％ぐらいになっております。それ以

外は、離婚の問題ですとか、あるいは人間関係

に困っている、そういったような問題が出され

ております。

○中野一則委員 男女共同参画がうまくいかな

いというようなことでの相談かなと思えば、心

の問題とか体の問題というのは、男女共同参画

との関係というのはどこにあるんですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 ここの相談

所は、個人の方からのいろんな御相談を受ける

ということで、男女共同参画の施策そのものと

いうのは、中身としては少のうございます。要

するに、生き方についていろいろ困ったりして

いるときに、よろず相談と言ったら語弊がある

かもしれませんが、何かよりどころとして御相

談される、そういうようなことで受けている状

況でございます。

○中野一則委員 男女共同参画センターの相談
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で3,387件もあると、ぱっと数字を見たならば、

何か男女共同参画がうまくいっていないなとい

うようなイメージを受けたものだから、質問い

たしました。

それから、文化・スポーツ振興の中で、県立

芸術劇場の年間利用者数24万5,911人とあります

が、大変多いようなんですけれども、平成15年

からこの５年間では毎年利用者が減っています

ね。５年前と比較すると約３万5,000人減ってい

るわけですが、そしてまた途中、指定管理者制

度に移行もしているわけですけれども、減って

きている理由というのは何かあるんでしょうか。

○福村文化文教・国際課長 具体的に、劇場の

ほうで減った理由を分析したものはございませ

んけれども、やはり全体的な経済環境が影響し

ているのかなと。催しをやったりとか、劇場の

催しなんかに行くとか、そういう機会が減りつ

つあるのかなと、私は考えているんですけど。

具体的には、24万5,000人ぐらいですから、相当

の方が行っているのかなという感じはしていま

すけど、分析したものはございません。

○中野一則委員 内容がマンネリ化したとか、

そういうことではないわけですね。

○福村文化文教・国際課長 内容がマンネリ化

したとか、そういうものはないと思います。

○中野一則委員 郷土先覚者顕彰ということで

取り組まれておりますが、先覚者のパネルの常

設、県立文化施設４館にあるとあるんですが、

県立文化施設というのはどこにあるんですか。

○福村文化文教・国際課長 これは、文化公園

内にあります図書館、美術館、劇場、それと博

物館、それを入れて４館に設置したところでご

ざいます。

○中野一則委員 この４カ所にそれぞれパネル

が常設してあるということですか。

○福村文化文教・国際課長 そういうことでご

ざいます。

○中野明委員 35ページ、東アジア民間交流

促進、これは去年もたしか事業をやっていたと

思うんですが……。

○福村文化文教・国際課長 やっております。

○中野明委員 具体的な実績はどうですか。

○福村文化文教・国際課長 18年度が、参加団

体、宮崎側から派遣したのが６団体、韓国側か

ら招聘しましたのが４団体でございます。

○中野明委員 そういうのをして民間交流が

出てくるのが目的でしょう。

○福村文化文教・国際課長 そういうことでご

ざいまして、そういう代表者たちが行きまして、

その後に具体的にどんな実績があったかという

ことも調べておりますが、18年度６団体、４団

体が相互に代表者が行きまして、事後の交流実

績としましては、宮崎から韓国に行きましたの

は２団体、韓国から宮崎に来たのが２団体とい

うような実績を上げています。

○中野明委員 団体というけど、１団体何人

ぐらいですか。

○福村文化文教・国際課長 例えば、18団体

は、19年度で実施しておるんですけど、ソフト

テニスが30名とか、人数は書いておりませんけ

れども、生け花とか書道とか、10人程度だと思

うんですが、そういう交流実績を上げています。

全体の人数は掌握しておりません。

○中野明委員 それから、台湾との交流可能

性調査、職員派遣、可能性はどうだったですか。

○福村文化文教・国際課長 20年３月に私ども

の課の職員が行きまして、ことし、台湾との交

流実績をつくりました。私どもが県内の６団体

を８月に台湾に連れて行きまして、今度12月に

台湾から今のところ５団体が来る予定になって



- 33 -

います。

○中野明委員 団体というけど、人数で何人

ぐらいですか。５人でも１団体だし。

○福村文化文教・国際課長 去年までは１団体

１人ということで負担をしていたんですけど、

ことしからは１団体２人ということで、２倍の

方が来ています。５団体だったら10名の方が来

るという感じです。

○中野明委員 毎年60名ぐらい、ただでやっ

ているわけ。220万ぐらい年間使ってそれぐらい

だけど、こんなのはもうちょっと……。渡邊次

長も知っているように、韓国なんかのスポーツ

交流だったら、ほかのほうで区別してせんと、

文化なのか、何でもかんでも交流するのか、結

局、団体が来てやりましょうといったときが、

受け皿がない。場所賃もない。交流派遣とかやっ

ているけど、団体の人たちがただ行って楽しん

でいるような話で、それだけの効果というのが

出てきているのかな。

○福村文化文教・国際課長 私たちは、民間の

人たちが実際、国際交流をすることによって国

際理解とかそういうのを進めればいいというふ

うに考えておりまして、こういう事業をやって

おるわけです。参加した方々は非常によかった

というようなことです。

○中野明委員 交流という考え方が何をもっ

て交流と言うのか。スポーツ交流もそうです。

観光、コンベンションなんかでもみんなそうい

うのを誘致している。国際課と向こうの差がわ

からんようになってきている。これは、部長、

次長もおるけど、観光、コンベンションとまと

めてやるべきです。わざわざ可能性調査まで行

くとか、上海だって事務所があるわけだし、そ

ういうところを使ってやらんと、もったいな

い。220万も使って、年間何人来るかわからんけ

ど、そういう人たちは幾らでも持ってくるよ。

私なんか、やりましょうやりましょうといって、

人手がないからそんなに受けてせんだけで、実

際やろうと思ったら、何にもできん。横断幕一

つ補助金もない。ただ行ってやるだけで、もう

ちょっと工夫して……。交流といったって、要

は観光に来てもらう話だから、国際化というと

らえ方が、意味が違う。コンベンションなんか

と同じようなことをしている。

○福村文化文教・国際課長 私どもの課の事業

目的というのは国際交流をやるという―コン

ベンションとか観光セクションでやっているの

は、それぞれの目的があるところはその目的で

やっておられますけれども、私どもの課は、本

当に純粋の親善交流みたいなものを促進しよう

という位置づけで国際交流事業をやっていると

ころでございます。

○中野明委員 親善というのが何をもって親

善と言うのか。スポーツは親善じゃないわけで

すか。ただ文化とか話し合いすれば親善になる

わけですか。

○福村文化文教・国際課長 定義づけは難しい

かと思うんですけれども、一般的には、相手国

のことを理解したり、文化を理解したりとか、

そういうことで親善を深めるというような意味

づけでやっているかと思うんです。

○中野明委員 行ったり来たりしていろんな

話し合いをする中でそういうのは構築されるわ

けで、最初は韓国と日本の歴史を話し合いましょ

うとか、そういうことです。目的は、外国から

宮崎に来て金を落としてくださいというのが本

来の、いろいろアシアナも含めて……。もう

ちょっとそこらを観光含めてやらんと、わざわ

ざ台湾までこんな可能性調査なんて今ごろ笑わ

れる。私なんかに言わせると、恥ずかしいよう
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な話だ。

○福村文化文教・国際課長 県が積極的に文

化・スポーツ団体の代表者の間をとってそうい

う機会をつくるというのは、この４～５年の事

業でございまして、そういうことで実績は上げ

ているかなというふうに考えております。

○中野明委員 例えば、60名来るよといった

ら、あんたたちは何をしてくれるの。そこから

先は勝手にやりなさいという話だ。

○福村文化文教・国際課長 60名の方が来られ

るというときの支援制度みたいなものは、国際

交流協会もございますし、私どもの課で通訳と

かそういう支援が必要であるならば、支援はやっ

ております。

○井上委員 主要成果の23ページ、男女共同参

画社会づくり推進のところで女性のチャレンジ

支援ですけれども、この事業もずっと引き続い

てあるところですけれども、現実に起業にまで

至ったという成果はどのくらいケースとしてあ

るのかを教えてください。

○髙原生活・協働・男女参画課長 女性のチャ

レンジ支援というのは、国の委託を受けて、内

閣府のモデル事業として、18、19年度の２カ年

間の事業として実施しております。その中で私

どもが伺っている分について、19年度は起業が

５件、実際に就職までされたというのが９件と

いうふうに聞いております。

○井上委員 足したら14件だけど、可能性とし

ては、もっと広がる可能性が高いものですか。

それとも、傾向としては、これを成果があると

とるのかとらないのかというのは微妙ですけど、

どんなふうにお考えですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 このチャレ

ンジ支援というのは、要するに、女性が、具体

的に就職したいというふうに強い気持ちを持っ

ていらっしゃる方につきましては、例えばハロー

ワーク等に直接行かれるんではないかと思って

おりますけれども、実際何かしたいんだけれど

も、どうしていいのかわからないというふうに、

もやもやっとしたところで悩んでいらっしゃる

方のために、チャレンジ支援講座や相談事業と

いうのを実施しているところでございます。そ

ういう意味では、いろんな方の相談窓口として

受けたというところでの成果はあると思います

けれども、ここに来たからといって即、就労と

か起業に結びつく、直接的なものではないのか

なというふうには感じております。

○井上委員 ここはまだ議論が必要なところだ

と思うんですけどね。

次は、28ページの商品表示ウオッチャーの配

置、県内80人いらっしゃるという御報告で、報

告件数が346件で研修会が２回というふうになっ

ているんですが、具体的に商品表示の話題になっ

た部分というのもいろいろあるんですが、それ

を突きとめたというか、そういう実績みたいな

のはあるんですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 ウオッ

チャーさんにつきましては、日々のお買い物で

すとか、あるいはいろんな商品広告を見ていた

だいた中で、ちょっとおかしいなというふうに

感じられたものについて私どもに連絡いただく

というふうな形式をとっております。その中で、

結局のところは、報告件数346件の中で実際に若

干の問題があるというふうにわかりましたの

が10件でございました。それ以外の分につきま

しては、正しい表示であったりということで、

ウオッチャーさんのほうの勘違いということ

だったんですが、その10件につきましては、例

えば商品表示のところでフィリピン産のバナナ

を都城育ちというような形で販売されていた、



- 35 -

そういう問題がございました。これにつきまし

ては、ウオッチャーさんからの連絡を受けまし

て、業者に対して指導を行ったということでご

ざいます。

○井上委員 これでわかった分についての広報

はどんなふうにされているんですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 これについ

ては、内容が非常に重い行政的な処分をするよ

うなものでありましたら、それなりの公表はす

るんですけれども、実際に口頭指導レベルで注

意喚起というものばかりでしたので、これにつ

いては公表しませんでした。ただし、翌年度の

ウオッチャーさんの研修のときには、こういう

具体例があったということで皆さんに御説明申

し上げました。

○井上委員 これは今後も充実させていきたい

という方向性なんでしょうか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 そういうふ

うにしたいところですが、80名ということで、

この方々への謝金等の問題もあり、これ以上充

実というのは実際のところ難しいのかなという

ふうに思っております。

○井上委員 次は情報政策課のことでお尋ねし

たいんですが、昨年の決算委員会のときにも、

地上デジタル放送の現状で、中山間地域の情報

においても格差が生じることがないように努力

をしてくれとか、知恵を出してくれとかいう御

指摘があったと思うんです。本年に入っても、

きのうこそニュースになっていたりとか、酒谷

のほうで地デジが何とかいう情報があったりし

て、そういうのがあると、周りの皆さんにとっ

ても情報がだんだんそういう意味では広がって

きているなというのは理解できるんですけれど

も、決算にかかわって言えば、この状況の中で

は十分な進捗状況だというふうに理解してもよ

ろしいですか。

○渡邉情報政策課長 今、地上デジタル放送の

お話がございましたが、地上デジタル放送につ

きましては、一義的に国のほうが実施された施

策ということで、県のほうで予算化をしたもの

についてはございません。ただ、これにつきま

しては、県内の、特に中山間地域の住民の方々

に御不便があるということになってはならない

ということ、平成23年度までには地上デジタル

のほうに移行してしまうということで、ＰＲ、

それともう一つは、今一番重要なのは中山間地

域の共聴施設についてどんな補助ができるのか、

それと、どこが見える見えないということにつ

いては、国、ＮＨＫ、民放さん等と協力しなが

ら、いろんな形でのＰＲをやっているところで

ございます。

○井上委員 情報ハイウェイ21については、十

分な活用がされているというふうな理解でよろ

しいんですか。

○渡邉情報政策課長 情報ハイウェイにつきま

しては、先ほども申しましたように、市町村、

住民の方々にとっては、ブロードバンド網とし

ての機能はございます。ほかに、ケーブルテレ

ビ会社さんのほうで末端までなかなか行けない

場合、例えてみますと、延岡にはケーブルメディ

アワイワイさんがございますけれども、日向ま

で行くには何らかの延長線が要る、伝送路が要

るといったときに、そこの投資が必要なために、

それについては情報ハイウェイ網をお使いいた

だいているということがございます。それと最

近では、地上デジタル放送が宮崎市内から順次

始まりまして、延岡のほうにつきましては、鉄

塔で、電波で発信しておりますけれども、万が

一事故が起こった場合ということで、バックア

ップ回線としまして、情報ハイウェイを使って
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いただいて、サポートしていただいている。そ

ういうことでいろんな面で情報ハイウェイにつ

いては活用されていると思っております。

○井上委員 それについては、今後また議論さ

せていただきたいこともあるんですが、実は、

情報化というか、総合的なソリューションとい

うか、そういうのは物すごく発展していますね。

それについてのうちの職員、情報関係というか、

政策的なところも含めて、職員の人たちの研修

というのは、ＮＧＮの時代にもなったしで、十

分だというふうにお考えですか。

○渡邉情報政策課長 職員の研修という場合に、

知識的な研修もございますが、今、私ども県庁

職員で一番問題になるというのは、個人情報を

扱っているということでございます。というの

が、普通の紙ベースですと、１枚、２枚という

ことで、持ち運びというのは不便でございます

が、今みたいにフロッピーディスクとか、パソ

コンの中に入っているということになると、何

万人、何十万人の情報が一瞬にしてなくなって

しまうとかいうこともございます。そういうこ

とがございまして、各職員の方々については、

そういう意味でのセキュリティー研修、個人情

報研修、これにつきましては、41ページにござ

いますが、セキュリティ強化研修の中で受講職

員数2,400名近くの方を研修させていただいてい

るところでございます。

○井上委員 これは、もちろんセキュアドの資

格を持った方たちが講師になって来ているとい

うふうに理解していいですか。

○渡邉情報政策課長 ２～３年前については、

私どもの県の職員ではできないということで、

外部委託してやらせていただきました。最近は、

私どもの課の職員もそういうところで実績を積

みましたので、ある程度実績を積んだ課の職員

が一般的な職員の方の研修については対応させ

ていただきます。つけ加えさせていただきます

と、システム的な、ハッカーの問題とかいろん

な問題がございます。こういうものについての

対応は外部のところに委託して、そういうチェ

ックをさせていただいております。

○井上委員 最後ですが、電子自治体関係も含

めて総合的にですけれども、セキュリティーの

問題はその中の一つとして考えて、総体的な情

報化、自治体が次に望めばこういうものもでき

るというようなものに対する研修というか、そ

ういうものの専門者の養成みたいなのは予算上

全然上がってきていないので、どうなっている

のかなというのが心配なんですが、そういうの

は必要ないというふうにお考えですか。

○渡邉情報政策課長 そういう研修につきまし

ては、どちらかというと特別な研修ということ

もございます。専門性がないとできないもの、

例えば私どもについては、そういう専門性のあ

るものについては、任期つきの職員を雇いまし

て、それで対応しております。それと同じよう

に、今、委員がおっしゃったものにつきまして

は、既定の予算の中で、今後の情報政策のため

にどういうようなプランがあるかということに

つきましては、いろんなメーカー、国から得ま

した研修等に随時参加させております。

○鳥飼委員 ２点お尋ねします。１つは、本会

議でも出ました情報ハイウェイの断絶の問題で

すけど、概要説明をお願いします。

○渡邉情報政策課長 今回の情報ハイウェイの

問題につきましては、６号館に情報ハイウェイ

のセンターがございます。そのセンターの外側

に予備電源があるんですが、その予備電源を県

の一般の電気管理のときに誤って切られたとい

うことでございまして、情報ハイウェイそのも
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のが切断されたとか、そういうものではござい

ません。私どものほうとして、あれは切断とい

うふうには思っておりません。ただ、もう一つ、

平成17年に日南のほうで簡易水道の工事をされ

るときに、誤って簡易水道管とあわせて情報ハ

イウェイボックスを切られたことによって切断

したという事故はございます。その２点だけで

ございます。

○鳥飼委員 ６号館のものは、日時はいつごろ

でしょうか。

○渡邉情報政策課長 ここに資料を持っており

ませんので、また……。

○鳥飼委員 大体でいいです。５月とか６月と

か。

○丸山県民政策部長 ことしの２月11日です。

○鳥飼委員 これは委員会に報告らしきものは

あったんですか。

○渡邉情報政策課長 委員会のほうには御報告

いたしておりません。

○鳥飼委員 私も初めて本会議で聞いたもので

すから、それはそれで必要であるならばしっか

りとしておいていただきたいと思います。

もう一つ、生活・協働・男女参画課のことで、

この名称も、４月に知恵を出していただくとい

いんですが、28ページ、安心できる消費生活の

確保というのがございます。消費者啓発、消費

生活啓発員設置、消費生活相談員等設置という

ことで、いろいろと対策を打っておられるんで

すけれども、その中で、商品テストも一つあり

ますし、ハイハイ商法の防止、それに対する規

制、そういうものもあるだろうと思うんです。

相談は若干減少しつつあるんですけれども、中

身自体はかなり複雑なんですというお話を聞い

てきたんですけれども、概略、相談内容の傾向

がわかればお示しいただきたいと思います。

○髙原生活・協働・男女参画課長 19年度の相

談で一番多かったのは融資サービスということ

で、多重債務ですとか、ヤミ金関係のものが多

くなっております。これが1,600件ぐらいです。

それ以外に、インターネット等で変なところに

入って、有料サイトに入ったということで不当

に請求されるような事案が同じように1,600件ぐ

らいございます。それ以外に、はがきで裁判所

から来たような感じの架空請求、そういったも

のも900件近くあるということで、こういう苦情

というか、相談が多くなっております。

○鳥飼委員 この中で消費生活相談員の方、11

名ということですけれども、資格とかは必要な

んですか。御説明いただけますか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 本県の場合

には、消費生活相談員で資格というのが２通り

あるんですが、消費生活専門相談員という資格

がございます。これと別に、民間の方も対象と

するような消費生活アドバイザーという資格も

ございますけれども、現実的に11名の中で持っ

ていらっしゃるのは７名ということになります。

実際、こういう資格を持っている方も少のうご

ざいまして、資格を持っていない方につきまし

ても、いろんな研修、国のほうの国民生活セン

ターで行われる研修に行っていただいたり、あ

るいはこちらのセンターのほうに弁護士さんを

月に１回お呼びして、いろんな勉強してもらっ

たりということで、現実的にはそういう資格を

持っていない方でも、一生懸命研修はしていた

だいている状況にございます。

○鳥飼委員 今、研修について御説明もありま

した。国民生活センター、東京での研修もある

そうですけれども、次から次にといいますか、

いろんな悪質なことを考える人が世の中にはお

るんですね。それに対応していくということで、



- 38 -

相談員の皆さん方もあらゆる機会を通じて知識

が必要ですから、資格を持っておられる方もも

ちろんですけれども、持っておられない方もそ

こはしっかり充実していただきますように、お

願いをしておきたいと思います。

そこで、権限といいますか、例えばある企業

に対して命令をするわけですね。こういうこと

をやってはいけませんと、やるわけですけれど

も、権限というのは何かあるんでしょうか。具

体的に、こういうことをして困りますというこ

とで、切った張ったじゃないですけれども、そ

ういう場面も出てきているんじゃないかと思っ

ているんです。御説明いただけますか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 相談員につ

きましては、おっしゃったような行政処分的な

権限はございません。相談員さんは相談を受け

て、問題になった企業等があれば、そことあっ

せんを行う。そこに事情を話して、例えばこれ

はクーリングオフ対象なのでやめてください、

契約を解消していいですねとか、あるいはいろ

んな法に基づいて、そちらのほうの勧誘はおか

しかったでしょうということでのあっせんはす

るんですけれども、委員がおっしゃったような

形での処分というのはできません。

○鳥飼委員 相手の悪質業者、ほぼ悪質な業者

が多いわけですね。相談を受けるのは知識を持っ

ていない人たちのほうが多い。高額な商品を売

りつける、えせ同和といいますか、そういうも

のも出てくるでしょうし、ですから、相手に対

するときにかなり緊張を強いられるというか、

おどされる場面も出てくるんじゃないかと、そ

んな仕事だと思っているんです。そんな理解で

いいんでしょうか。それに対する対応について

もどういうふうな研修をしているのか、お示し

ください。

○髙原生活・協働・男女参画課長 クレーマー

というか、そういう方に対する接遇の方法とい

うのももちろん研修しておりますが、相談員さ

んだけが対応するのではなくて、当然、消費生

活センターに県の職員もおります。県の職員と

一緒にそういう相談というか、あっせん業務に

当たるとか、そういうふうな工夫はしておりま

す。そして、余りにも悪質な場合には、あっせ

んは不可能だと思います。そうなると、やはり

法的な措置をアドバイスするとか、そういった

ことになろうかと思います。

○鳥飼委員 消費生活相談員の皆さん方は非常

勤だろうと思うんですが、これについては、日

にちにもよるんですが、通常、報酬はどれぐら

いですか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 去年までは

１日につき7,310円ということで、非常勤ですの

で、20日が限度という状況でございます。なか

なか厳しい相談を受けていただくということも

ございますので、今年度から１日8,000円という

ことで、若干ですが、報酬のほうを上げさせて

いただいたという状況でございます。

○鳥飼委員 各都道府県の消費生活相談員、非

常勤のままでいいということではないだろうと

思うんですが、私、調査していないんですけれ

ども、常勤化をしているところを把握しておら

れればお答えいただいて、把握しておられなけ

れば、常勤化についてどう思うかということに

ついてお尋ねいたします。

○髙原生活・協働・男女参画課長 ここにデー

タはございませんけれども、ほとんどの県でこ

ういう非常勤措置をとっていると思います。そ

れでなければ、民間のＮＰＯのほうに委託する

ということで、そこにいらっしゃる相談員さん

もＮＰＯの抱える方だということで、県職員と
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か正職員が相談員をするというところは、ほと

んどなかったというふうに思います。ほかのと

ころもそうなんでしょうけれども、今、国のほ

うで消費者庁のお話がいろいろございまして、

その中で国家公務員の非常勤とすべきだという

ような議論も中にはあるようですけれども、正

職員というお話は、今のところ国の動きの中で

も直接的には聞いていない状況です。県の場合

にも、本県だけ特別な対応するというのは今の

ところ考えていない状況です。

○鳥飼委員 11名のうちで最短の方が勤続何年

で、最長の方が勤続何年かというのはわかりま

すか。

○髙原生活・協働・男女参画課長 一番長い方

が16年、一番短い方がまだ１年未満という状況

でございます。

○鳥飼委員 それにしても、7,310円から8,000

円ということで、手取りが15万を切るか切らな

いかだろうと思うんですが、内容については、

かなり専門的な知識を持っていないとできない

仕事ですから、努力をしてこられたというの

は700円上げていただいたということで認めるん

ですけれども、そこはもう少し年数に応じてと

か、そういうこともひとつ今後考慮していただ

いて、悪質業者というのは年々ふえてきていま

すから、その辺は配慮を今後もお願いいたした

いと思います。答弁は結構です。

○外山主査 以上をもちまして、生活・協働・

男女参画課ほか３課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時７分休憩

午後２時15分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

県民政策部の決算全般についての質疑を行い

たいと思います。

○橋本統計調査課長 午前中の分科会の中で井

上委員のほうから御質問のありました件につき

まして、回答させていただきたいと思います。

平成19年度に統計調査課のほうで実施いたしま

した調査につきましての回収率でございます。

まず、商業統計調査についてでございますけれ

ども、これは全数調査でございまして、調査対

象、１万5,675事業所でございますが、回収率

は97.7％でございます。続きまして、全国物価

統計調査でございます。これにつきましては、

調査対象、2,006事業所でございますが、回収

率99.4％でございます。就業構造基本調査は、

調査対象、約9,000世帯となっておりますけれど

も、回収率93.6％でございます。

○井上委員 回収は非常に高いものがあります

ね。昨年の決算委員会の中でも、就業と不就業

の状態等の調査については、その結果が出た場

合には、きちんとそれを参考にするようにみた

いな意見が出たと思うんですが、実際に出た調

査の状況については把握されていて、それが関

係部のほうに渡されているというふうに理解し

てもいいんでしょうか。

○橋本統計調査課長 就業構造基本調査につき

ましては、本年７月に国のほうから速報が出さ

れております。その後、確報につきましては、

来年３月ごろ公表される予定となっております。

県では、国のほうから速報の調査を先般いただ

いておりますので、それを現在、分析、取りま

とめ作業を行っているところでございます。私

どもとしましても、労働関係の統計は非常に重

要なものだと考えておりますので、調査結果が

まとまり次第、公表したいというふうに考えて

おります。

○井上委員 昨年の決算のときにも話が出たと
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思うんですが、先ほどから中野委員が何度も申

し上げているように、県民政策部の役割は何な

のかということと、各部全体にまたがっての政

策的なものをつくり上げていくということが大

変重要だというふうに思うんですが、この１年

間で、決算にかかわってなので、決算を見る限

りにおいて政策的広域化ということについては

どのように取り組まれてきたのか、総体的で結

構ですので、お話ししていただければと。次長

のほうでもいいですけど。

○丸山県民政策部長 質問の意味が私、わから

ないのですが、広域化ということですか。

○井上委員 県民政策部の役割というのは、予

算を県民政策部がいっぱい持っているわけでは

ないので、政策的なつながりで各部をつなぐと

いうか、そういう意味で言えば、ある意味では、

部で見えないものが県民政策部だと見えるとい

うふうに理解するなら、総体的に県全体を上か

ら見た場合に、政策的なつながりを考えたとき

に、こういうものは広域化したほうがいいとか

いう、物の考え方というんですか、予算執行し

ていくときにそのほうが効率的なんだというふ

うな考え方だとか、そういう考えに立ったこと

はないのかどうか。そこについて具体的にあれ

ば教えていただきたいということです。

○丸山県民政策部長 答えになっているかどう

かわかりませんけど、例えば20年４月１日から

県民政策部ができたわけです。昨年度までは総

合政策本部、それと地域生活部、これは私が部

長をしていたんですが、この２つが統合されて

県民政策部ができたわけであります。昨年の総

合政策本部は、一番高いところで県のいろんな

ことを調整して、県の進むべき方向を定めて政

策を執行していくということであったと思うん

ですが、今回の県民政策部は、各部の筆頭部の

位置づけで、県の全体的な政策立案、各部局と

の連携、最初の政策の遂行状況の評価をしてい

く、こういう役目を負って発足したところであ

ります。具体的に言うならば、新みやざき創造

戦略を効率的、スピード感を持って事業推進し

ていくために、企業立地推進局、あるいはこど

も政策局、あるいは観光交流推進局、そして我

が部におきましては、総合政策課内に中山間・

地域対策室をつくって、中山間地域対策も、国

土保全とかああいうところの仕事を一元化して、

総合政策課は、県全体としての総合調整機能を

持っているわけですから、その中に中山間・地

域対策室を置いて、一元的に中山間地域対策、

いわゆる広域的な県下全体を目配せしなきゃい

けない事業を遂行していくということで体制が

整ったと思っております。今後、県民政策部を

中心に各部連携して、新みやざき創造戦略を体

系的に、また効率的に、スピード感を持ってやっ

ていくということにしておるところでございま

す。

○井上委員 きのうの本会議の総括質疑のとき

に知事が何度も言われたのは、新みやざき創造

戦略というのは知事のマニフェストをベースに

してということを再三再四言われているわけで

す。私どもも、知事のマニフェストに対して予

算執行がきちんとされているかどうかというこ

とについては非常に関心もあるし、もちろんそ

こを私たちも今、審査しているわけです。例え

ば、総務部だと、単なる、これでお金を使うか

使わないかという話だけでチェックする部分だ

と。本来的な政策的なチェックというのは県民

政策部ができるというふうに考えたときに、政

策的効果とお金を使ったときの成果は県民政策

部のほうがしっかりとわかるのではないかとい

う認識をしているわけです。だとすれば、例え
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ば財政的な、これは統合したりしながらやった

ほうがいいとかということについては、県民政

策部のほうがよく見えるのではないかというふ

うに思うわけです。そのほうが政策的効果とい

うか、知事のマニフェストをベースにしてそれ

を実際やろうとするなら、かえって県民政策部

のほうがよく見えるのではないか。だとすれば、

予算の執行の仕方ももう少し考えられても……。

先ほど中野委員からも出ましたけれども、あそ

こが持っていてこっちが持っていてみたいなの

は、実際やっているほうからすれば自分ところ

の事業というのは本当に大事なわけで、エリア

意識みたいなものだけが出てくれば、予算執行

には窮屈な面というのが出てくるのではないか

と私は思ってしまうんです。県民政策部の立場

から言えば、予算の切り方みたいな分について

も考え方がしっかりあるのではないだろうかと

いう予想ですけど……。今言われると、そうで

もないのかなとも思うし、逆を言えば、ゼロ予

算という政策の立て方が現実にはありますね。

ゼロ予算についても、どういう対応とか、それ

を吐き出させるというか、みんなからそれを募っ

ていく仕事はどうしていくのかというのは、逆

に県民政策部の役割でもあるのかなと思うんで

すけれども、そこについてはどうなんですか。

○丸山県民政策部長 県民政策部は筆頭部とし

て調整機能を持っているわけですけれども、例

えば昨年と違うのは、昨年は、総合政策本部は

頭の部分だけしかなかったと思うんです。地域

生活部が手足の部分だと思えば、その２つが合

体したわけですから、非常に機動的になったと

いうことは言えると思います。おっしゃった政

策と予算の関係ですけれども、これについては、

財政当局は総務部でありますけれども、我が部

といろんな協議をした後で、一番頭に浮かぶの

が次年度の総合重点施策の立て方ですね。これ

は我が部がイニシアチブをとって財政当局と協

議しながら、来年度どういう重点施策を打って

どういう予算のつけ方をするんだということを

当然やっておりますし、それはそれで県民政策

部として一つの部のあり方を示しているのでは

ないかと考えております。

それともう一つは、これは議論から離れるか

もしれませんが、例えばそういう重点施策部門

を決めるところと財政部門が一緒になったら、

より効率的に事業施策ができるんじゃないかと

いう話も一部にございます。それはあるんです

けれども、それが一緒になった場合は、倣え主

義とは言いませんけれども、多分そういう部分

も出てくるのではないかと危惧される部分もあ

るわけです。むしろ財政部門と政策部門が別の

部局にいて、牽制し合って、お互い議論を高め

て施策を遂行していくほうがいいのではないか

というような考えもあるわけであります。それ

はまた今後の議論の展開の部分になると思うん

です。

最後におっしゃいましたゼロ予算施策ですが、

財政状況が厳しいわけですから、知恵を絞って、

金をかけずに県民サービスができる部分はそれ

でやっていこうということであります。18年か

らそれをやってきておりますので、ここらあた

りもまた庁内からそういう話を募って、できる

分からやっていくということは方向性としてあ

るわけです。そういうのも一つの大きな、予算

ではありませんけれども、事業の組み立て方と

してやっていく必要があると考えております。

○井上委員 先ほど中村委員のほうから何度も

出ました政策評価の問題等も、結局それを抱え

ているのはここなんです。県民政策部なんです。

それともう一つは、県民総ブレーン事業という
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のを抱えているのもここなんです。ということ

は、県民から上がってきた意見を把握できる力

をここが持っているということなんです。知事

が行っているのが年に17回というのが多いのか

少ないのかと言われれば、テレビに出ている回

数のほうが多くて、テレビでしか私たちは見て

いないという状況になるわけだから、この回数

はもっとふやしたほうがいいとは思います。知

事がもっと出ていかれて県民と直接話をされた

ほうが。本当に県民総力戦を望まれるなら、予

算の状況から政策の実行まで、もっと知事が出

ていかれて……。年間17回などというのは残念

な回数だなというふうに思わざるを得ないわけ

です。そういう意味で言う県民政策部が持つ力

が各部にきちんと伝わっていくようにしないと、

政策的効果、いわゆる創造計画と戦略との整合

性が、各部は各部、県民政策部は県民政策部、

知事は知事のマニフェストみたいな、そういう

ばらばらの状況になっていくのではないか。本

来、政策評価をしたならしたで、しっかりとそ

れを各部に物申せる、そしてその裏づけがとれ

るというふうにしないと、なかなか難しいのか

なという思いがしてならないんです。予算執行

が正当に政策的効果を上げる力を持っているか

どうかというのは、しっかりと県民政策部がそ

の役割を果たすべきなのではないかというのが

私の意見なんですが、それについて部長にちょっ

と……。

○丸山県民政策部長 井上委員のおっしゃるこ

とはもっともだと思っております。評価も外部

評価委員会にお願いして、２回ほどやったわけ

ですけれども、この中でもいろんな意見をいた

だいております。当然それにプラス、きょうは

議会のほうの分科会の意見もいただいたわけで

すから、全体含めて評価の仕方、あるいはその

評価分析して、次年度以降に新みやざき創造計

画をいかに充実発展させていくのか、ここらあ

たりを整理して、新みやざき創造戦略の目標達

成のために頑張っていきたいと考えております。

○中野明委員 生活・協働・男女参画課は、

生活課、協働課、男女参画課、３つが集まった

のかなと。まさかここで交通事故の発生状況を

見ようとは思わなかった。東諸県地区にも安全

見回りとかいろいろあるんです。県警とここの

役割分担というのはどうなっているんですか。

警察には、アドバイザー、リーダーとか、講習

会とか、そういうのはないのかな。

○黒木交通・地域安全対策監 警察との業務の

違いということですけれども、目的は全く同じ

です。個人の生命・身体、財産の保護というこ

とですけれども、主に県の事業といたしまして

は、広報啓発、リーダー育成、それに重点を置

いております。警察は、犯罪の予防、捜査とい

うことで、個々の犯罪状況に応じて対策をとっ

ていっているのが警察であって、県は、県民全

体を見回しまして、広報啓発と安全教育、リー

ダーの育成をやっております。

○中野明委員 もともと男女参画課が主かな

と思ったら、いろいろ寄せ集めで、もうちょっ

と整理したほうがいいんじゃないかと思う。男

女参画、協働とかいうのはネーミングの問題だ

けれども、感性の問題かもわからんけど、企画

調整部から総合政策本部、県民政策部、これだ

けぐるぐる変わって、中身も変わって、みんな

わかるのかな。文化文教・国際課なんかも、文

化とかいろんな、整理せんと……。技術の国際

交流なんて民間でかなりやって、またここでち

まちまやったりとか、もうちょっと整理したほ

うがいいんじゃないか、私はそんな気がします。

それと要望ですけれども、これを見ると、こっ
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ちに成果というのは書いてあるわけね。この成

果の数字、私は、この間から言っているように、

この成果というのは目的のところの数字を押さ

えないと、途中の手段のところの数字を何ぼ押

さえたってしようがないと思う。何人入りまし

た、何人参加者がありましたと、参加者が多く

入るのが目的じゃないわけです。例えば、ＮＰ

Ｏだったら、限りなく団体ができるのがねらい

というわけでもないだろうし。ＮＰＯが何々で

きましたとか、要は、それで何をしたかという

のを追求しないと、ただ数だけふやしたという

話では、こんなのは成果のうちには入らんと思

うんだけれども、要望でいいです。

○中野一則委員 県民政策部、その中の主管課

が総合政策課、そして秘書広報課もある県民政

策部ですが……。えびの市民は、私が毎日県庁

に来て、知事と机を並べて、一生懸命いつも論

議をしているというふうに見ているんです。先

ほどは井上委員が、テレビを見て議員も知事の

政策を知るという話でしたが、考えようでは情

けない話なんです。知事は、気持ちは国政に行っ

ているかもしれません。２カ年が経過しようと

している。そして、今まさに佳境に入らないか

ん３年目の予算、政策をまとめている最中です。

平たいことを尋ねますが、皆さんがまとめる県

民政策部ですから、知事はどのぐらい熱心に、

予算もだが、来年度に向けての政策の論議を熱

心にやっておられるのか、真剣な場、そういう

ものはどんなものですか。

○丸山県民政策部長 なかなか答えにくい質問

ではあるんですけれども、知事は常々、議会で

もそうだったんですけれども、県民総力戦とい

う言葉を一番最初に使われますし、また総合計

画の中にも一番最初に出てくる言葉であります。

今回いろんな話がございましたけれども、今の

新みやざき創造計画は、知事の任期である19年

から22年まで４年間の政策を自分のマニフェス

トに基づいて新みやざき創造戦略として策定し

ているわけですから、全身全霊を傾けて県政を

遂行して、県民の幸せのために尽くすんだとい

うことは、知事の心の中には常にあると思って

おりますし、そう信じております。いろんな政

策の仕方、課題、問題点等は、それぞれ各部局

で、副知事を入れて、二役入れて協議をしてお

りますし、県民福祉の向上のためには、それぞ

れ県職員、知事、副知事二役を入れて一生懸命

取り組んでいると、私は思っております。

○中野一則委員 部長が、知事の心の中はそう

でありますとか、私は思っておりますじゃいか

ん。かんかんがくがくとした議論を県民政策部

が知事とやり合って、それを全庁に広げて、そ

れを県政として県民に広げる政策、予算という

ものをつくってもらわんと困るんです。そうい

う議論が、かんかんがくがくとした知事との熱

心な議論があるのかということを平たくお聞き

したいんです。私は今度は質問を知事にはしま

すので、職員という立場の最高責任者にまずは

聞いておきたいんです。

○丸山県民政策部長 確かに、21年度予算に向

けていろんな事業を我が県民政策部も仕組んで

おりますので、当然今から先、来年度予算の発

表があるまでは、知事、二役を入れて県民政策

部でかんかんがくがく、思うところを存分にぶ

つけていって、ぜひ我々が考えた施策は実行に

移していきたいということを考えています。

○中野一則委員 今までの安藤さん、前の松形

さんは、我々が、地元に来てください、えびの

に来てくださいと言えば、予算のことで政策の

ことでなかなか来れん、忙しくて来れん、皆さ

んといろいろ内部協議があるから来れんという



- 44 -

返事だったんです。ところが、今の知事は東京

にしょっちゅう行かれる。我々もテレビを見て、

「ああ、元気か」というようなことですが、前

の知事さんたちは、一生懸命皆さん方と協議の

場で地域に出てこれない。今の知事は東京に

しょっちゅう行かれるわけです。東京で収録さ

れたかどうかわかりませんが……。本音で言っ

てもらわないかんが、皆さん方と熱心に、本当

にかんかんがくがくとした協議をされているの

かなと、そう思うんです。県民はテレビで見て

いるから、今の知事は忙しいものだ、頑張って

おられるという評価なんです。それが本当なの

か。メディアを通じてはそんなふうに映るんで

しょうが、いずれ本物が出てこないかんわけで

すから、そういう意味で心配をいたしておりま

すが、そういうことにならんように、部長は３

月で定年だから、歯にきぬ着せずに、本当にやっ

てくださいよ。そして、今週、来週は東京に行

く間はないよ、テレビに出る間はないよと言う

ぐらいのことをしてほしいんです。お願いして

おきます。

○鳥飼委員 今の中野委員の発言も、新みやざ

き創造戦略展開事業、知事のマニフェストに従っ

た政策の展開をしっかりやっていただきたいと

いうことだろうと思います。ですから、評価は

物すごく大事だと思うんです。戦略評価委員会

というのがつくられていまして、午前中にもい

ろいろ議論をいたしましたけれども、極めて不

十分ではないかと思っているんですけれども、

部長は今のような５時間ぐらいの評価でいいと

思っておられるのか、そこら辺をお尋ねします。

○丸山県民政策部長 外部評価委員会、９名の

方にさせていただきましたけれども、時間が足

りないんじゃないかという意見もございます。

私も２回とも出席しましたけれども、いろんな

意見が出ますので、委員さんの顔を見ていると、

まだ言い足りない分があるなというような印象

を受けております。ですから、そこらあたりが

来年に向けての、もし来年も評価委員会をやる

のであれば、課題であるとは認識しております。

○鳥飼委員 知事のマニフェストを評価するの

はあと２年後の、もし知事が出られれば選挙で

ということになるだろうと思うんですが、いず

れにしても、毎年毎年の評価というのが行われ

ているわけであります。具体的には、議会の中

での審議でもあったり、質問でもあったりしま

すし、このような分科会での議論でもあったり

するというふうに思うんです。そのときに、戦

略評価というものの重要性を委員の方にはしっ

かりわかっていただきたいというのがございま

す。

仕分け委員会のときもそういう議論をいたし

ましたけれども、20分、30分、事業の説明を受

けて、それについてどうこうというのは、私に

言わせれば、井戸端会議と同じじゃないかとい

うふうに言いたいんです。そういうことをやる

とするならば、しっかりと１時間、２時間、事

業の概要を聞く、できたら自分が電話をする、

現地に行くとかいうようなことの中で、この政

策というものは継続する必要がないとか、継続

する必要があるという結論に達していくだろう

と思うんです。それがおざなりに、去年のよう

に予算もついていない中でぱっと出てきて、そ

してそれで仕分けをしていくというのは、議会

のほうから反発があったのは当然だと私は思う

んです。やるならやるでしっかりやっていただ

きたい。

創造戦略評価委員会の仕事も十分な、10日間

ぐらいでもやっていただきたいと思うんです。

その中でＡとかＢとかＣとかいうのは、今まで
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は、執行部の方々がつけられたのについてそれ

を追認するような形になっていますけれども、

委員会の中で評価をするということをしっかり

やらないと、評価委員会というのは、言葉は悪

いですけれども、官製審議会みたいな形になっ

て、追認をする場になるんではないかと。

とりわけ、今、中野委員が言われたように、

知事が上京するのが非常に多い。テレビに出て

いる。お笑い番組に出ている。私は、仕事をしっ

かりやっていただければ、それはそれで結構だ

ろうと思うんですけれども、先ほどの県民座談

会ではありませんけれども、もっともっと行っ

て、じかに聞く場をつくろうと思えばつくれる

と思うんです。そこはそういう場ができていな

いわけですから、本当にこの委員会というのは

大事ですから、来年度はしっかりとした評価を

やっていただくと。マニフェスト追認、知事の

仕事を追認して、よかったよかったで終わらせ

るんじゃなくて、こういう知事を県民が選んだ

わけですから、皆さん方はその知事のもとで仕

事をせざるを得ないわけですから、皆さん方の

立場でしっかり評価をしていく、知事の仕事も

評価していく、そして第三者にも評価してもら

うような資料をつくっていただくということで、

来年度はぜひ臨んでいただきたいというふうに

思います。

○外山主査 その他ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 それでは、以上をもちまして、県

民政策部を終了いたします。執行部の皆様、御

苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後２時54分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

平成19年度決算について執行部の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いいたします。

○長友会計管理者 会計管理局の平成19年度決

算の概要について御説明申し上げます。

決算に関する調書の80ページからですけれど

も、お手元に決算特別委員会資料という２枚紙

のものをお配りしてございます。１ページを開

いてください。（款）総務費の欄をごらんくださ

い。予算額５億4,538万1,000円に対しまして、

支出済額は５億3,956万801円でございます。不

用額は582万199円となっておりまして、執行率

は98.9％となっております。

次に、目における予算執行残額が100万円以上

のものといたしましては、（目）会計管理費の不

用額が577万9,637円となっております。これは、

（節）役務費の執行残が484万6,006円となって

おりまして、県の証紙売りさばき手数料の執行

残が主なものでございます。なお、執行率が90

％未満のものはございません。

以上、会計管理局の決算の概要について御説

明申し上げました。

なお、主要施策の成果に関する報告書への記

載、決算審査意見書に記載された審査意見及び

監査における報告すべき指摘事項は、ございま

せん。さらに、昨年の全庁調査で判明いたしま

した不適正な事務処理のうち、平成19年度に係

るものは、会計管理局では該当がございません。

以上、御審議よろしくお願いいたします。

○外山主査 執行部の説明が終わりましたが、

質疑がございましたらお願い申し上げます。

○鳥飼委員 １ページの役務費で484万6,006円

について、証紙手数料の執行残ということだっ

たんですけれども、ちょっと意味がわからない。
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証紙手数料は収入について入ってくる分ですね。

それが収入として入ってこなかったということ

は、もう一回説明をお願いいたします。

○井上会計課長 証紙売りさばき手数料という

のは、証紙売りさばき額に3.15％を掛けまして、

それを売りさばき人のほうに売りさばき手数料

として支払うものでございます。平成19年度

は9,500万円の予算を組みました。ところが、実

際に売れた額が減りまして、その結果、3.15％

掛けた売りさばき手数料も減っております。こ

れが9,038万1,057円で、461万8,943円が残りま

して、これが不用額になったということでござ

います。

○外山主査 以上をもちまして、会計管理局を

終了いたします。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時57分休憩

午後２時59分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

平成19年度決算について執行部の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は説明がすべて終了し

た後にお願いいたします。

○大野人事委員会事務局長 人事委員会の平

成19年度決算の概要について御説明申し上げま

す。

お手元に配付しております決算特別委員会資

料により御説明申し上げます。合計の欄をごら

んください。平成19年度の予算総額１億5,390

万9,000円に対し、支出済額は１億5,326万1,475

円でございます。繰り越しはございません。こ

の結果、不用額64万7,525円、執行率99.6％となっ

ております。

目の執行残が100万円以上のもの及び執行率

が90％未満のものはございません。

なお、主要施策の成果に関する報告書への掲

載はございません。決算審査意見書に関しまし

ても、特に報告すべき事項はございません。ま

た、昨年の全庁調査で判明した不適正な事務処

理のうち、平成19年度決算に係るものは、人事

委員会では該当がございません。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

いします。

○外山主査 説明が終了いたしました。質疑が

ございましたらお願い申し上げます。

○鳥飼委員 職員採用をやっておられるわけで

すけれども、不況といいますか、宮崎は仕事が

少ないという面もありまして、公務員志望とい

う方が多かったと思うんですけれども、傾向に

ついて御報告をお願いします。

○大野人事委員会事務局長 大まかに申し上げ

れば、昨年までは申込者が減ってきたんですけ

れども、いろんな社会経済情勢もありまして、

ことしは人数的にはかなりふえました。ただ、

競争倍率ということにしますと、退職者が増加

傾向にありますので、申込者は多くなったんで

すが、競争倍率は若干下がっておりまして、あ

る意味では受験者にとっては広き門といいます

か、厳しいときには40倍とか、そういうのがあっ

たんですが、今は10倍前後ということで、もち

ろん職種によって異なっていますけれども、全

体としては枠は広がっていますので、受験生も

ふえ、なおかつ競争倍率は全般的には下がって

いるという状況でございます。恐らくこれから

２～３年は退職者がたくさん出てきますので、

全体の定数は、県の枠は減りますけれども、や

める人が多いものですから、そういう点では、

今の経済情勢、これから先もかなり厳しい時代

になりますので、受験生は、ふえてくるんでは

ないか、なおかつ競争倍率はそんなに上がらな
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い、むしろ下がるんではないかというふうに今

のところは見ております。

○鳥飼委員 行政職とかいろんな職種がありま

して、人事委員会で採用の仕事をしておられる

んですが、それ以外に、これは選考採用になる

だろうと思うんですけれども、例えば獣医職と

か看護職、かなり来てもらうのに苦労している

職種があるというふうに聞いているんですが、

その現況と、それに対して知事部局なりに、勧

告の中なり、報告の中で触れられたことがある

のかどうかについてお尋ねします。

○吉田総務課長 今おっしゃいました獣医につ

きましては、任命権者のほうでやっております

ので、こちらはつかんでおりませんが、看護師

につきましては、私どものほうでやっておりま

す。競争倍率が３倍ぐらいという形で、ほかの

職種に比べると競争率は高くないという状況に

あります。

○鳥飼委員 例えば、獣医確保がことし、困難

だろうと思っているんですけれども、結果を聞

いていないんですけれども、それに対して何ら

かのアクションを起こす必要性があるのではな

いかということと、もう一つは、看護師のとこ

ろ、３倍ぐらいということですけれども、必要

人数は確保されているのかなと、現場からの報

告では、そんな気がするものですから、その辺

についてお尋ねします。

○吉田総務課長 獣医師につきましては、全人

連というのがありまして、全国的になかなか採

れないということで、今、全国の人事委員会連

合会の任用部会というのが、今その辺を研究し

ておりまして、その辺の検討結果を見ながら、

何かアクションを起こそうかということになる

と思います。

看護師につきましては、昨年、平成19年のと

きの採用につきましては、多目には採ったんで

すが、辞退がおりまして、結果的には欠員が出

たという状況になっております。ただ、ことし

につきましては、まだ最終的な合格発表はして

いませんが、今週の金曜日にやる予定ですけれ

ども、一応多目に採りまして、大体確保できる

んじゃないかという形で考えております。

○外山主査 その他ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 それでは、以上をもちまして、人

事委員会事務局を終了いたします。御苦労さま

でございました。

暫時休憩いたします。

午後３時５分休憩

午後３時７分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

平成19年度決算について執行部の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いいたします。

○佐藤監査事務局長 平成19年度の監査事務局

の決算について御説明申し上げます。

お手元の資料をごらんいただきたいと思いま

す。この資料は、決算に関する調書の中から監

査事務局の関係部分を抜粋したものでございま

す。これによって説明させていただきます。１

ページでございます。（款）総務費でございます。

監査事務局は、（款）総務費だけでございます。

そのうちの（項）総務管理費でございます。こ

れは、説明の欄に記載しておりますように、外

部監査に要する経費でございます。それから、

（項）監査委員費でございます。これは、監査

委員と事務局職員の人件費と運営費でございま

す。これらの予算の執行状況につきましては、

２ページの一番下をごらんいただきたいと思い
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ますが、予算額が２億2,192万3,000円、支出済

額が２億2,117万9,336円で、繰越額はございま

せん。不用額が74万3,664円で、執行率は99.7％

でございます。

なお、目の執行残が100万円以上のもの、執行

率が90％未満のものはございません。

また、主要施策の成果としては、特に報告す

べき事項はございません。なお、昨年の全庁調

査で判明しました不適正な事務処理のうち、平

成19年度決算に係るものは、監査事務局では該

当ございません。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○外山主査 執行部の説明が終了しました。委

員の皆様、質疑がございましたらお願いいたし

ます。

○中野明委員 委員費の給料1,484万9,000円、

これは代表監査委員の給料ですか。

○佐藤監査事務局長 これは、識見委員がもう

１人、民間出身の方がいらっしゃいまして、２

名分でございます。

○鳥飼委員 大変な御苦労があったわけですが、

監査実務に当たられる方については事務系の方

が多いということですけれども、専門的な目、

技術的な目で見る必要もまた出てくると思うん

ですが、それに対しての対応策というか、その

ことが実際行われておれば、御説明いただきた

いと思います。

○佐藤監査事務局長 委員御指摘のとおり、事

務職がすべてでございまして、工事監査等につ

きましては、技術的な部分がございまして、我々

はなかなかそこまでのノウハウを持ち得ないと

いうことで、これまでも、かなり以前からです

けれども、大阪の技術士会という専門の技術士

を抱えている組織がございますけれども、そち

らに協力を要請しまして、アドバイザーという

ことで、我々と一緒に工事検査に当たっていた

だいて、いろんなアドバイスをしていただくと

いうような取り組みを過去からやってきており

ます。それと、今年度からは、工事検査に関し

ましては、一部を外部の専門家に委託してやろ

うということで、今年度、３機関の12の工事に

ついて、技術士に委託するような形で実施して

おります。それとか、財政援助団体といういろ

んな事業をやっている団体がございますけれど

も、そこあたりの事務を見ていただくためには、

やはり専門的な知識が要る部分がございますの

で、この部分につきましては、公認会計士にお

願いして、ことしは１つの団体だけでございま

すけれども、完全にその方に委託してやってい

ただいたという実績がございます。

○中村委員 技術士は、県庁の職員の中でも、

この前、聞いてみたんだけれども、10何人いま

すね。大阪あたりからどうこう言わなくても、

相当勉強している人がいるわけです。我々は監

査に行ったことがあるけど、監査委員が見に行っ

たってわかりはしないのよ。だから、やっぱり

技術士です。専門家を連れていかないとわから

ない。

○中野明委員 別途委託するアドバイザーと

か、そういう報酬は年間どれぐらいになるんで

すか。

○佐藤監査事務局長 今年度の数字でございま

すけれども、御容赦いただきたいと思いますが、

工事監査、検査の関係で委託費135万3,000円で

ございます。工事監査と財政援助団体、公認会

計士と技術士の委託部分が合わせて135万3,000

円でございます。

○中野明委員 県土整備部の監査というのは、

事務処理の監査だけかと思ったけど、事業の中
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身、施工方法、それまで監査するわけですか。

○佐藤監査事務局長 設計から実際の仕上がり

ぐあいまで見ております。

○黒木委員 （聴取不能）はどういうふうに分

けておりますか。

○佐藤監査事務局長 基本的には、県庁全体の

部局を単位として、それぞれ分担するような形

をとっております。

○外山主査 以上をもちまして、監査事務局を

終了いたします。御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時14分休憩

午後３時19分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

平成19年度決算について執行部の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いいたします。

○石野田議会事務局長 議会事務局でございま

す。よろしくお願いいたします。

平成19年度決算の概要につきまして、御説明

をさせていただきます。お手元の決算特別委員

会資料の１ページをお願いいたします。（款）議

会費でございます。予算額12億868万2,000円に

対しまして、支出済額が11億9,624万2,550円で

ございます。その結果、不用額は1,243万9,450

円、執行率は99％でございます。

次に、目における予算の執行残額が100万円以

上のものにつきまして御説明申し上げます。な

お、執行率が90％未満のものはございません。

まず、（目）議会費でございます。不用額1,031

万5,058円、執行率98.7％でございます。不用額

の主なものといたしましては、旅費の欄でござ

いますが、議会の会期日程の確定に伴います執

行残でございます。それから、負担金・補助及

び交付金につきましては、政務調査費の執行残

でございます。続きまして、２ページの（目）

事務局費でございます。不用額212万4,392円、

執行率99.4％でございます。不用額の主なもの

といたしましては、委託料でございますが、本

会議及び委員会の速記反訳に要する経費等の執

行残でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

報告すべき事項はございません。また、昨年の

全庁調査で判明しました不適正な事務処理のう

ち、平成19年度決算に係るものは、該当はござ

いませんでした。

説明は以上でございます。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

○外山主査 執行部の説明が終了しましたが、

委員の皆様からの質疑がございましたらお願い

いたします。

○米良委員 １ページの政務調査費の753万円の

執行残というのは、もうちょっと詳しく。

○田原総務課長 御説明させていただきます。

執行残として残っております１ページ目の753

万3,736円でございますけれども、19年度は４月

に改選がございまして、５月以降に交付いたし

ました５月から20年３月までの政務調査費に係

ります執行残、つまり返還金です。残額が７つ

の会派で753万3,736円あったということで、残

のお金が全体でこの金額だということでござい

ます。

○鳥飼委員 旅費について御説明をお願いいた

します。

○田原総務課長 これも19年度は改選時期とい

うことでございまして、臨時議会を６日分予算

をとっておりましたけれども、実際には６日ご

ざいませんで、３日分余ったところでございま

して、１回の応召旅費に係る分が大体60万円ご
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ざいますので、そういうふうに考えますと、227

万5,000円のうちの応召旅費に係る３日分が余っ

たと。もちろん２月補正で落とすということも

考えられるわけでございますけれども、議会で

すので、２月議会で会期が延長とか、全員協議

会とか、そういった事態も考えられますので、

あえてここは補正をせずに残した結果が、こう

いった少し大きな金額の執行残になったという

ことでございます。

○鳥飼委員 いろいろ委員会に分かれて調査を

やりますね。県北、県南やりますけど、以前は

県北をやって、県央もやって、県南もやってと

いうことで、いろいろ出先に出ていって、現場

の企業の方とお会いしたりとか、いろいろやっ

てきたんですが、最近は少なくなってきたよう

な感じがしておるんですけれども、これは抑制

策といいますか、執行の抑制と関連しているの

かなという感じもするんですけれども、基本的

な、そういう調査に対する考え方についてお尋

ねをしたいと思います。

○石野田議会事務局長 委員会の調査につきま

しては、十分に調査をしていただくということ

で、基本的な考えについては変わっておりませ

んが、全般的な財政的なことも含めて、日程に

つきまして、これまで２泊３日、３泊４日とい

うところでございましたけれども、そのあたり

につきまして、１泊２日、２泊３日という形で

日程の短縮を基本的なところとしていただいて

おるところでございます。内容につきましては、

若干スケジュールが窮屈になっている面は確か

にあろうかと思いますけれども、内容の充実に

つきましては、十分それぞれの委員長さんと協

議をしながら、事務局のほうも、箇所の選定と

いったものには配慮して取り組ませていただい

ているところでございます。

○鳥飼委員 県外調査もありますし、県内調査

もあるんですけれども、議員としては、県内の

調査でも、少なければ少ないほど楽は楽なんで

す。だけど、いわば強制的というとおかしいで

すけど、委員会の意思として行って、いろんな

お話を聞くということですから、それはそれで

かなり吸収するといいますか、県民の皆さん方

がどういうふうな気持ちで仕事をしておられる

のか、どういうふうな要望を県政に持っておら

れるのかということをいろいろお聞きする、ま

た意見交換をやるという意味では、非常に意味

があると思っているんです。ですから、ここの

分は充実をしていったほうがいいのではないか

というふうに考えますので、そこら辺また必要

な会議の中で議論していただければと思います。

○井上委員 事務局費のことについてお尋ねし

たいんですけれども、勤務時間が過ぎて、県庁

に車を置いていたりするものですから、来ると、

まだ事務局は明かりがついていて、結構遅くま

で職員の人たちが仕事を一生懸命やっていると

いうのを目撃することがすごく多いわけです。

長時間労働というのを心配していますし、それ

とちゃんとペイされているかどうかというのが

非常に気になるんですが、超過勤務手当、それ

に対して支払いというのは、労働協約上決めら

れた１日の時間というのはあるでしょうけれど

も、それを超えることもあるかもしれませんが、

そういうことも含めて、職員に対しての超勤手

当というのはちゃんと対応されているのかどう

か、そこをお聞かせいただきたいと思います。

○田原総務課長 私ども全庁的に時間外手当に

つきましては、給与額の一定の率で当初予算措

置しているわけでございますけれども、繁忙時

期、また緊急の用途でどうしても時間外をやら

なければいけないという場合には、人事課と折
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衝いたしまして、人事課にそういった必要性を

認めていただきまして、手当てをするという形

で現在、全庁的に動いているところでございま

す。そういった中で私どもも、昨年度の決算に

つきましても、当初916万6,000円の時間外手当

でございましたけれども、議会事務局の特殊性

を十分人事課のほうにも理解していただきまし

て、最終的には1,170万円余の決算額という形で

支払いをいたしまして、そういった手当の面に

つきましても、不足のないように心がけている

ところでございます。

○井上委員 ただ働きというか、ふろしき残業

じゃないけれども、ああいうのが一番よくない

のと、それから職員の健康とか、そういうこと

も考えた上で、できるだけ長時間の労働にはな

らないようなことを心がけていただいた上で、

その対価はきちんと払われるように御配慮をき

ちんとしていただいて、そのことについてはしっ

かりと守っていただきたいというふうに思いま

す。時たま、見ると、遅くまで明かりがついて

いたりすると心配ですので、それはきちんと手

当てができるように努力をしていただきたいと

思います。

○米良委員 ２ページの委託料ですが、さっき

ありましたように、速記の方、あるいは議員寮

の管理の委託料だと思いますが、これから先の

議員寮のあり方等につきましても、我々議員み

ずからいろいろ話をしておりますが、議会事務

局として、これに対する将来の考え方をお聞か

せいただきたいと思います。それから、速記の

方は今、何名でしょうか。

○富永議事課長 速記の関係だけお答えします。

速記関係は、嘱託で１名、通年雇用の方にやっ

ていただいておりますし、あと本会議中に臨時

的に契約している会社から数名派遣している形

でやっております。

○石野田議会事務局長 議員寮の件につきまし

てでございますが、議員寮につきましては、２

～３年前にも一度御検討いただいた時期がある

ということでございますけれども、御案内のと

おり、建築後相当年数経過しております。それ

につきまして、補修といいますか、あそこの暖

房関係や、建物そのものもでございますけれど

も、今後、相当の維持管理費が必要になってく

るということもございます。これにつきまして

も、御利用の議員さん方の数もほぼ横ばい状態

でございますが、新たにということになります

と、相当の経費も必要になってくるかと思いま

すので、維持管理費の状況を見ながら、また近

い時期に皆様に御相談させていただくことが出

てこようかというふうには思っております。

○米良委員 確かに議員寮につきましては、全

国の傾向を見ておりますと、ほとんど宮崎県ぐ

らいなものだという話も聞きます。しかし、遠

方から来る方が何人かおられますから、勢い切っ

てしまうということもどうだろうかという内々

の話もあります。願わくば、我々の議員間で、

いろいろ利用する者同士の中でどうあるべきか

というのを近々立ち上げなきゃならんのかなと

いう話はしております。今、局長からありまし

たけれども、修繕費なるものが相当増額してお

るという話も聞きますので、それと相まって、

２部屋ぶち抜いてバス・トイレつきにしたら、

もっといい思いができるとか、いろいろありま

すけれども、今の時期それが無理かと言えば、

そういうふうに感じますから。我々、時々泊ま

りますけれども、利用しますけれども、市中の

ホテルが格安でありますから、そちらのほうに

転換してもいいかなという気持ちもないでもな

いということなんです。今、局長おっしゃるよ
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うな一つの方向性を皆さんたちで見きわめてい

ただく、その方向で我々も何らかのそういうも

のを話し合わないかんかなということを申し上

げておきたいと思うんです。

それから、もう一つ、速記をなくそうという

話を去年あたりから聞いたことがありますが、

数名の皆さんの人的な雇用を一遍に切ってしま

うということもどうだろうかという、気の毒な

思いもしますし、その辺のどうあるべきかとい

うことにつきましても、これだけのものが従事

してきた職業を奪ってしまうということからす

ると、忍びないなということを考えますと、こ

れは置かざるを得ないだろうかなということを

話したこともあります。そういうことも頭に入

れながら、検討してもらいたいなと思います。

○中野一則委員 議会費が、支出済額が８

億1,373万1,000円ですが、予算は８億2,400万円、

当初予算からすると、3,742万6,000円低い予算

額になっているんだけれども、当初予算の減

額3,742万6,000円というのは何だったんですか。

○田原総務課長 主なものの内訳を申し上げた

いと思います。まず、旅費でございます。海外

行政調査に係る分の旅費を1,100万円減額させて

いただいたところでございます。それから、議

員の皆さん方の人件費関係が総額で補正額とし

まして約2,000万円、報酬、職員手当、共済費で

２月補正で減額させていただいているところで

ございます。大きなものとしましては、先ほど

の政務調査費の関係の負担金・補助及び交付金

のほうが436万1,000円ということで、政務調査

費を中心に、負担金・補助及び交付金の減額を

させていただいておりまして、約3,700万円の減

額の内訳はそういった数字になるところでござ

います。

○外山主査 そのほかございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 以上をもちまして、議会事務局を

終了いたします。執行部の皆様、御苦労さまで

ございました。

暫時休憩いたします。

午後３時36分休憩

午後３時40分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

あすの分科会は、午前10時に再開し、総務部

の審査を行うことといたします。

そのほか、何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 以上をもちまして、本日の分科会

を終了いたします。

午後３時40分散会
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平成20年11月27日（木曜日）

午前10時１分再開

出席委員（９人）

主 査 外 山 衛

副 主 査 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総 務 部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
吉 瀬 和 明

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
稲 用 博 美

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 後 藤 厚 一

部参事兼総務課長 馬 原 日出人

部参事兼人事課長 岡 村 巌

行 政 経 営 課 長 加 藤 裕 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

税 務 課 長 後 藤 文 雄

市 町 村 課 長 四 本 孝

市町村合併支援室長 坂 本 義 弘

総務事務センター課長 柄 本 寛

危 機 管 理 課 長 武 田 久 雄

消 防 保 安 課 長 川 野 直 記

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

○外山主査 分科会を再開いたします。

平成19年度決算について執行部の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いいたします。

○山下総務部長 総務部でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

今回御審議いただきます平成19年度決算につ

きまして、お手元に配付いたしております主要

施策の成果に関する報告書及び平成19年度決算

特別委員会資料に基づきまして、御説明を申し

上げます。

まず、平成19年度一般会計決算の概要につい

てでございます。お手元の主要施策の成果に関

する報告書の１ページをお願いいたします。平

成19年度の決算額は、歳入5,564億2,616万円、

歳出5,517億6,769万8,000円となっております。

歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支

は、46億5,846万2,000円となっております。ま

た、この形式収支から平成20年度へ繰り越すべ

き事業に充当する財源21億7,470万9,000円を差

し引いた実質収支は、24億8,375万3,000円となっ

ております。

19年度決算の特徴としましては、１つ目には、

決算規模が歳入歳出ともに前年度を下回りまし

た。２つ目には、財源の確保に努める一方、徹

底した経費の節減に努めたことなどにより、前

年度を上回る実質収支を確保することができた

ということでございます。

次に、平成19年度決算特別委員会資料の８ペー

ジをお願いいたします。総合計画に基づく総務
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部の施策体系表につきまして、概要を御説明い

たします。まず、危機管理体制の強化について

であります。大規模化、多様化する災害に対応

できる防災体制の強化を図るため、宮崎県防災

の日推進では、宮崎県防災対策推進条例に基づ

き、新たに５月の第４日曜日を「宮崎県防災の

日」として、県総合防災訓練を実施するととも

に、テレビコマーシャルやポスターなどを活用

して、県民の防災意識の向上に努めたところで

あります。また、24時間防災ウオッチ・情報伝

達システム運営では、迅速な初動体制の確立と

県民への防災情報の提供を図ったところであり

ます。自主防災組織活動強化では、リーダー研

修会や防災士資格の取得支援を行ったところで

あります。さらに、航空消防防災管理運営でご

ざいますが、防災救急ヘリ「あおぞら」を運航

いたしまして、救急搬送や救助などの迅速な対

応を図ったところであります。また、消防防災

力強化促進につきましては、市町村に対し、耐

震性貯水槽や消防用資機材等の整備を支援した

ところであります。

次に、個性を生かした地域づくりについてで

あります。市町村合併後の一体的なまちづくり

を支援する市町村合併支援を行うとともに、災

害対策や行財政改革などに取り組む市町村に対

して元気市町村支援資金貸付を実施したところ

であります。

次に、９ページをごらんください。総務部の19

年度歳出決算の状況についてであります。総務

部全体では、歳出予算額1,328億3,813万2,731円、

支出済額1,321億4,773万4,462円、翌年度繰越

額500万円、不用額６億8,539万8,269円、執行率

は99.5％となっております。なお、翌年度への

繰り越しは総務課の県有施設災害復旧費でござ

います。

次に、監査における指摘事項についてでござ

います。資料の29ページの（３）契約事務に関

しまして、都城県税・総務事務所におきまして、

「都城総合庁舎及び職員駐車場の庭園管理業務

委託について、請書と実績報告の薬剤散布回数

に相違があった。留意を要する」との指摘事項

であります。これは、請書では３回の薬剤散布

とされているものが、チェックの不備によりま

して２回の実績となったものであります。今後

このようなことがないよう、請書と作業実績の

チェックを十分行い、適正な事務処理に努めて

まいりたいと思います。

また、お手元の平成19年度宮崎県歳入歳出決

算審査意見書及び基金運用状況審査意見書にお

いて、２件の意見・留意事項がありました。こ

れについては、後ほど関係課長から御説明を申

し上げます。

なお、昨年の全庁調査で判明いたしました不

適正な事務処理のうち、平成19年度に係るもの

は、総務部では該当はございません。

以上、概要を御説明いたしましたが、各課ご

との決算内容、主要施策の成果に関する報告等

につきましては、それぞれ関係課長から説明さ

せますので、よろしくお願いいたします。私か

らは以上でございます。

○西野財政課長 まず、お手元の平成19年度決

算特別委員会資料の１ページをごらんください。

一般会計歳入決算の状況を御説明いたします。

まず、県税の19年度決算額は1,003億4,569

万6,000円で、前年度に比べ117億円余、13.3％

の増となっております。地方消費税清算金の19

年度決算額は211億4,261万6,000円で、前年度に

比べて３億円余、1.6％の減となっております。

詳細につきましては、後ほど税務課長が御説明

いたします。
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次に、２ページをごらんください。地方譲与

税でありますが、決算額32億9,950万5,000円で、

前年度に比べて179億円余、84.5％の減となって

おります。これは、主に所得譲与税の廃止に伴

うものでございます。その次の地方特例交付金

でありますが、決算額８億5,656万2,000円で、

前年度に比べて３億円余、61.0％の増となって

おります。これは、平成19年度に児童手当のさ

らなる制度拡充が行われたことなどに伴う増加

によるものでございます。次の地方交付税であ

りますが、決算額1,892億5,350万1,000円で、前

年度に比べて約９億円、0.5％の増となっており

ます。これは、特別交付税では特殊事情分等の

減によりまして、４億円余減額となりましたが、

普通交付税では基準財政収入額の減に伴い、交

付額が13億円余増加したことによるものであり

ます。分担金及び負担金でありますが、決算額28

億5,167万9,000円で、前年度に比べて６億円

余、17.8％の減となっておりますが、これは、

港湾建設事業費負担金の減などによるものであ

ります。

３ページをごらんください。国庫支出金であ

りますが、全体では25.7％の減となっておりま

す。内訳ですが、総務費委託金は選挙費の増に

より180.5％増でありますが、災害復旧費関係の

負担金や補助金が大幅な減となったため、国庫

支出金の合計で290億円余の減額となったもので

あります。次の財産収入でありますが、決算額18

億9,637万1,000円で、前年度に比べて５億円

余、43.4％の増となっております。これは、主

に県有財産の売却によるものであります。繰入

金でありますが、決算額182億7,833万8,000円で、

前年度に比べて76億円余、72.1％の増となって

おります。これは、県債管理基金等の基金取り

崩しの増等によるものであります。

次に、４ページをお開きください。県債であ

りますが、決算額681億1,830万円で、前年度に

比べて147億円余、17.8％の減となっております。

これは、災害復旧費、土木費、農林水産業債等

の減によるものであります。

次に、５ページをごらんください。収入未済

額の状況についてであります。19年度の収入未

済額は、県税や諸収入など合計で32億5,502

万2,000円となっており、調定額に対する割合

は0.58％となっております。収入未済額は、昨

年度と比べ全体で３億8,966万9,000円増加して

おります。これは、県税の収入未済額の増加な

どが原因でありますが、今後、整理計画を立て

まして、積極的に収入の確保を図らなければな

らないと考えております。

次に、６ページをお開きください。県債残高

は、前年度から27億2,600万円減少し、9,146

億7,300万円となりました。県債残高が前年度よ

り減少しましたのは、今回が初めてであります。

また、折れ線グラフにありますとおり、経常収

支比率が悪化しており、公債費負担比率は近年、

減少しているものの、財政運営の硬直性が高い

状況でありまして、引き続き、財政改革に取り

組んでいくことが重要であると考えております。

次に、資料かわりまして、19年度主要施策の

成果に関する報告書であります。２ページでご

ざいます。歳入決算の概要につきましては、先

ほど資料により説明いたしましたので、省略さ

せていただきます。

次に、３ページをごらんください。歳出決算

の概要についてであります。まず、款別につい

てでありますが、合計欄をごらんいただきます

と、平成19年度の歳出決算額は5,517億6,769

万8,000円、対前年度比で見ますと、7.2％の減

となっております。特徴という部分をごらんく
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ださい。主なものを御説明いたします。民生費

は、身体障害者療護施設整備事業等の減があっ

たものの、自立支援医療費、介護給付費・訓練

等給付費、老人医療費支援事業、障害者自立支

援強化事業、児童養護施設等整備事業等の増に

よりまして、前年度比1.9％の増となっておりま

す。農林水産業費は、就農支援資金貸付金等の

増があったものの、緊急治山事業、強い産地づ

くり対策事業、地域食料関連リサイクル等普及

推進事業、ふるさと農道緊急整備事業等の減に

より、前年度比13.7％の減となっております。

土木費は、河川激甚災害対策特別緊急事業や公

共交通安全施設事業の増はあったものの、公共

砂防事業、公共道路新設改良事業、地方道路交

付金事業の減等により、前年度比10.1％の減と

なっております。災害復旧費は、公共土木災害

復旧、林道災害復旧、港湾災害復旧等の減によ

り、前年度比67.4％の減となっております。

次に、４ページをお開きください。歳出決算

の性質別の状況であります。特徴という部分を

ごらんいただきますと、まず、義務的経費は、

人件費が退職手当の増等により前年度比0.1％の

増、公債費が一般単独事業債償還額等の減によ

り前年度比1.7％の減となり、全体では前年度

比0.1％の減となっております。投資的経費は、

普通建設事業費が前年度比12.8％の減となり、

そのうち補助事業費は13.1％の減、単独事業費

は20.1％の減となっております。また、災害復

旧事業費が前年度比67.4％の減となり、全体で

は前年度比23.8％の減となっております。その

他の経費は、補助費等が前年度比2.0％の増、維

持補修費が0.2％の増となっております。また、

積立金が前年度比24.4％の減、投資及び出資金

が前年度比95.9％の減となり、全体では前年度

比2.1％の減となっております。以上です。

○後藤税務課長 県税の決算状況につきまして

御説明を申し上げます。

委員会資料の７ページをお願いいたします。

平成19年度の県税歳入決算につきましては、最

終予算額1,001億8,500万円に対しまして、調定

額が1,030億4,241万8,000円、収入済額が1,003

億4,569万6,000円となっております。収入済額

の前年度比は113.3％であります。最終予算額に

対しましては、１億6,069万6,000円の増であり

ます。不納欠損につきましては、２億3,936

万1,000円、収入未済額は24億6,088万7,000円と

なっております。徴収率につきましては、97.4

％、昨年度より0.1ポイント上昇しております。

各税目ごとの増減につきまして御説明を申し

上げます。委員会資料の１ページをお開きいた

だきたいと思います。増減の欄でありますが、18

年度に比べまして117億7,292万7,000円、13.3％

の増であります。主な税目につきまして、１億

円を超えるものについて御説明申し上げます。

まず、県民税のうち個人県民税につきまして

は、18億990万5,000円の増となっております。

これは、所得税から住民税への税源移譲の影響

によるものであります。利子割県民税は１

億6,880万2,000円の増となっております。日銀

の金利の引き上げによりまして、銀行預金利子

が増加したことによるものであります。法人事

業税は１億2,754万円の増となっております。こ

れは、製造業等の企業収益が堅調に推移したこ

とによるものであります。不動産取得税は４

億5,609万2,000円の増となっております。これ

は、税額が1,000万円を超える大規模建築等の新

規取得分の増によるものであります。次の自動

車税につきましては、２億600万5,000円の減と

なっております。自動車登録台数の減少による

ものと考えております。自動車取得税につきま
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しては、２億9,641万8,000円の減となっており

ます。販売台数の減少によるものと考えており

ます。軽油引取税につきましては、３億7,434

万2,000円の減となっております。消費数量の減

少によるものと考えております。地方消費税清

算金につきましては、消費税の申告につきまし

ては、事業者が本店等の所在地に支店等を含め

て一括して申告しておりますので、地方よりも

大都市に集中しております。その地方消費税を

各都道府県の消費に合わせて配分するために、

各都道府県間で清算しております。19年度は、

前年度に比べまして３億3,346万6,000円、1.6％

の減となっております。

次に、５ページをお開きいただきたいと思い

ます。収入未済額の状況であります。県税は、18

年度と比較いたしまして約２億6,600万円の増で

あります。未済額の主なものにつきましては、

個人県民税の16億9,423万円で、全体の68.8％を

占めております。前年度よりも約６億円の増と

なっております。これは、税源移譲によりまし

て、調定額の増に伴うものであります。自動車

税、不動産取得税、法人事業税につきましては、

それぞれ前年度より減少しております。以上で

ございます。

○馬原総務課長 総務課の歳出決算の状況につ

いて御説明いたします。

総務課分は決算特別委員会資料の10ページか

ら11ページまでとなっております。11ページの

下の欄に総務課の計を記載しております。予算

額14億8,428万9,000円、支出済額14億5,874

万9,210円、翌年度繰り越し500万円、不用額2,053

万9,790円で、執行率は98.3％となっております。

不用額でございますが、10ページの（目）文

書費の不用額が134万5,991円となっております。

この主なものは、節の欄の委託料で総合文書管

理システム管理委託に要する経費等の執行残で

ございます。

次に、11ページの（目）財産管理費の不用額

でございますが、1,647万1,276円となっており

ます。その主なものとしまして、節の欄の需用

費848万2,814円と役務費356万8,495円でござい

ます。これは組織改正に伴いまして、本庁各課・

室、それから出先機関等の施設改修経費及び移

動経費等の執行残でございます。また、委託料419

万6,334円についてでございますけれども、これ

は庁舎管理に要する経費等の執行残でございま

す。

次に、（目）県有施設災害復旧費の不用額が245

万3,390円となっております。災害復旧につきま

しては、19年度は、台風４号及び５号等により

被災した県有施設の災害復旧工事によるもので

ございますが、その後の突発的な災害に備えて

予備費として残しているものでございます。な

お、繰越額が500万円になっておりますけれども、

これは、総合農業試験場亜熱帯作物支場の圃場

のり面及び道路の復旧工事につきまして、工法

の検討等に日時を要したことにより繰り越しと

なったものでございます。

次に、監査における指摘・要望事項として、

お手元の平成19年度宮崎県歳入歳出決算審査意

見書及び基金運用状況審査意見書において意見

がございました。

審査意見書の55ページをお願いいたします。

１の（１）宮崎県土地開発基金に関する意見で

ございます。３の審査の結果及び意見でござい

ますが、「近年、基金の活用実績がない状況にあ

る。今後の基金の活用の見込み等を的確に把握

したうえで、基金の必要性及び規模等について、

検討を行うよう要望する」という意見でござい

ます。土地開発基金は、公用もしくは公共用に
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要する土地をあらかじめ取得することにより、

事業の円滑な執行を図ることを目的に設置され

た基金でございます。平成14年度以降は土地を

先行して取得する事業がなく、当基金の活用が

なされていないところでございます。今後、意

見を踏まえまして、基金としての役割や財政状

況等を勘案しながら、基金の必要性や規模等に

ついて検討を行ってまいりたいというふうに考

えております。

総務課は以上でございます。

○岡村人事課長 人事課の歳出決算の状況につ

きまして御説明させていただきます。

決算特別委員会資料の12ページをお開きくだ

さい。人事課の計は、予算額61億7,281万5,000

円、支出済額61億3,514万5,604円、不用額3,766

万9,396円で、執行率は99.4％となっております。

目の執行残が100万円以上のものについて御説

明いたします。初めに、（目）一般管理費につき

ましては、3,547万1,570円の不用額となってお

ります。主なものとしては、職員手当等の3,458

万9,226円でございます。これは、各課で予算計

上している時間外手当が当該年度の業務の都合

により不足する事態になった場合の調整費を当

課で計上し、配分を行っていますが、その執行

残でございます。理由でございますが、18年度

においては、御承知のとおり、１月から２月に

かけまして発生した鳥インフルエンザの防疫業

務に取り組んだ際に、多くの時間外勤務手当が

必要となりました。そのため、19年度におきま

しても、そのような不測の事態が年度後半に発

生した場合に備え、予算対応しておりましたが、

結果的にはそのような事態が発生しなかったた

め、不用額となったものでございます。

次に、（目）人事管理費につきましては、219

万7,826円の不用額となっております。主なもの

として、旅費の不用額が130万9,710円でござい

ますが、これは、海外派遣研修者等の旅費につ

いて不用額が生じたことなどによるものでござ

います。なお、目の執行率が90％未満のものは

ございませんでした。

また、歳入歳出決算審査意見書における指摘・

要望事項等はございません。以上でございます。

○加藤行政経営課長 行政経営課の歳出決算の

状況について御説明いたします。

行政経営課分は決算特別委員会資料の13ペー

ジでございます。行政経営課計は、予算額１

億3,516万7,000円、支出済額１億3,266万7,837

円、不用額249万9,163円で、執行率は98.2％と

なっております。

目の執行残が100万円以上のもの及び執行率

が90％未満のものとしましては、（目）文書費で

不用額189万1,012円、執行率86.7％となってお

ります。その主なものは、（節）需用費でござい

ますが、これは県公報発行経費でございまして、

年度末の条例改正等に伴う県公報の印刷枚数が

当初の見込みを下回ったことによるものでござ

います。

なお、歳入歳出決算審査意見書における指摘・

要望事項はございません。以上でございます。

○西野財政課長 続きまして、財政課の歳出決

算の状況について御説明いたします。

財政課分は、決算特別委員会資料の14ページ

から16ページまでとなっております。財政課の

合計は、予算額916億7,365万6,078円、支出済

額911億125万256円、不用額５億7,240万5,822円、

執行率は99.4％となっております。

このうち執行残が100万円以上の目が４件ござ

います。各費目について御説明いたします。14

ページに戻っていただきまして、（目）一般管理

費でございます。予算額15億2,525万7,000円、
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支出済額13億1,118万838円、不用額２億1,407

万6,162円、執行率は86.0％となっております。

一般管理費には、各課の共通経費や財政課の事

務費を計上しております。共通経費と申します

のが、例えば県税や国庫補助金など県で収納し

た歳入につきまして還付が生じた場合など、各

課ごとに執行額を見込むことが困難な経費につ

きまして、財政課で予算を一括計上して、支出

が不用になった都度、分任して対応することに

しております。これらの規模につきましては、

年度末までの所要額を見込むことが困難であり

まして、また高病原性鳥インフルエンザの発生

など不測の事態に備える必要があることから、

年度末まで予算を計上しておりましたため、結

果として不用額が生じたものでございます。

次に、15ページの（目）財政管理費でござい

ます。予算額876万9,000円、支出済額646万3,091

円、不用額230万5,909円、執行率は73.7％となっ

ております。財政管理費は、財政課の業務執行

に係る事務費を計上しておりますが、全国宝く

じ事務協議会分担金につきまして、不用額が生

じたものでございます。

次に、（目）利子でございます。予算額162

億7,286万8,000円、支出済額160億32万2,685円、

不用額２億7,254万5,315円、執行率は98.3％と

なっております。これは、銀行等引受債につい

て、金融機関との交渉金利により利子支払いが

少なくなったことから不用額が生じたものでご

ざいます。

次に、16ページの（目）予備費でございます。

これは、年度途中における不測の事態により予

算外の支出が生じた場合などに対処する経費で

あります。当初予算額で１億円を計上し、この

うち1,749万3,922円を充用いたしました。その

結果、予算現額が8,250万6,078円となり、不用

額となっております。充用した主な内訳は、県

有車両による交通事故などの損害賠償金、管理

運営瑕疵事故等の損害賠償金、訴訟等に伴う弁

護士に対する着手金及び謝金、その他行政運営

経費等への充用でございます。

なお、歳入歳出決算審査意見書における指摘・

要望事項はございませんでした。以上でござい

ます。

○後藤税務課長 税務課の歳出決算状況につき

まして御説明を申し上げます。

17ページ、18ページであります。税務課計は、

予算額275億3,007万7,549円、支出済額275億152

万5,324円、不用額2,855万2,225円、執行率99.9

％となっております。

このうち、目の執行残が100万円以上のものが

２件、執行率が90％未満のものが１件ございま

す。その費目について御説明申し上げます。17

ページをお願いいたします。（目）財産管理費で

ございます。予算額472万2,000円、支出済額406

万2,684円、不用額65万9,316円、執行率86.0％

となっております。これは、宮崎県税・総務事

務所分室庁舎の維持管理費に要する経費の執行

残によるものであります。

（目）賦課徴収費でございます。予算額30

億5,819万1,000円、支出済額30億5,186万5,618

円、不用額632万5,382円となっております。こ

れは、７つの県税・総務事務所において使用い

たします納税通知書等の様式に係る印刷経費や

郵送料などの執行残によるものであります。

次のページをお願いいたします。諸支出金の

配当割交付金でございます。予算額３億4,140

万1,000円、支出済額３億1,995万7,000円、不用

額2,144万4,000円となっております。配当割に

つきましては、株式の配当などに課税される県

民税でありますが、その税収の59.4％を市町村
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へ配当割交付金として交付するものであります。

見込んでいました県民税配当割の税収が少な

かったことによりまして、不用額が生じること

となったものであります。

次に、監査意見書における指摘・要望事項は

ありませんが、歳入歳出決算審査意見書におき

まして、審査意見がありましたので、御説明を

申し上げます。

別冊になっております平成19年度宮崎県歳入

歳出決算審査意見書の５ページをお開きいただ

きたいと思います。４の収入の確保についての

（１）県税収入の確保についてであります。「個

人県民税については、税源移譲に伴い収入未済

額も増加していることから賦課徴収を行う市町

村とより一層連携を密にして、各市町村の実情

に即した支援策を進めるなど、効果的な徴収対

策を講じられるよう要望する」との御意見であ

りました。個人県民税につきましては、徴収対

策会議や徴収実務研修など従来の取り組みに加

えまして、19年度からは、税務職員の併任人事

交流制度を創設いたしまして、県税職員の市町

村への派遣や、市町村職員を県税事務所に受け

入れるなど、市町村と一体となった徴収体制の

充実に努めているところであります。今後とも、

市町村との連携を一層密にしまして、収入未済

額の縮減に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○四本市町村課長 市町村課の平成19年度決算

の概要につきまして御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の19ページか

ら22ページまでが市町村課分でございまして、22

ページの一番下が市町村課の合計となっており

ます。予算額が41億3,250万1,000円、支出済額

が41億2,880万4,798円、不用額が369万6,202円

となっております。執行率は99.9％でございま

す。翌年度への繰り越しはございません。

目の執行残が100万円以上のものが１件ござい

ますので、御説明いたします。19ページをごら

んください。（目）市町村連絡調整費でございま

すが、不用額150万3,733円となっております。

これは、市町村課の事業運営に伴う需用費、旅

費などの節約による執行残でございます。なお、

執行率が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の平成19年度主要施策の成果に関する

報告書の市町村課のインデックスのところ、47

ページでございますが、お開きください。１の

１）の個性を生かした地域づくりについてであ

ります。主な事業といたしまして、まず市町村

合併支援事業でありますが、旧合併特例法のも

とで合併しました６市町に対しまして、６

億8,650万円の市町村合併支援交付金を交付し、

合併に伴う生活防災道路の整備や小中学校の施

設整備などに対する支援に努めたところであり

ます。

また、新市町村合併支援事業といたしまして、

シンポジウムや市町村合併推進構想説明会の開

催等により、合併に関する情報を県民に広く提

供し、合併機運の醸成を図るとともに、合併新

法下で合併した延岡市に対しまして、1,180万円

の新市町村合併支援交付金を交付し、新たなま

ちづくりの支援を行ったところであります。さ

らに、合併協議会への補助といたしまして、５

市町に対して補助金を交付し、協議会の円滑な

運営に対する支援を行ったところであります。

次に、元気市町村支援資金貸付事業でありま

すが、災害防災対策や行財政改革など、市町村

の当面する課題の解決に向けた取り組みを支援

するため、17の市町に対し59件、９億6,840万円
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の無利子貸し付けを行ったところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

市町村課の説明は以上でございます。

○柄本総務事務センター課長 総務事務セン

ターの歳出決算状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料のほうにお戻りいただき

たいと思います。総務事務センター分は23ペー

ジから24ページまでとなっております。24ペー

ジの最後に総務事務センター計がございます。

予算額が８億2,849万1,000円、支出済額が８

億2,510万375円、不用額が339万625円、執行率

は99.6％となっております。

目の執行率が90％未満のものはございません

けれども、23ページの人事管理費でございます。

この目におきまして執行残が148万3,713円と

なっております。この主なものは、県の補助で

県職員互助会が実施した人間ドック事業や定期

健康診断の２次健診において見込みより受診者

が減少したことなどによる執行残でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。以上でござ

います。

○武田危機管理課長 危機管理課の歳出決算の

状況について御説明いたします。

危機管理課は決算特別委員会資料の25ページ

から26ページまでとなっております。危機管理

課の計は、予算額３億5,309万6,104円、支出済

額３億5,102万1,583円、不用額は207万4,521円

で、執行率は99.4％となっております。

次に、不用額でございます。25ページの（目）

防災費の不用額が196万円余となっておりますけ

れども、主なものは旅費の66万円余でございま

して、防災士研修講座受講に係る旅費について、

福岡での開催予定でありましたけれども、宮崎

で行われたための執行残でございます。その他

の目につきましては、執行残が100万円以上のも

の及び執行率が90％未満のものはございません

ので、説明を省略させていただきます。

次に、平成19年度の主要施策の成果について

でございます。

主要施策の成果に関する報告書の48ページを

お開きください。１の安全で安心な暮らしの確

保の１）危機管理体制の強化についてでありま

す。まず、施策の目標でございますが、県民の

防災意識の高揚や、自主防災組織・防災ボラン

ティアの育成に取り組むとともに、関係機関と

の連携強化などにより、自然災害を初めとする

多様な危機事象に迅速に対応するため、危機管

理体制の強化に努めたところでございます。

次に、施策推進のための主な事業及び実績で

ありますが、まず新規事業といたしまして、宮

崎県防災の日推進事業に取り組みまして、昨年

の５月27日に、延岡市、日向市及び門川町の２

市１町におきまして、83機関、2,300人の参加で

総合防災訓練を実施したところであります。

また、24時間防災ウオッチ・情報伝達システ

ム運営事業に取り組み、県庁内において24時間

災害監視体制の確立を図るとともに、県民に対

しまして、メールによる防災情報や気象情報、

防犯情報を提供するサービスを行ったところで

あります。

そのほか、災害時の情報の孤立化解消を目的

とした衛星携帯電話の整備を図る災害時情報連

絡手段整備事業や、自主防災組織リーダー研修

会の実施や、防災士の育成を図る自主防災組織

活動強化事業に取り組んだところでございます。

49ページでございます。国民保護推進事業に

ついて、宮崎県国民保護計画の改正及び啓発用

パンフレットを35万部作成し、各家庭に配布し
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たところであります。

施策の成果等でありますけれども、①の総合

防災訓練について、多数の防災関係機関との一

層の連携強化が図られるとともに、県民の防災

意識の高揚が図られたというふうに考えており

ます。②の宮崎県防災の日の推進につきまして

は、各種広報媒体を活用して普及促進と防災意

識の啓発に努めてまいりましたけれども、今後

もさらに効果的な普及啓発に努め、自助・共助

の重要性を県民に訴えていきたいと考えており

ます。また、③や④にありますように、24時間

防災ウオッチ・情報伝達システムや国民保護に

関する取り組みについては、おおむね想定した

成果を上げたところですが、引き続き、危機管

理体制の強化につながるように取り組んでまい

りたいと考えております。

なお、歳入歳出決算審査意見書における指摘・

要望事項はございません。

私からは以上でございます。

○川野消防保安課長 消防保安課でございます。

当課の歳出決算状況について御説明します。

決算特別委員会資料の27ページをお開きくだ

さい。まず、消防保安課の計でございますが、28

ページの一番下の欄をごらんください。予算額

５億2,804万円、支出済額５億1,346万9,475円、

不用額は1,457万525円で、執行率は97.2％となっ

ております。

次に、不用額について御説明します。27ペー

ジに戻っていただきまして、まず（目）防災総

務費でございます。不用額が1,099万円余となっ

ておりますが、主なものは、需用費の254万円余

と負担金及び交付金の604万円余でございます。

需用費につきましては、防災無線や防災救急ヘ

リの維持修繕に係る執行残、負担金及び交付金

につきましては、防災救急ヘリコプター管理運

営協議会の負担金の減額及び市町村等に対する

消防防災施設整備補助金の執行残等でございま

す。

次に、（目）消防連絡調整費でございます。不

用額が293万円余となっておりますが、主なもの

は委託料の81万円余でございまして、消防設備

士・危険物取扱者の免状交付に伴う執行残でご

ざいます。その他、旅費、需用費につきまして

は、節約に伴う執行残でございます。

その他の目につきましては、執行残が100万円

以上のもの及び執行率が90％未満のものはござ

いませんので、説明を省略させていただきます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の50ページを

お開きください。１の安全で安心な暮らしの確

保の１）危機管理体制の強化についてでありま

す。まず、施策の目標でございますが、消防対

策の充実や産業保安の確保を図るとともに、防

災情報の提供や防災関係機関との連携強化を図

るなど、危機管理の強化に努めたところであり

ます。

次に、施策推進のための主な事業及び実績で

あります。主なものについて御説明いたします。

まず、総合情報ネットワーク設備更新事業であ

ります。防災行政無線設備のシステムを管理運

営し、国や市町村、防災関係機関との災害連絡

体制の維持を図ったところであります。

次に、航空消防防災管理運営事業であります。

防災救急ヘリ「あおぞら」を運航しておりまし

て、19年度中の緊急運航出動回数は92件という

ことで年々増加しているところでございます。

次に、消防指導であります。消防団員の確保

や活性化を図るため、ふるさと消防団パワフル21

事業としまして、ラッパ隊フェスティバルや消
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防団員意見発表等を内容とする消防大会を開催

するとともに、新聞等を活用した県民への広報

啓発を行ったところでございます。また、救急

業務の高度化や増大する救急需要に対応するた

め、救急救命士の養成に取り組んでおりまし

て、19年度末現在における救急救命士の総数

は218名となっております。

次に、予防指導につきましては、火災による

災害や危険物の事故の未然防止を図るため、消

防設備士や危険物取扱者に対して新しい知識や

技能の習得のための講習を行ったところでござ

います。

次のページでございますが、消防防災力強化

促進事業につきましては、市町村が実施します

消防用資機材や耐震性貯水槽、消防防災用車両

等の整備に対して補助を行い、消防力の強化に

努めたところであります。

次に、施策の成果等でありますが、①の総合

情報ネットワーク設備更新につきましては、適

正な管理を行い、災害時における通信体制の確

保が図られたと考えております。②の防災救急

ヘリにつきましては、より一層の利用の増と運

航の適正化を図り、危機管理体制の強化につな

がるよう、今後とも取り組んでまいりたいと考

えております。③につきましては、消防団の活

性化や消防職員・消防団員の資質の向上に向け

て、さまざまな訓練や研修等を実施してきたと

ころであります。④の市町村消防防災施設等整

備につきましては、市町村等に対し補助を行い、

整備促進を図ったところでありますが、引き続

き整備を促進し、防災力の強化に努めてまいり

たいというふうに考えております。⑤の火薬類、

高圧ガス及び電気の保安対策につきましては、

残念ながら、漏えいガスによる高圧ガス関係事

故が２件発生したところでございます。今後と

も、県民の安全性の確保のため、業者に対する

指導監督、研修を行い、保安の確保に努めてま

いりたいというふうに考えております。

なお、歳入歳出決算審査意見書における指摘・

要望事項はございません。

消防保安課は以上でございます。よろしくお

願いします。

○外山主査 執行部の説明が終了しましたが、

委員の皆様からの質疑がございましたらお願い

いたします。

○米良委員 質疑というよりも財政課長に１つ

だけ。特別委員会の資料の中で歳入についてい

ろいろ御説明がございましたが、前年度と比較

しました収入財源、全体で439億円減という報告

がございました。その中で、特に県税収入とい

うのが、117億、所得税から住民税への移行によ

る増という話もありました。具体的には、国庫

支出金で言いますと、290億という大きな減があ

るわけですけれども、その中で特に、治山、林

道災害が減ったという話もありますけれども、

これからの、特に地方譲与税に限って言います

と、179億というのがあるんです。将来にわたる

これに対する一つの見方、考え方がどう変化し

ていくのか、国絡みのことであろうと思います

から、その辺を教えていただけませんか。

○西野財政課長 歳入の減、とりわけ地方譲与

税の減というものでございますが、19年度は特

殊な事情がございまして、委員御指摘のとおり、

個人住民税が約107億円、三位一体改革の関係で

税源移譲が行われました。それに伴っての増が

約107億円でございました。一方で、委員御指摘

の地方譲与税の減でございますが、それに伴い

まして、所得譲与税、すなわち平成16年度から

の三位一体改革による税源移譲のためのつなぎ

の措置といたしまして、所得譲与税の廃止に伴
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いまして、約180億円減少しております。つまり、

税源移譲に伴いまして、県税が107億円増加した

ものの、暫定措置であります譲与税が180億円減

少しておりますので、差し引き約73億円減少し

たというのが三位一体の改革に伴う税源移譲の

効果でございます。

その結果、今後の見通しということでござい

ますが、今後とも、個人県民税につきましては、

当然税収の確保に努めるべく徴収率の向上等に

努める必要があろうかと思いますが、一方で三

位一体の改革の結果、本来移譲されるべきもの

が、恐らく都市と地方の格差といったものが影

響して、本県のように、特に地方につきまして

は、期待される税源が来なかったということで

あろうかと思います。そうした場合、大切になっ

てくるのは、都市と地方の偏在といいますか、

必要な財源を財源調整するはずの地方交付税で

ございます。この地方交付税につきましても、

三位一体の改革で全国ベースで5.1兆円、本県で

みますと、約３年間で350億減少したところであ

りますが、まずは、その復元、あと、交付税の

本来果たすべき財政調整機能、財源調整機能、

そういったもののしっかりした確保を国に働き

かける必要があると考えております。

○米良委員 ありがとうございました。一方で

は、所得譲与税なるものの廃止によってそうい

う状況が出てきたということでありますが、今、

話がありました地方交付税は、だんだん算出の

方法が変わってきたと思いますけれども、これ

が減ると私は心配していたんですが、決算でい

きますと８億9,000万円ふえたという背景が出て

おるわけですが、これらに対する将来的な地方

交付税の見通しといいますか、本県のような自

主財源の乏しい県は、それらに対する手当てと

いうのはこれから大きく変化していくものです

か。どうなんですか。

○西野財政課長 地方交付税、まず19年度の状

況でございますが、全国的には前年度比で減少

でございました。全国ベースでは前年度比4.6％

減少でございましたが、本県につきましては、

前年度比プラスになったところでございます。

これは、先ほどの税源移譲の効果が大きいと思

われますが、まず所得譲与税の廃止ということ

で、若干技術的な交付税の算定の話になります

が、交付税というのは、基準財政需要額と基準

財政収入額との差ということで、財源不足額を

調整するものということは御案内のとおりだと

思いますけれども、基準財政収入額というもの

に所得譲与税というのが100％算入されておりま

した。それが180億円の減という大きな減少に

なったものですので、結果的に基準財政収入額

が落ちまして、それで本県における財源不足額

がふえたということによるものでございます。

今後の見通しでございますが、非常に厳しい

ものがあろうかと危惧しております。と申しま

すのも、まず国の概算要求の段階、総務省から

財務省に概算要求を行う段階におきまして、前

年度比で全国ベースで6,000億円の減というよう

な状況でございます。それはあくまでも概算要

求でございますので、今後の地方全体の税収な

ど財源不足額がどれくらい出てくるのかという

ことになろうかと思います。ただ、昨今の景気

の低迷、後退、それに伴いまして、交付税の原

資であります国税５税、所得税など原資自体が

減るということでございますので、交付税の総

額の確保というのが見通しとしてはやや厳しい

ものがあろうかと思います。しかしながら、地

方における財源不足は年々拡大している状況で

もございますので、そこはしっかり総額を確保

していただけるように、今後、地方財政対策、
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財務省との協議というのが活発になってこよう

かと思いますけれども、その中でも、知事初め、

積極的に総額の確保というものを働きかけてい

きたいというふうに考えております。

○中野一則委員 私はこの委員会は初めてなん

ですが、総務部長にお尋ねしますが、総務部は

全部で９つの課があるんですが、主要施策の成

果に関する報告書には、市町村課と危機管理局

だけしか載っていないんです。我々に報告する

ような成果はなかったということですか。県民

政策部は９つ、課室があるけれども、全部書い

てあるんです。

○山下総務部長 主要施策の成果に関する報告

書で取り上げておりますのは、県の施策に係る

分についての御説明でございまして、いわゆる

施策的な事業について総務部で扱っている分が

この報告書に掲上してある分でございます。そ

の他、行政経営課あるいは人事課、総務事務セ

ンターとかいうところは、言うならば恒常的な

事業をやっている、打ち出してどれか施策をと

いう意味ではございませんので、こういった形

になっておるところでございます。

○中野一則委員 この成果は、地方自治法の

第233条第５項の規定に基づいて成果を説明する

と、はしがきに載っているんですが、総務部は

該当しないということですか。

○山下総務部長 基本的に総務部は、言うなら、

兵たん部分を所管しているところでございまし

て、県庁内の組織が人的にも物的にもうまく回

転するようにというのが、大まかに言えば総務

部の立場でございます。所管しているもので例

えば危機管理とかいうのは、これは施策として

県民向けの施策がやはり大きいということで、

この主要施策に掲上しているものでございます。

○中野一則委員 わかりました。

次に、個人県民税、徴収率93.7％であります

が、監査委員の指摘の中でも、市町村と一層連

携を密にして、市町村の実情に即した支援策を

進めるよう要望すると指摘されておりますね。30

市町村の中で目に余るような徴収率の悪い市町

村というのがあるわけですか。県民税は市町村

民税と一緒に徴収する仕組みになっていますね。

市町村が一生懸命してくれないと、県民税も入

らないということになると思うんですが、目に

余るようなと言うと言葉が失礼ですけれど

も、93.7が平均ですから、これをうんと下回る

ような市町村があるわけですか。

○後藤税務課長 93.7が平均でございますが、30

のうち20が平均を超えております。10が平均を

下回っているということであります。一番徴収

率が悪いところが87.8というところでありまし

て、あとは90％を超えております。

○中野一則委員 そこは連携が余りとれていな

いということとして理解すればいいんですか。

○後藤税務課長 今申し上げました最下位のと

ころにつきましては、県とその市町村と併任交

流人事を通じて今のところ取り組んでおります。

○中野一則委員 そういう市町村はどこという

ふうに、我々にこういう場では報告できないん

ですか。

○後藤税務課長 今申し上げたのは南郷町でご

ざいます。これは個人県民税ということであり

ますので、あとの税目はまた別であります。

○中野一則委員 南郷町ということですが、例

年こんなに悪いんですか。

○後藤税務課長 16年度につきましては、それ

から下のところもございますが、合併によりま

して、現在は南郷町が一番下になっております。

○中野一則委員 南郷町は例年悪いんですかと

聞いたんですが。
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○後藤税務課長 ここ３年、資料にある限りは

今のような状態であります。

○中野一則委員 ちなみに、合併するんですが、

日南市、北郷町はどうですか。

○後藤税務課長 日南市は93.9ということで15

番 目 でご ざい ます 。北 郷町 につ きま して

は94.2、13番目です。

○中野一則委員 新市に期待したいと思うんで

すが、新市が困らないように、そういう地域も

特別な指導を、連携をとってやっていただきた

いと思います。すばらしい市町村もあるわけで

しょう。100％近いようなところも、そういうと

ころの例をちょっと。

○後藤税務課長 100％の市町村は西米良村と諸

塚村でございます。日之影町が98.3、高千穂、

五ヶ瀬、市の中では西都市が一番上でございま

す。

○中野一則委員 わかりました。

人事課にお尋ねしますが、12ページの説明の

中で、旅費の不用額130万何がしがあったんです

が、海外派遣に伴うものということでした。海

外派遣する職員数は予定どおりであったのかと

いうことと、どこかで節約されたということな

のか、それとも期間が短くなったとか、そうい

うこともあるんですか。

○岡村人事課長 派遣者は６名で同じでござい

ます。ただ、旅費は、予算では１人63万となっ

ていたんですが、実績の平均は約54万程度であっ

たということでございます。場所は、具体的に

はオーストラリア、ドイツ、米国とかさまざま

ですけれども、実績として、結果として安い旅

費でおさまったということでございます。

○中野一則委員 平均63万ということは、130万

不用額があるということは、あと２人は追加し

て派遣してもいいことになりますね。宮日新聞

がいろいろやかましく言うのは、県議に対して

やかましく言うわけですから、職員の皆さん方

が見聞を広めるために、国際的な感覚を持って

もらうために、お金が余れば、積極的に追加し

てやるぐらいのほうがいいと思うんですが、ど

うでしょうか。

○岡村人事課長 海外短期研修のみの不用残

は51万5,000円でございました。ほかの分もござ

いまして、合わせてでございまして、ですから

１名にも満たないという状況ではございます。

○中野一則委員 51万で行けるところに派遣し

てください。よろしくお願いします。

16ページ、行政経営課だと思うんですが、訴

訟に伴う弁護士に対する着手金及び謝金という

ことですが、７件ほど裁判があったということ

ですね。７件の裁判というのはどういう裁判で、

着手金は何件なのか。謝金というのは成功報酬

だと思うんですが、謝金は何件なのか。

○西野財政課長 訴訟等に伴う弁護士に対する

着手金及び謝金でございますが、全部で７件ご

ざいまして、その内訳でございますが、着手金

が３件、謝金が４件でございます。謝金の主な

ものでございますが、例えば不動産取得税賦課

処分取消請求控訴事件というものがございまし

た。これについての謝金です。着手金といたし

ましては、屋外広告物許可損害賠償事件という

ものがございました。

○中野一則委員 裁判になったものはすべて勝

訴しているということになるんですか。

○加藤行政経営課長 19年度で終結したものが

２件ございまして……。調べて、後ほど御説明

でよろしいでしょうか。

○中野一則委員 逆にさかのぼりますが、11ペー

ジ、これは総務課だったか、先ほど災害復旧費

のところで亜熱帯植物園云々と言われましたが、
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青島の亜熱帯植物園のことですか。

○馬原総務課長 南郷町にあります亜熱帯作物

支場でございます。

○中野一則委員 青島の亜熱帯植物園はどこが

管理しているんですか。

○馬原総務課長 あれは県土整備部だと思いま

す。

○中野一則委員 23ページの人事管理費のとこ

ろで職員健康診査の２次健診が減だから148

万3,000円の不用額になったということでした

が、職員の健康管理、特に１次健診、２次健診、

これは例年からすると、計画からすると、２次

健診する人がかなり少なくなったというふうに

理解すればいいんですか。

○柄本総務事務センター課長 県の法定の定期

健康診断は毎年実施しているわけでございます

が、１次健診におきましては、全員を対象にやっ

ているところでございます。２次健診につきま

しては、１次健診で要所見、もう一回再検査を

するべきという職員が例年出ますので、その職

員を対象として２次健診を実施しております。

２次健診につきましては、最終的に予算上は

※1,024人を見込んでいたんですけれども、そこ

までいかなくて２次健診で実際受診したのは818

名ということでございまして、主にこの差が執

行残になったということでございます。

○中野一則委員 予定が1,024人でしょうから、

２次健診の必要な方は818名であったということ

ですね。

○柄本総務事務センター課長 具体的に申し上

げますと、細かくなりますけれども、１次健診

で２次健診に回ったほうがいい、もしくは診察

を受けたほうがいいという人は、818名ではなく

て、もう少し多いと思います。ただ、この中で

一人一人ヒアリングした結果、既に治療中とか

通院中とかいう人につきましては、２次健診に

回す必要はございませんので、その人分は落ち

ると思います。

○中野一則委員 ２次健診をしなきゃならない

人で、しなかったという人はいないんでしょう。

○柄本総務事務センター課長 私どもも一応、

半強制的にお願いしているわけですが、通院中

とか治療中という人は除きまして、どうしても

業務の都合上受診できなかった人も中にはいた

かと思います。

○中野一則委員 その人は把握されているんで

すか。

○柄本総務事務センター課長 把握しておりま

す。

○中野一則委員 ぜひ検査をするように一生懸

命やってください。職員をもって県政、行政を

やっているわけですから、健康管理が一番です

から、よろしくお願いしておきます。要望して

おきます。

○鳥飼委員 説明資料の７ページの県税歳入決

算の状況の還付未済額というのがあるんですけ

れども、少額ですけれども、文字どおり読めば

いいのかなと思いながら、ちょっと御説明をお

願いします。

○後藤税務課長 還付未済額についてでありま

すが、例えば法人につきましては、中間に予定

申告がございます。決算申告しまして、決算の

ほうが少なかったとなりますと、予定申告分か

らその分を差し引いた差額を返すということに

なります。そういうものが還付未済額というこ

とになっております。自動車税にありますのは、

自動車を抹消いたしますと、その残りの分が還

付になります。その分がまだ受け取っておられ

ないということであります。

※71ページに訂正発言あり
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○鳥飼委員 それはどちらにしても還付しなく

ちゃならないわけですけれども、将来的にはゼ

ロになるということでよろしいんでしょうか。

○後藤税務課長 将来は、還付いたしますので、

ゼロになるということであります。

○鳥飼委員 歳入のところで何点かお尋ねをし

たいと思います。5,564億ということで19年度の

決算ですが、439億減額になっております。お尋

ねをしたいのは、先ほどの中野委員のお話もあ

りましたけれども、歳入歳出、財政の運営等に

ついては、確かに施策ではないんですけれども、

県民にしっかりそこを理解していただくという

ことが非常に大事だと思っているんです。です

から、その解釈については、当局寄りと言った

ら語弊がありますけれども、もちろん県の立場

で解釈をすればいいわけで、今後の見通しとか

いうものもあって、そんな冊子も出ていたかな

とは思うんですが、そういうものが今からは必

要になってくるんではないかと思うんですが、

その辺について概括的にお考えをお聞きしたい

と思います。

○西野財政課長 財政状況の現状や見通しにつ

いての県民への説明ということであろうかと思

います。我々、今後ますます厳しい財政状況を

迎える中で、県民にもぜひ御理解いただきたい

というふうに考えております。これまでも、県

民にできるだけわかりやすい形で、決算、予算、

そういったものをお伝えしようということから、

毎年、「宮崎県の財政」という冊子を年２回作成

して、公表させていただいておりました。また、

お手元の例えば主要な施策の成果に関する報告

書についても、財政状況等について端的にわか

りやすい形でお示ししていたと思います。それ

とともに、今後の見通しということにつきまし

ては、平成18年度末に中期見通しを公表いたし

まして、それで平成22年度、23年度の危機的な

状況を見込んでおりましたので、それに対応し

た第２期の財政改革計画プログラム、そういっ

たものを公表して、今、県庁のホームページ等

でも公表しております。それらにつきまして、

我々としましても、機会をとらえてわかりやす

い形で県民に公表しておりまして、引き続き、

財政状況の現状や今後の見通しについて丁寧に

説明してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○鳥飼委員 手間はかかるかと思いますけれど

も、それは法定じゃないから本当はしなくても

いいんですよということではなくて、わかりや

すく、そういう努力をしていただいたほうがい

いのではないかというふうに思います。

その観点で、例えば基金が平成７年ごろに

は1,500億、４つの基金があったと思っているん

ですけれども、それが今この時点では、決算の

始まる前、580億ぐらいですか。毎年、財政の中

期見通しなり、行財政改革大綱2007でこういう

ふうな数字が出ておるわけですけれども、年度

当初に、基金取り崩しが何ぼですよと、こうい

うふうに崩していきますので、いつなくなりま

すよというようなことで、それは大変だという

ことになるんですが、前知事の場合も、前知事

の計算でいけば、今はなくなっている計算なん

ですけれども、しかし、いろんなやりくりなり

されてこられて、まだそうなっていないという

ことがございます。19年度で見ましたら、決算

段階では150億の基金繰入金になっているのかな

と。それから、開発事業資金のところで20億だっ

たか、繰り入れをしていると。当初の貯金をこ

れだけ崩しますよ、年度末は200万崩します、だ

けど100万でよかったというふうになってきて、

この差が結構あるというふうに思っているんで
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す。これは後でもいいですけれども、例えば16

年度から５年間、当初は幾ら崩しますよという

ことが年度末で結果的に幾ら崩して、その差額

とか出てくるわけで、結局残高はこうなります

よというようなことになるわけで、そんな数字

も、また後日でいいですから、いただければと

思っております。

一方で、県債の償還額が減額になったという

ふうな御説明が４ページにあったんですけれど

も、義務的経費は、人件費が退職手当の増によ

り前年度比0.8％の増、公債費が一般単独事業債

償還額等の減により1.7％の減と書いてあるんで

すけれども、これは例えば借りかえをやられた

とか、そういうことではないんですね。その辺

を御説明いただければと思います。借りかえに

ついては厳しい規制がありますね。５％か６％

で借りている分、現行の利子で言えば１％未満

ですね。大変多額な金を何とか基金という国庫

のところが徴収しているようなことで、現状に

合わせてくれというようなことを地方が要望す

る。ところが、合理化をすれば、例えば病院の

調理を民営化すれば認めますとか、そんな厳し

い条件がついているんだと思うんです。これが

書いてありますから、そういうもので減額となっ

てきているのかなということの質問です。

○西野財政課長 県債残高並びに発行額の減と

いうものにつきましては、残高自体はまず減と

なっております。これは、過去、国の経済対策

等によりまして、公共事業の追加などでそういっ

た県債を追加的に発行することが多かったわけ

ですけれども、それが一段落ということで、交

付税の代替財源となる特別な臨時財政対策債と

いうものが年々増加してきたわけでありますが、

それが平成18年度をピークに減少傾向にござい

ます。それで残高自体というのが減少に転じた

と。また、19年度の県債発行の減というものは、

大きく言いますと、17年度に発生しました台風14

号の災害復旧が18年度で一段落し、18年度に比

べると極端に減って、４ページにありますよう

な、災害復旧経費のための県債発行の減に結び

ついているところであります。

御指摘の過去の高金利のときに借り入れを行

いました県債の償還ということにつきましては、

制度的には、御指摘の一定の条件のもとでの繰

り上げ償還が認められておりますが、平成19年

度には、対象となります７％以上の高金利とい

うものの県債がほとんどございませんで、３％

以下のものが大半を占めておるところでござい

ます。繰り上げ償還というのは、19年度分につ

きましては行っておりません。繰り上げ償還を

行う必要がなかったということでございます。

○鳥飼委員 余りかみ合わなかったかなと思う

んですけれども、一応置くとしまして、もう一

つ、19年度は150億の基金取り崩しということの

ようですけれども、18年度の数字は持ち合わせ

ておられますか。なければ後で結構です。

私が申し上げたかったのは、その数字を聞い

てからでないとわからないんですけど、18年度

と19年度では、県債、借金をする分については150

億ぐらい減になっているわけです。貯金をいか

ほど取り崩したのかなということで、財政運営

にかかわることですけれども、貯金を取り崩せ

ば貯金はどんどんなくなるわけで、借金をしな

がらも一方でやるということで、各県、基金の

ないところも、ほとんどゼロのところもあるわ

けです。このままでいけばというような、おど

しと言ったら語弊がありますが、オオカミが来

るぞ来るぞというふうなことで今いろいろ議論

されていますので、その辺は財政運営のありよ

うではないのかなという気がしまして、こうい
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う質問をしたところです。

○西野財政課長 一方で借金を減らしながら、

一方で基金を取り崩して、また年度内において

も基金を積み立ててという、そういった関係で

あろうかと思います。基本的に借金ということ

で言いますと、県債についてでございますけれ

ども、県債の発行というのは、原則認められて

おりません。これは法律で決められておりまし

て、発行できるものが例外的に定められており

ます。まず、その趣旨としましては、借金とい

うのが、毎年毎年の人件費とか経常的なものに

つきましては、基本的に充てることは許されて

おりません。公共事業、道路、橋梁の建設であっ

たり、将来的に住民に受益が及ぶ、それにつき

まして世代間での負担を公平にしよう、そういっ

た意味で、基本的に地方債、県債を発行できる、

充当できるものについては、大まかに言います

と、将来的な世代にも便益が及ぶものに限定さ

れております。したがって、例えば18年度と比

べて災害復旧の事業が減りましたということで、

災害復旧事業につきましても、地方債の充当が

認められておるわけでございますけれども、そ

ういったものが減ることで、自動的に減ると。

つまり、借金というのは、収支不足、歳出が歳

入の範囲内に追いつかないから赤字分を補てん

するというものではありませんで、それにつき

ましては、借金でなく基金の充当によらざるを

得ないというわけでございます。収支不足とい

うのが最近拡大しておりまして、基金の減り方

も増加してきていると。そこで、22年度当初予

算では非常に厳しい状態が見込まれる、そのよ

うな状況になっているところであります。

○鳥飼委員 理解としては、県債に充てられる、

それができる分についてはすべて当てはめて

やっていますよと、借りられる分はちゃんと借

りていますという方針でやっているという理解

でよろしいですね。

○西野財政課長 我々も、まず毎年の一般財源、

現金と言っていいと思うんですけれども、現金

がないということで、できるだけ将来世代まで

便益が及ぶものについては県債を充当する、し

かもできるだけ有利な形、交付税措置がしっか

りあるとか、そういった形でできる限りの起債

の充当に努めているところでございます。

○鳥飼委員 もう一つ、「預け」の問題ですけれ

ども、11月に部長の名前で会計検査院の報告と

いうファクスをもらって、全協でもいろいろ説

明がございました。結局、5,659万円、国庫に返

還するということですけれども、宮崎のような

貧乏県でやりくり算段をしてきて事業が回って

きたという現実が一方であるわけです。確かに

正すべきところは幾つかあったにしても、しか

し、それ以外については、宮崎県の県民のため

に県の職員はやりくり算段をしてやってきたん

だという、私は理解なんです。ですから、これ

だけ返しますと言われても、そんなはずじゃな

かったでしょうがと言いたいんです。渡辺部長

はいないですが、国庫から返還を命じられない

ように頑張っていきますというようなことを

言っておられたものですから、話が違うじゃな

いかと、そんな思いなんです。部長の所見を聞

いておきたいと思います。

○山下総務部長 確かに調査を報告する時点と

かでは、御指摘のようなところは、そういった

思いは十分あったんだろうと思います。ただ、

現実には、佐賀県なり長崎県なりというところ

も同じような形で既にお返しになっている。し

かもさらに、今回、新しい形で12県、いろいろ

議論はあるんだろうと思いますけれども、とい

う中で、本県の五千数百万、恐らくそれに加算
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金が幾らかつくんだろうと思うんですけれども、

それを返さないというわけにはいかないのかな

と思っております。

○鳥飼委員 結果的には返さないかんでしょう

ね。これだけ公になったわけですからね。しか

し、私、何遍も去年の委員会でも言いましたけ

れども、古い児童相談所が雨漏りして、子供を

一時保護をして、雨が漏る中で学習指導したり、

卓球やレクリエーションをしたり、ぬれていて

いいんですよということなんですね。私、それ

はけしからん話だと思っているんです。そこで

やりくりを、結果的に必要な金が措置されなかっ

たから、こういう手段を選ばざるを得なかった

ということで、それは非常に意味があったと。

雨漏りの中で、ぬれなくて子供たちを育てるこ

とができたということがあるわけですから、そ

こをしっかり押さえてもらいたいのが一つ。

もう一つは、本庁におられた方については、

懲戒処分はなされずに、出先でやりくり算段を

させられた職員だけが戒告なり実損を伴う処分

を受けていったというところもありまして、納

得できないものを感じているんです。今度の預

けの問題は、職員の側にも、自分たちのことだ

け、自分の持ち分だけやっていればいいんだ、

それがコンプライアンスという、人事課が段取

りをしてやっておられますけれども、行政のあ

り方を変えていったんじゃないかと私は思って

いるんです。本当はそうであってはならないと

私は思っているんです。それを超えて議論をす

るときもあるし、超えて仕事をするときもある

し、行政というのは確かに法に基づいて規則に

従ってやるわけですけれども、人が生きている

ことについて仕事をやっていくわけですから、

人が倒れていれば助けるというようなことを

やっていかざるを得ないということを根幹に置

いていただきたいなというふうに思っています。

答弁は要りませんけれども、この問題というの

は大きな問題を……。結局点数を上げたのは…

…、というような感じもしまして、私としては、

行政運営をしていく上ではもっと別なやり方が

あったんではないかというふうに思っておりま

す。

○加藤行政経営課長 裁判費用の件でございま

す。先ほど７件ということでございまして、着

手金が３件、謝金が４件でございました。４件

のうち、知事が被告または原告になっている訴

訟事件は１件でございまして、あと３件は県警

本部でございます。先ほど私が２件と言いまし

たのは、この１件の中身が裁判として２件に分

かれておりましたので、２件と申し上げた次第

でございます。その分については、先方が取り

下げましたので、勝訴という形でございます。

○西野財政課長 先ほどの鳥飼委員へのお答え

でございますが、基金の実績の取り崩し額が、

平成19年度で言えば、差し引き90億であった

が、18年度については約17億4,000万ということ

でございました。これは、基金の取り崩しと、

例えば決算で剰余金が生じまして、その２分の

１相当を積み立てる、そういったものを通じて

最終的に相殺した年度の額でございます。

○柄本総務時センター課長 １点訂正させてい

ただきます。中野一則委員の２次健診の受診者

数の実績でございますけれども、1,024名が818

名になったと申し上げましたけれども、1,024と

いうのは当初の数字でありまして、２月補正後

の数字は848、これから最終的に818になったと

いうことに訂正させていただきたいと思います。

○外山主査 暫時休憩します。

午前11時51分休憩
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午後１時１分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

○加藤行政経営課長 午前中の訴訟事件数につ

いて、再度御説明させていただきます。先ほど、

知事が被告または原告となっている訴訟事件数

が２件、３件が県警本部関係と申し上げました。

県警本部関係につきましても、正確には、訴え

の相手方が知事となっているものが２件、公安

委員会が相手方となっているものが１件でござ

います。なお、結果は、勝訴が２件、請求の放

棄が１件、ここにつきましても実質、勝訴とい

うふうにとらえてよろしいかと思います。

○外山主査 委員からの質疑を続けます。

○井上委員 収入未済額の状況についてお尋ね

したいと思います。収入未済額の推移は、横に

表もつけていただいているので大体理解できる

んですけれども、県内においての地域差はある

んでしょうか。県税事務所ごとでも結構です。

○後藤税務課長 収入未済額につきましては、

自動車税は満遍なく各事務所に課税されており

ますので、これについては特に地域差はござい

ません。ただ、法人事業税とか、そういうもの

が未済になりますと、かなり高額なものがあり

ますので、事務所によって、そういうのが発生

しますと未済額が大きくなるということでござ

います。

○井上委員 その地域差はありますかと。

○後藤税務課長 宮崎県税・総務事務所が一番

大きいということでありますので、額といたし

ましては、宮崎県税・総務事務所が一番大きい

ということでございます。

○井上委員 監査の報告書の指摘じゃないけれ

ども、注意事項の中の、県税収入について、収

入未済額は前年度と比較して増加しているとい

うので、都城県税が挙がっているんですけれど

も、これはどういう状況によるものでしょうか。

○後藤税務課長 都城県税事務所におきまして、

法人事業税と不動産取得税、これは1,000万円を

超えるものが発生しておりまして、現在、倒産

法人につきましては、倒産しているということ

で、破産管財人へ交付要求を行っております。

不動産取得税につきましては、不動産の差し押

さえを行いまして、ことしの10月に完納になっ

ております。

○井上委員 まじめに払っている人たちもいて、

だんだん払えなくなる人というのが、今後もそ

ういうことが予想されるというか、景気が悪く

なれば、そういうことは非常にあるわけですけ

れども、収入未済額を減らしていくための努力

は、19年度として特別にこのことについてはやっ

たというようなものが何かあるのかどうか、そ

こを教えてください。

○後藤税務課長 収入未済額の68％が個人県民

税であります。これにつきましては、市町村が

賦課徴収するということになっておりますので、

県といたしましては、19年度から税務職員の併

任人事交流で市町村のほうに職員を派遣し、ま

た市町村の職員を県税のほうに受け入れるとい

うことで、市町村と一体となって取り組んでい

るということでありますが、これを本年度も進

めてまいりたいというふうに考えております。

自動車税につきましては、クレジット納税は20

年にやりましたけれども、19年度につきまして

も、タイヤロックによる差し押さえとかインター

ネットによる公売とかいうことで、徐々に自動

車税の徴収率は上がってきておりまして、現年

度課税分につきましては、99.0％ということで

ございます。ただ、１％未済になりましても、

課税が40万台ございますので、4,000台は未済と

して残るということでございます。
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○井上委員 不納欠損額には簡単には上げない

と思うんですが、不納欠損額に上げる場合に、

税務課として気をつけている部分というのはど

ういうふうなことですか。

○後藤税務課長 不納欠損につきましては、地

方税の時効が５年ということになっております。

それから、財産がないとか、財産があっても差

し押さえすることによって生活に困窮する、滞

納者の所在、財産がともに不明という場合につ

いては、執行停止という措置をとれることになっ

ております。執行停止が３年間経過いたします

と、消滅するということになりますので、催告、

差し押さえ、財産があればそういう手段をとれ

ますけれども、ない場合については執行停止の

措置をして不納欠損になるということです。

○井上委員 市町村の職員との人事交流を含め

て、できるだけ徴収率が上がっていくように、

そしてまた、税の取り方についてもいろいろお

互いが研究しながら進めていきたいということ

をおっしゃっておりましたので、税金を払いた

くないという人も多いわけですが、税金の徴収

については一生懸命やっていただくようにお願

いしておきたいと思います。

次ですが、危機管理課にお尋ねしたいんです

が、主要施策の成果に関する報告書の48ページ

の24時間防災ウオッチ・情報伝達システム運営、

これについては高い評価をしておられるわけで

す。おおむね安定した成果を上げているという

ふうに言われておりますが、これについては、

何か特別つけ加えるようなことはないというふ

うに理解していいんですか。

○武田危機管理課長 24時間ウオッチ体制でご

ざいますけれども、18年５月から運用開始して

おります。個々の運用状況を御紹介しますと、

いろんな情報の収集、防災ですとか気象情報、

これが平成18年は133回であったわけですけれど

も、平成19年は216回の情報を休日夜間等で収集

しているということです。また、職員を呼び出

したり連絡をしたりということも、平成19年は28

回、18年は37回でございますけれども、順調に

いい体制で情報をキャッチしていただいている

というふうに考えております。

○井上委員 実は、ＩＴ関係のソリューション

の総合展に行くと、伝達システムというのが物

すごく高度になってきているわけです。予算額

というのが1,200万程度のことですから、なかな

かそれを導入するということにはならないのか

なというふうには思いますが、できるだけ伝達

方法が隅々までいけるような、市町村も自分と

ころのお金ではなかなかそれはつくれないとい

うのもあると思うんです。そういう点での研修

みたいなものは、日々、何かの折に触れてそう

いうものに行っていただけるといいかなと思う

んですけれども、そういう研修とかに行かれた

ことはないんでしょうか。

○武田危機管理課長 過去に、いろんな防災情

報等がそのまま市町村に直結するようなシステ

ムの研修に、山梨県等に視察に行っております

けれども、いろんな経費等で、なかなかそれが

具体的に実現していないというようなところが

ございますけれども、今後いろんなシステムが

委員おっしゃるようにありますので、研さんを

重ねて、市町村のところまで直結していくよう

に研修をやっていきたいというふうに考えてお

ります。

○井上委員 市町村が導入するということは困

難かもしれないんです。末端の１課に１つ、Ｉ

Ｐ電話が必要だったりとか、そういうこともあ

るので、なかなか難しいかもしれないんですけ

ど、一応そういう意味での情報収集はしっかり
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やっていただけたらなというふうに思っていま

す。どんどん機械的には高度になってきている

んですけれども、そういうことについての情報

というのも危機管理課のほうでも受けとめてお

いていただきたいというふうに思います。

次は、自主防災組織率ですが、これは私の理

解が悪いかもしれないんですけど、ずっと60か

ら動かないという印象がしてならないんです。

自主防災組織率のアップのために何か特別な取

り組みをされたとか、市町村との動きを一緒に

やったとか、そういうのはあるんでしょうか。

○武田危機管理課長 自主防災組織率について

ですけれども、平成19年は60％目標ということ

で、毎年２％ずつのアップで、平成22年、66％

を目指しておるところでございます。平成19年

の実績は59.8％ということで、ほぼ60％に近い

数字にはなっておりまして、18年からしました

ら約２％アップしているわけであります。

自主防災組織率をアップするために、自主防

災リーダー研修ということで、地域のリーダー

を育成しているというのが一つあります。これ

を数字的に言いますと、県内９会場でリーダー

研修を行っておりますけれども、170名の地域の

公民館長ですとかリーダーになられる方の研修

を行っております。防災士機構という防災に関

する専門のところがございますけれども、一定

の試験を受けて資格を得るわけでございます

が、15名、防災士を誕生させています。18年が10

名に対して15名でありまして、研修を受けた人

たちも、18年が154名に対して170名ということ

で、リーダーとなる方たちの研修を行っている

ところであります。そのほかに、各自治体をずっ

と回りまして、どういう実態になっているのか

ということを直接、現場から話を聞きまして、

いろいろ協議して、組織率のアップということ

でやっているところでございます。

○井上委員 私が行ける範囲ですので、中央を

基準にしてというふうにお考えいただいても結

構なんですけど、自主防災組織の防災訓練に呼

んでいただけるものですから、そこに出かけて

いくわけです。県北あたりから防災士の資格を

持っていらっしゃる方が見に来られたりとか、

お互い交流をやっていらっしゃるみたいです。

ところが、地元に帰って自主防災組織をつくり

たいと思っても、自治会とうまくいかなかった

りするらしいんです。自主防災組織の訓練をやっ

ていらっしゃるところは、本当によくやってい

るわけです。毎年必ず日にちを決めて、地域の

消防署の人たちからの協力も得たりして、ＡＥ

Ｄの訓練とか、炊き出しまでやったり、よく訓

練していらっしゃるんです。こういうのは、や

り始めると、地域地域でつながっていくから、

これはいいんですが、ないところについては、

ずっと無関心のままと言ったらおかしいんです

けれども、なかなかそこに発展しないというの

があるんです。市町村との連携は、自治会がな

いところが特にその辺は難しいのかもわかりま

せんが、自治会の研修も含めて、そこにどうか

して入り込んでいけるような手だてというか、

そういうのをつくられたほうがいいのかなとい

うふうに思うんです。そのためにも、確かに防

災士の資格を取っていただくということは有効

なので、これについては積極的に取り組みをし

て、少ない予算では物すごく効果のある事業だ

と思うんです。これをもっと浸透させていくと

いうことができないものか。それを積極的にやっ

ていただくと、予算よりも効果のあるものとし

て、これはマル優の事業ではないかというふう

に思うんですが、それについての今後の取り組

みはどういうふうに考えていますか。
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○武田危機管理課長 まさしくそのとおりでご

ざいまして、各市町村を全部回りまして、活発

なところの自主防、あるいは形だけの自主防と

いうところがあります。今度も全市町村を回り

ましたけれども、各首長さんたちにお願いした

のは、自主防の組織をつくってくださいと。あ

なたの市町村はこのパーセントですよ、防災士

は何名ですよと具体的な数字を行政のほうに示

しまして、トップダウンじゃありませんけれど

も、意識をしっかり持っていただいて。各公民

館長さんを集めまして、公民館長の規約を一回

見てくださいと、その中に自主防という防災の

組織があるのかどうか、その付近を見ていただ

いて、なければ防災組織をつくってください、

できればそういう組織があって、年１回ぐらい

訓練を、消火器の訓練の初歩からでもいいから、

やってくださいということで、熱っぽく訴えて

きたところではあります。

ただ、行政も、一担当が幾つも業務を抱えて

いるというところもありますので、そういうこ

とから一担当だけでは大変でしょうから、その

右手となる防災士もリーダー研修の中で出して

いただいて、試験を受けさせて、そして地域の

防災力が上がる意識啓発をする。組織はどうし

てつくるんだと、そういったことを訴える防災

士を育成してくださいということでお願いした

ところであります。

○井上委員 ぜひこれは頑張ってください。地

域コミュニティーというのが壊れつつあるとか

言われていますが、このコンセプトなら絶対に

できるんです。つながれるんです。たかだか200

万程度でお気の毒ですが、これは力を入れて頑

張っていただくと、いろんなものが底上げにな

るのではないかというふうに思います。これは

財政的なことから言えばマル優ではないかとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い

します。

もう一つは、防災救急ヘリについてお尋ねし

たいんですが、防災救急ヘリを持ったことで私

ども本当によかったなというふうに思っている

んですけれども、現実に、救急患者だけの搬送

というのはどのくらいの率であったんですか。

○川野消防保安課長 お手元の資料の50ペー

ジ、92件ということで19年度は実績が上がって

います。その中で救急が54件、救助が30件、火

災が４件、その他というのは広域応援というこ

とで熊本とか大分に行ったものとか、そういう

ものになります。救急の中には、病院の転搬と

いいますか、かわったものもありますので、そ

ういうのを含めたものが54件あると。救助につ

いては、山岳救助であるとか、トラック事故で

落ちて救ったものとか、そういうのもございま

す。その他の４件のうち１件が、昨年、台風で

日之影町見立地区が孤立したときに、１人、要

救助者を移送した、そういうものが入っており

ます。

○井上委員 ドクターヘリについての議論とい

うのは議会でもいろいろされているんですけれ

ども、宮崎県が財力が余りないので、いろんな

ものが持てるかどうかというのはずっと議論し

ないといけないことなんですけど、防災救急ヘ

リの今の出動状況を見ていると、中にドクター

が乗っていない、薬はないというのはあるけれ

ども、その役割の何割かは果たせているという

ふうな理解ですか。

○川野消防保安課長 私どもとしては、防災救

急ヘリという呼び方をしておりまして、防災プ

ラス救急が入っているんだということで、ほか

の県と違う特徴は、救急救命士が隊員８名中、

現在３名いるということではないかと思ってお
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ります。ほかの県の職員からも、「おたくはいい

ですね」というような話も承っているところで

ございます。

○井上委員 着地する場所というのがいろんな

意味で必要になるわけですが、例えば病院から

病院へ運ぶ場合に、出動してみて、着地が困難

であるというような場所、ここが改善されると

いいということは今まで起こったことはないん

ですか、おりられないということも含めてです

が。

○川野消防保安課長 県内では、指定の着陸ヘ

リポートを90カ所前後、既に確保してございま

して、それ以外にも、確保できる地点について

毎年調査をいたしまして、年々ふやしていると

ころでございます。病院におりられるというの

が一番いいと思うんですが、なかなかそこまで

はできませんので、できるだけ近くのヘリポー

トということで、そして安全ということが一番

重要になりますので、そういう観点から確保し

ているところでございます。

○井上委員 離着陸地を拡大するために、シミュ

レーションしてみたということはないんですか。

はっきり申し上げて、ドクターヘリがなかなか

持てないなら、防災ヘリがそれにかわるような

形で何かができるための、離着陸を可能にする

方法をシミュレーションされたことがあるかど

うかということです。

○川野消防保安課長 離着陸に関しましては、

ある程度、航空法とかそういうので基準が定め

られております。例えば、40メーター四方ない

といけないとか、ヘリコプターは上からおりる

んじゃなくて、斜めにおりてきて斜めに上がり

ますので、そういった場合、周りに建物がある

とか、送電線があるとか、そういうものについ

ては無理でございますので、着地点の状況の調

査ということで、たしか200を超えるような数で

県内をあちこち調査して、それによって、ここ

はＡ判定ということでおりられるとか、ここは

Ｃ判定ということで無理だとか、そういうよう

な調査を実施したことはございます。

○井上委員 県内では、地域的にどこが一番お

りにくいというふうに……。救急も頭に入れて

という意味です。

○川野消防保安課長 あくまでも手元にある範

囲内でお答えいたしますと、例えば椎葉であっ

たとしまして、椎葉の小学校がございますけれ

ども、そこにおりられるかというと、ここはＣ

判定になっております。周囲に山があるため、

使用不可能と。また、ここの場合は北側に送電

線があるので、注意しておりなきゃいけないと

か、小学校のグラウンド等については、よく着

陸場所になりますけれども、同じく椎葉の大河

内小学校につきましても、狭くて、周囲が山の

ため使用不可能とか、そういった形で事細かに、

先ほど言いましたけれども、400カ所程度をピッ

クアップしまして、一応今みたいな形ですべて

調査を行っているという状況でございます。

○井上委員 医師不足の解消も含めてそうです

けれども、救急の搬送がスムーズにいくように、

もっと精査したシミュレーションしていただい

て、予算化する必要があるものについては率直

に出していただけるといいかなというふうに思

いますので、頑張っていただきたいと思います。

実は東国原知事が就任されて衝撃的というよ

りか、どうするんだろうというふうに一番思っ

たのが、単年度の350億円の財源捻出というのを

言われたわけです。平成19年度の決算するに当

たって、350億、知事が言われるように財源の捻

出というのは可能であったのか、できたのかと

いうことについてお尋ねしておきたいと思いま
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す。

○西野財政課長 知事がマニフェストで掲げら

れた350億円の財源捻出ということにつきまして

は、第２期の財政改革計画におきまして、事業

費ベースで18年度を基準として単年度350億円を

見直すということで置きかえさせていただいて

おります。これにつきましては、事業費ベース

であるということ、スクラップ・アンド・ビル

ドも含めてということでございますが、それに

つきまして、平成19年度の実績としまして、18

年度と比べ325億円の見直しができたということ

を考えております。

○井上委員 ということは、結局、事業仕分け

委員会とか、ああいうところで見ていただいて、

仕分けした結果、325億財源の捻出ができたとい

うふうに理解していいということですか。

○西野財政課長 見直しの内容でございますが、

必ずしも仕分け委員会の結果というものでござ

いませんで、仕分け委員会では意見をいただき

ましたが、それはそれとして、一つの参考とし

て見直させていただきました。見直しに当たっ

ては、さまざまな議会での御審議、そういった

ものがあったわけですけれども、そういったも

のだけでございませんで、通常、ある事業があっ

たとしますと、原則、終期設定、つまり、いつ

始めていつ終わるかというのをあらかじめ定め

ております。例えば、３年間の終期が来て、そ

れについて内容を見直して新たに取り組む、ま

たは改善してさらに内容を精査、充実させると

いったものもございます。そういったものをも

ろもろ含めまして、19年度は325億円見直したと

いうことでございます。

○井上委員 これは、人件費の削減とか、そう

いうものは一切入っていないというふうに、単

なる事業ベースだけだというふうに理解してよ

ろしいんですか。

○西野財政課長 人件費の見直し分も含めてと

いうことでございます。

○井上委員 事業ベースでこれほどの金額が削

減できるということは、今までずっと無駄な事

業をしていたというふうに理解するべきなのか。

それとも、工程表を早めたと。今回の総括質疑

のときの知事の答弁を聞いていると、７割方順

調にいっていると。工程表に照らし合わせてう

まくいっているので、全体的に19年度うまくいっ

たんだというふうに、何度も答弁の中で言って

おられましたが、そういうことを考えると、325

億、財源の捻出ができたということは、事業の

中に無駄な事業みたいなのがすごくあったとい

うふうに理解するべきことなんですか。

○西野財政課長 19年度、325億円を事業費ベー

スで見直したということでございますが、これ

は、先ほど申し上げましたように、スクラップ・

アンド・ビルドという、ビルドまで含んでとい

うことでございます。例えば、1,000万円の事業

が終期を迎えたとすると、翌年度ある課におい

ては、1,000万円であった事業費が900万円であっ

たり、例えば1,100万円であったり、それを事業

の見直しと位置づけさせていただいています。

事業の見直しの結果、1,000万円の事業なら1,000

万円の事業が全くなくなった、それだけ財源が

捻出できたということには必ずしもなりません。

見直しはするんですが、引き続き、新たな財政

需要に対応する、その事業を形を変えて実施す

る、そういったこともありますので、必ずしも

財源の捻出というところには、厳密な意味で言

いますと、なかなか言えない。ただ、３年たっ

てその事業を見直したときに、また新たな形で

財政需要を見出して、それに措置する、そういっ

たものはございますので、そういった意味では、
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事業の見直しというふうに位置づけさせていた

だいています。したがって、我々、従前やって

いた事業、見直しさせていただいた事業が無駄

であるとは考えておりませんで、いずれにしま

しても、議会で御審議いただいて、監査のチェ

ックもいただいている。そういったいろいろチ

ェックもしていただいておりますし、我々とし

ても、単年度で見直しさせていただいています

ので、そういった御懸念は当たらないのかなと

いうふうに考えております。

○井上委員 325億の財源捻出ができたというこ

とは、この325億の別の使い道、捻出できた財源

の使い道というのは、鳥飼委員からもいろいろ

出ましたが、県債の残高を下げたというだけの

使い道でなくて、これを他の事業にというか、

新たな景気対策も含めて、使えるだけの財源に

なったのかどうかということについては、いか

がですか。

○西野財政課長 見直しの結果､325億の見直し

をさせていただいたということですけれども、

その成果については、先ほどの事務事業の見直

しによって新たな事業に充当する。または、毎

年、当初予算を組むに当たって多額の収支不足

がございますので、その収支不足を圧縮する、

純粋に事業費を削減する、そういったものもあ

ります。事業費ベースということで申し上げて

おりますので、例えば国庫補助事業が２分の１

の補助率であったとしますと、それを見直すと

きには、例えば100万円の事業が２分の１補助率

ですと、県費で言うと50万円、それをなくすと

いうときには、国庫が50万円。これは、捻出し

たといっても、国から入ってきたものが来なく

なるだけですので、そういった意味では、国庫

の部分というのは全く見直しがきかない、捻出

財源には当たらないということですけれども、

残りの２分の１については新たな事業をやった

り、収支不足の圧縮のための財源とさせていた

だいております。

○井上委員 そこに知事と私たちとの違いみた

いなのがある。知事のマニフェストでは、純然

たる単年度350億円の財源捻出という書き方がさ

れていたわけです。とらえるほうの側としては、

新しく財源を生み出して、圧縮した分がきちん

とどこかにはめ込まれているというふうに思っ

ているんだけど、公共事業だとか含めて、国の

財政との数字の合わせ方によって、知事の言っ

たマニフェストが全うされたというか、守られ

たというふうな数字的錯覚を起こされているの

ではないかというふうに思ってしまうんです。

人件費の削減とかも含めてそうだけれども、節

約する分についてはみんなで節約しようと、賃

金カットも含めてそうですけれども、削減して

いこうという努力はみんなしているわけで、そ

れも全部入れて、知事のマニフェストの350億の

財源捻出という言い方が妥当なのかどうかとい

うのが疑問を持つところなんですけど、捻出な

んですね、財源の。

○西野財政課長 知事のマニフェストの趣旨等

を我々は申し上げる立場にございませんが、い

ずれにしましても、我々は、知事の就任に当た

られて、マニフェストを踏まえて新たな長期計

画、行財政改革大綱2007、その中で第２期財政

改革推進計画を策定いたしました。我々としま

しては、その中で目標と掲げた、18年度と比べ

て単年度で事業費ベース、スクラップ・アンド・

ビルドを含めて350億円の見直しというふうに位

置づけさせていただいて、その旨、議会にも御

了解いただいているところだと理解しておりま

す。我々としては、350億の財源、先ほどの目標

どおり、見直しということを目標として掲げさ
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せていただいておりますので、御理解いただき

たいと思います。

○井上委員 入札制度の改革によって節約でき

た部分というのは幾らあるんですか。どのくら

いの金額になったんですか。

○西野財政課長 入札制度改革の結果、例えば

落札率が低下しているということにつきまして

は、基本的に、公共事業につきましては、年度

内で一般財源のシーリングがありまして、その

シーリング枠内で優先順位の高いものから順に

行っていくということにしておりますので、い

わば浮いた財源とでも申しましょうか、その部

分については、例えば追加的な公共事業の実施

であったり、そういったものに活用されている

というふうに理解しております。

○井上委員 追加的事業に回したのはどのくら

いあるんですか。何割ぐらいありますか。追加

分が、入札制度を改革して節約した部分だと思

うので、その追加額というのは幾らぐらいある

んですか。

○西野財政課長 はっきりしたものを申し上げ

るのは難しいというふうに思いますけれども、

例えば先日、本会議で県土整備部長が答弁申し

上げた内容としては、公共三部で60億円余り追

加投資に回ったんではないかというふうに試算

をしているということでございます。

○井上委員 実は私たちがよく県議会で、入札

制度の改革によって建設業界が非常に厳しい状

況になったと、そのほかも含めてそうだけれど

も、今の雇用の状況の中で、景気対策、雇用対

策を考えられたらどうかということもあって、

知事とお話をすると、決まって財源がないとい

うところでばしっと切られて、議論にならない

という状況になるんです。本来出さなかった分

で本当に60億も出せたんなら、公共三部が60億

も本当に発注したんなら、私は、建設業界全体

ももっと違う反応になっていると思うんです。

この60億というのが、財政方がなぜ知らないの

かというのが私もよくわからないんだけど、私

も確かに本会議場で、県土整備部長が言ったの

は聞きました。でも、これが本当に入札制度の

改革によって生まれた財源をもとにして追加し

たものかどうかというのは、私は理解できない

んです。財政方はそういうふうに思ってもいな

いだろうし、本来、財政方がこのあたりも含め

て理解できていないといけないんではないかと

私は思っているんです。違うんですか。公共三

部でいいんですか。

○西野財政課長 公共事業の執行につきまして

は、公共事業の所管課で責任を持って執行され

ているということでございます。公共三部での

試算でございますが、単純に、過去の入札率の

実績、それから低下したもの、その差分で機械

的にはじいたものでございますが、我々として

も、そういった試算というのは認識を共有して

いるところでございます。なお、例えば公共事

業がそういった落札率の低下によって追加的に

できるということは、常時行われておりまして、

それ以外にも、本年度９月補正でもありました

が、国からの補助の内示率が想定よりも多かっ

たということで、追加的に補正を行わせていた

だいて、公共事業の量を追加したということも

ございまして、そういった意味ではシーリング

の範囲内、年間使える一般財源、その範囲内で、

できるだけ効果的、効率的に公共事業を執行し

ていただいているというふうに理解しておりま

す。

○黒木委員 山下部長、全体の不用額、執行率、

大体99％です。以前から、私の市議時代からで

すけれども、使い切ることが優秀な職員みたい
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に言われていた時代もずっとあってきています

ね。民間で考えると、例えば1,000万の事業は少

しでも安く上げようという社員努力、それは企

業努力といいますか、それだけ利益が上がって

いくわけですけれども、ここらあたりの考え方

ですね。これから収支不足が起こってくる。先

ほど財政課長が言いましたように、22年度から

予算を組むのが非常に難しくなってくる、そう

いうことも言われます。そういうときに職員全

体で、小さな予算で大きな効果といいますか、

そういう努力をしていく、それが大事なことだ

というふうに私は思うんです。でないと、これ

から先、幹部の皆さんは退職金にしても十分も

らえるでしょう。将来にわたって職員の皆さん

がそういうものが安心できるか、まだ不安です。

退職債というものが特別認められるというふう

にしても、これがどういうふうになっていくの

か我々もわからない。そういうことを考えると、

職員全体の努力、その辺の考え方はどうでしょ

うか。

○山下総務部長 財政が平衡している時代、歳

入と歳出が基本的に平衡しているときには、不

用額というのは限りなくゼロに近いというのが

基本だろうと思うんです。そういう時代ではな

いということが前提のお話になるんですけれど

も、毎年、基金を崩して充当していかないと足

りないという時代には、与えられた歳入で最大

限の行政効果を発揮するというのが我々の使命

でございますから、当然その予算を有効に使う

ということが前提ですけれども、節約できるも

のは節約するべきであるし、不用額という形で

残るものすべてが悪と片づけるわけにはいかな

いだろうというのが今の時代だろうと思います。

○黒木委員 私もそのように思っているんです

が、今、団塊の世代の退職者もふえてきており

ますね。このピークもやがてだろうと思うんで

すけれども、年間の退職債といいますか、借り

入れはどのくらい起債を起こしているんですか。

○西野財政課長 退職手当債につきましては、

平成20年度は30億円計上しております。19年度

も30億でございます。

○黒木委員 人事課長、退職者は何名ですか。

○岡村人事課長 今回の退職手当の対象となっ

ている者は、知事部局が19年度末で204名でござ

います。

○黒木委員 知事部局外は。

○岡村人事課長 知事部局以外は、教育委員会

が294名、警察本部が99名、全体では597名でご

ざいます。

○黒木委員 597名で30億というのは低いような

んですが、別にこれには予算組みがしてあるん

ですか。

○西野財政課長 退職手当債は30億ぐらいと申

しましたが、退職手当の予算につきましては、19

年度で言いますと、約150億ということでござい

ます。

○黒木委員 確かにたくさんの職員が退職して

いくわけです。何年間かまだこういう形で団塊

の世代の時代が続いていくのかなと。合わせま

すと、180億ぐらい退職金が全体では要るわけで

す。これも大変だろうと思うんです。そういう

ことを考えると、これからいろんな財政難をど

うやって乗り切っていくのか、職員の皆さんも

ここあたり不安は少しはあるのかなというふう

に思うんです。

人事課長、もう一点、職員手当の中で時間外、

これはそれぞれの部署で違うと思うんです。必

要な部署、余り時間外をしなくてもいい部署、

確かにあると思うんです。一昨年、鳥インフル

エンザ、このときにかなり職員の皆さんへ時間
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外を出しましたね。庁外に出ていくわけですか

ら、これはどういうふうな時間外の扱いでやっ

ているんですか。時間帯、土日も出た方もいらっ

しゃると思うんです。勤務時間以外に出た方、

その辺はどういうふうになっているんでしょう

か。

○岡村人事課長 平日は、５時半以降は時間外

がつくということで、あとは当然勤務時間以外

ということですので、土日については時間外の

対象になりますが、ただ、振りかえということ

で、休日振りかえで時間外縮減の観点からなる

べく対応するようにしております。

○黒木委員 私は日向ですが、スポーツ大会だ

とか、お祭りでもいいんですが、そういうイベ

ントがあるんです。担当の職員は時間外で出て

くる。市民ボランティアは無料で、すべてが提

供ですね。いろんなものを提供する。そのとき

に市民から不満が出てくるんです。「我々はボラ

ンティアを一生懸命しているのに、職員だけは

時間外もらって出てくるじゃないか。出てこん

でいい」とかやるんです。その辺を我々は中に

いて心配するんです。県の場合はそういうこと

はないんですか。

○岡村人事課長 県の業務として行く場合、例

えば何々課のイベントとしてそれに責任を持っ

て対応しないといけない場合というのは、やは

り時間外として扱っています。ただ、我々も、

例えば今度ある青島マラソンとか、いろんなも

のについては、県職員自体がボランティアとし

て参加している行事もたくさんございます。

○黒木委員 時代が時代だから、職員の中でも

ボランティアでできる分はボランティアでやら

ないと、その辺、かなり県民からも不満が出て

くるんです。少しでもボランティアでできるな

らボランティアでしていただきたいなと。そう

いうボランティア精神といいますか、職員もた

くさんそういうボランティアについてはあるん

でしょうから、また皆さん方からはお願いや指

導もするべきじゃないかというふうに思ってい

るんです。部長、どうですか。

○山下総務部長 難しい問題ですけれども、職

員が命ぜられた勤務時間に対してはきちんと給

与支給者として対応しないといけないというの

は、基本だろうと思います。その中で、一社会

人として、一地域住民として、職員がどう行動

するかというのはまた別問題ですから、ただ、

職員の場合にはボランティア休暇というのを設

けておりまして、年間に１人５日まではボラン

ティア休暇を取得することができるというのが

ございまして、それを活用した形はあるんだろ

うと思います。

○中村委員 主要施策の成果に関する報告書

の48ページで、危機管理課、施策の目標、「外部

からの武力攻撃等から国民を保護するための体

制整備を推進する」と書いてあるから、軍隊を

持つのかなと思ったり、憲法９条を廃して集団

的自衛権でも認めるのかと思って、これはどう

いうことをされたんですか。

○武田危機管理課長 外部からの武力攻撃とい

うことでありますけれども、今や空襲があると

かいうことは考えにくいわけでありますけれど

も、テロでありますとか、こういうことは十分

考えられるわけであります。日向灘はリアス式

海岸で潜入されやすい。あるいはさきにはここ

で北朝鮮のスパイの関係のこともございました

けれども、そういったことを見たときに、自国

は自国で守っていかないかんわけでありますけ

れども、もしそういう事態があったときに、ど

のような避難の態勢をとるかとか、国民保護に

関する避難のパターンづくりとか、そういった
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ことの自主防衛に関する体制づくりを図ってい

るというような意味合いでございます。

○中村委員 何か施策をされたんですか。具体

的に訓練か何か。

○武田危機管理課長 訓練につきましては、昨

年の総合防災訓練の中におきまして、県北の延

岡、門川、日向で行いましたけれども、テロが

行われてサリンをまかれたという想定のもとに

住民の避難訓練を行っております。また、後ろ

に書いてございますけれども、国はそういうこ

とでございますけれども、国民保護法の改正で

すとか、いろんなことがあったときに国民保護

とはこういうことですという啓発用のパンフレ

ットを35万部作成しまして、各戸に配布したと

ころでございます。

○中村委員 しっくりいかないんだけど、これ

は国防という問題であろうと思うんです、武力

攻撃等というのを書くということになると。県

で取り組む守備範囲でないような気がするんだ

けど、例えば国民保護法というのがありました

ね。そんなものをつくったとおっしゃるけど、

守備範囲が違うような気がして仕方がないんだ

けど、そんなことありませんか。武力攻撃とな

ると、すぐ自衛隊あるいはというふうに思いが

ちなものだから、もういいですよ、私が理解す

ればいいんだから。

財政課長、14ページで聞き漏らしたんだけど、

一般管理費の中で財政課で共通経費を各課のを

何とかおっしゃいましたね。これはどういうこ

とでしたか。

○西野財政課長 一般管理費の内訳であります

が、一部は、給料であるとか職員手当等、こう

いったものは財政課の事務費、運営費でござい

ます。そのほかの部分で全庁的な共通経費とい

うものを計上させていただいていますが、これ

は、例えば県税で還付が生じた場合、午前中も

ありましたが、法人税で予定申告というのがあ

りますが、後で確定申告になった段階で、予定

申告の段階で払い過ぎたというものをお返しす

る。それにつきましては、あらかじめ予算で見

込んでおくことが非常に難しいということで、

法人税の還付など、予期しがたいものについて

一般管理費の中から対応させていただいていま

す。また、先ほど鳥インフルエンザのお話があ

りましたが、その防疫作業に全庁的に動員がか

かりました。そういったときに人件費なども急

遽発生したものですから、この中からも一部捻

出させていただいております。

○中野一則委員 先ほど中村委員が質問されま

したが、「外部からの武力攻撃等から国民を保護

する」とありますが、やはりいつでも県民を保

護するために有事に備えておくということは大

切なことだと思いますから、いつも心しておき

たいと申し上げて、別ですが、ちょっと確認を

させていただきたいと思います。緊急運航に防

災ヘリが92件出動したということですが、４日

に１回ですね。１日で２回、時には同じ時間帯

に要請がある、そういうこともあったかもしれ

ないし、今後は、よりその可能性があると思う

んです。いろんなルールがあると思うんですが、

こういう緊急運航のためのマニュアルというの

はきちんと整備されているわけですか。確認さ

せていただきたいと思います。

○川野消防保安課長 マニュアルはございまし

て、ヘリを運航するための条件というのが３つ

ございます。１つは緊急性、１つは非代替性、

もう一つは公共性、この３つの観点から、運航

するのかどうか。私、２つ同時に来たというの

はまだ聞いていないんですが、そういうことに

照らし合わせて、どっちに行くべきか、そうい
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うものを判断するということになろうかと思っ

ております。

○中野一則委員 例えば、そういう要件を満た

して、同時に２カ所、１つは高千穂から、１つ

は国富から要請があった場合に、どっちを優先

するんですか。

○川野消防保安課長 非常に難しい質問ですが、

先ほど申しましたとおり、まず緊急性がどうな

のか、例えばうちのほうも救急救命士等おりま

すので、そういう電話があった場合は、消防本

部ないし市町村から連絡が参りますので、救急

救命士が状況を聞いた上で判断するということ

になろうかと思います。また、どうしてもどっ

ちもということになりましたら、熊本、大分と

相互応援協定を結んでおります。こういうこと

も活用しながら、対応していくということにな

ろうかと思っております。

○中野一則委員 要望しておきたいと思うんで

すが、県央地域はお医者さんも多いし、出動体

制もきちんと整っていると思うんです。ところ

が、中央から離れたところは今でも医師不足云々

が言われているわけですから、できたら遠隔地

を優先するようなことをお願いしておきたいと

思います。

出動の要請とか命令者というのはだれになる

んですか。要請はだれができるんですか。そし

てまた、出動する命令はだれができるんですか。

○川野消防保安課長 通常は、何かございまし

たら、消防本部の消防長、もしくは非常備でご

ざいましたら町村長、場合によっては、病院の

院長から救急隊に来るものがございます。基本

的には、ヘリの運航責任者は消防保安課長になっ

ておりますので、私のところに救急隊のほうか

ら電話が来るというシステムでございます。

○中野一則委員 課長がそれを指示せんと出動

できないわけですか。

○川野消防保安課長 もちろん、それだけでは

できませんので、通常の形態としては、救急隊

のほうで判断して飛ぶということでございます。

○中野一則委員 わかりました。

次に、不適正な事務処理についてお聞きした

いと思うんですが、けさの新聞にも載っており

ました。先日の総括質疑で総務部長がいろいろ

答弁されておられたから、この場でも聞きたい

と思うんですが、けさの新聞を見たら、科目の

更正ができた、いわゆる決算上は是正された、

そういうことでの当局の見方で載っておりまし

たね。当年度分ということで21万円でしたね。

具体的に、どういう形で更正とか是正されたん

ですか。

○西野財政課長 19年度に行われた書きかえに

ついての決算上の是正についてでございますが、

例えば農政水産部におきまして、スチール製棚

を購入したいといったときに、本来であれば、

備品購入費として支出しなければいけないとこ

ろを需用費として、そういった科目で購入した

と。いずれにしても、スチール製棚につきまし

ては、外部調査委員会でも公的支出の必要性は

認められまして、ただ、予算科目が本来であれ

ば備品購入費であるべきはずが、需用費として

いたところ、科目に誤りがあったということで、

これにつきましては、財務規則でも規定してあ

りますとおり、例えば支出すべき年度が誤って

いたとか、予算科目が間違っていたというとき

には、通常、チェックをしまして直します。そ

の直す作業をルールに基づいて適正に実施した

と。その結果、お出ししている決算には科目上

の誤りはなくなった、そういったことでござい

ます。

○中野一則委員 けさの新聞では、コンピュー
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ターソフト６万円と載っておりましたが、これ

は何月何日に実際購入―この日付は変わらん

わけですね。これを遡及して購入したようには

せんわけでしょう。

○西野財政課長 御指摘のコンピューター用ソ

フトの購入につきましては、19年５月16日に購

入したことでありますが、購入した日付は変え

ず、ただ、これにつきましては、本来、備品購

入費であったところを需用費として予算を支出

しておりましたので、備品購入費に改めさせて

いただきまして、さらに備品であれば当然登録

が必要でございますが、備品登録も追ってさせ

ていただいたということでございます。

○中野一則委員 この例については６万円です

が、普通は、支出科目が予算化されて、そして

６万円支出して、科目が変わっても、間違った

ということで、需用費が実際は備品だったとい

うことで備品にすればいいと思うんです。購入

した物品のもとの予算というのは、18年度に裏

金としてどこかにか預けか何かしておったお金

ですね。

○岡村人事課長 今御説明いたしましたのは、19

年度に関係いたしますのは「書きかえ」でござ

います。書きかえといいますのは、当該年度で

本来需用費であるものをほかの用途に使うとい

うようなのが書きかえということでございます。

○中野一則委員 購入した元金はどこにあった

んですか。購入したことには間違いないわけで

すね。

○岡村人事課長 これは19年度の需用費という

ことでございます。

○中野一則委員 よくわからんのですが、19年

度の需用費という科目の予算は計上してあった

わけですか。

○岡村人事課長 そうでございます。

○中野一則委員 そんなふうに聞けば、何ら問

題ないような気がするけれども、何でこれが大

きな問題になったんですか。単なる予算が計上

してあったのを、需用費にしていたのを、実際

は使ったのが備品だったということで、５月16

日に購入して、５月17日に記者発表したという

ことで翌日ですね。もともとがこれを出すこと

がおかしかったんじゃないですか。

○岡村人事課長 今回、全庁調査で調べました

のは、年度をまたがって年度末に需用費で預け

て、次の年度に備品を買ったりというのが預け

ですが、それ以外に書きかえというのも全庁調

査で調べました。需用費で買ったことにしてい

て、入ってくるものは備品をお願いするという

ようなものが書きかえでございまして、この場

合がそれに当たりまして、需用費の予算で備品

を購入した。これも同時にやることではあるん

ですけれども、やはり不適切な事務処理ではな

いかということで、書きかえも調査対象にして、

公表させていただいたということでございます。

○中野一則委員 科目違いの支出というのは

往々にしてあると思うんです。しかし、これは

故意があったということだったから、あえて書

きかえということで昨年の調査のときに挙げた

ということですか。

○岡村人事課長 需用費を使いながら備品を買

うというのが故意に行われたということで、問

題があったということです。言われるとおりで

ございます。

○中野一則委員 では、県土整備部に関するも

のも、21万円はすべてそういうものですか。

○岡村人事課長 県土整備部に関するものも、

同じく書きかえでございます。

○中野一則委員 わかりました。

○鳥飼委員 今のに関連して言えば、去年の１
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月に知事が就任して、「そういうものはありませ

んか」と言ったときに、当然、当時の事務方の

責任者が内部調査の手続に入れば、今のような

ことは起きなかったと思うんです。それは当時

の総務部長の失態だと、不作為のためにこうい

うふうになったと私は思っておりますけれども、

それについてとやかくは言いませんけれども、

そういう意味では、職員の自発的な申告を待つ

というようなことの不適切さというか、そっち

のほうが重いんではないかと私は思っておりま

すが、私がお聞きしたいのは、そのことではあ

りません。１つは、市町村合併が行われまして、

延岡とか北浦、いろいろございました。施策の

成果等にもいろいろ書いてありますけれども、

これまでも申し上げてまいりました、合併の効

果の検証作業がどのように行われてきたのかと

いうことをお尋ねします。

○坂本市町村合併支援室長 合併後の検証につ

いてでございますが、本県におきましては、例

えば各市町村に調査物を出して統計的に調査を

するということは行っておりません。実際に行っ

ておりますのは、各市町村に職員を派遣いたし

まして、合併後の住民のサービスの状況やまち

づくりへの取り組み、これについて実態調査を

行って、それに伴いまして、いろんな対策を含

めて、必要な助言を行っているというところで

県のほうとしては対応しているところです。

○鳥飼委員 市町村がやっていて、県では実際

やっていないということですけれども、それは

私はいけないと思いますね。合併についての是

非について、ここについては合併したらどうで

すかと案を出したりとか、今までずっと何年間

かやってきたわけですから、やはり検証作業も

責任を持ってやらないと、それは責任の放棄で

はないかというふうにとられますので、今まで

の議会の中でも何回か指摘されてきたことだろ

うと思うんです。

きのうの県民政策部のときも申し上げました

けれども、去年、仕分け委員会というのがあり

ましたね。一つの事業について、仕分け委員に

なった人たちが30分か40分、説明を聞いて、議

論して、これについてはどうだこうだというよ

うなことで一定の方向性を出していったと。そ

んないいかげんなことでは困るということを申

し上げたんです。評価委員会の評価についても、

聞くところでは、２時間半と３時間、わずか数

時間で県の行政施策についてすべてを分析して

評価するという、それが県の評価になってしま

う、それはおかしいじゃないですかということ

を申し上げたんです。私どもがいろいろ申し上

げる部分が今後の県政に生かされていく、参考

にされていくものでないと、私は、この場も本

会議も意味がないと思っているんです。余り時

間はありませんけれども、ぜひやっていただき

たいと思っています。

○坂本市町村合併支援室長 実は検証作業につ

きましては、国のほうでも第29次の地方制度調

査会の資料にするべく、大規模な調査をされて

おります。その中で、合併の是非についていろ

んな例が各県から挙がっております。ただ、私

ども思いますに、合併してよかったという声も

かなりあるわけでございます。具体的な例を２

～３申し上げますと、それまで取り組みたかっ

たけど、市町村の財政規模が小さくてできなかっ

たと。具体名を挙げると、高岡における下水道

事業の取り組みが始まろうとしております。あ

るいは、もう一つぐらい例を挙げさせていただ

きますと、東郷町では、消防の関係でございま

すが、それまでは時間がかかったところですが、

今度、分遣所を日向市のほうで設置される。そ
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ういう取り組みで安心ができるという声も上

がったところです。また一方では、「役場に知っ

た顔がいなくなった、寂しい」、あるいは「我々

の声が事業にすぐ反映されない」、そういう声も

ございます。これについてはいろんな知恵を出

して、しっかりと住民の目線に立って、優しい

行政といいますか、温かみのある対応を窓口等

でとっていただいて、いやしくも本所まで行か

ないと解決しないとか、そういうことが絶対な

いように首長さんにくれぐれもお願いして、今

後の合併の推進をさらにお願いしているところ

です。

○鳥飼委員 私は、合併がよかったとか悪かっ

たとかいうことは一つも言っていないんですけ

れども、どっちかといったら、私は否定派のほ

うだろうと思いますけれども、そのことについ

ては申し上げているんじゃないんです。どうい

う効果があったのかということを、ただそうい

うことで聞くだけにとどめるんじゃなくて、実

際、検証事業としてどうだったのかということ

をやらないと、これは平成の大合併ですから、

県の形を変える事業なんです。そういうことも

やらないで、国が合併せえと言うから合併した

というようなことでは困るということですから、

私どもの意見を受けとめていただいて、そうい

う努力をしていただきたいと思っているんです。

○坂本市町村合併支援室長 委員おっしゃると

おり、合併新法期限まであと１年と４カ月になっ

ております。所要の協議とか手続に要します時

間を考えますと、そろそろ限界に達しているか

なと思っているところでございます。我々とし

ては、やはり今後、厳しい財政状況、それから

人口の減少、例えば郡部におきましては、過去10

年間を振り返りますと、人口減少が10％を超し

ております。大きい町村に行きますと、２割を

超している人口減少につながっています。県全

体では３～４％の減少だと思いますが、特に中

山間地、郡部の減少は厳しい。国のほうで、１

万人未満の小さな市町村について今後の行く末

を非常に心配されております。職員数をかなり

採用して対応されておりますが、こういう言葉

がございます。外野は、イチローはすばらしい

選手だけれども、１人では守れないと。市町村

も一緒でございます。職員が１人10役で頑張っ

ておりますけれども、いつかは限界が来る。そ

ういう対応をするがためにも、やはり合併は一

つの有効な方策ではないか。委員おっしゃるよ

うに、検証すべきではないかということも十分

理解できますが、まず第一番目には、何らかの

形で情報を住民の方に提供していただいて、今

後の町村の行く末を大いに議論していただくの

が先決かなと思っているところです。

○鳥飼委員 合併新法の期限も一つあるでしょ

う。しかし、合併新法が切れた後も市町村は存

在するんです。宮崎県は存在するんです。今度

の合併については国が旗を振ってやってきたわ

けです。それはそれで一つの方向性でしょう。

それで県も旗を振っていったわけです。それで

どうなったのかという検証を、合併新法の期限

が切れようと切れまいと、しっかりやっていく

べきだということなんです。そうしないと、県

が進めたことはどうだったのかということを問

われかねますから、そのことを私は申し上げて

いるんです。

○坂本市町村合併支援室長 時期を見て適宜対

処してまいりたいと思います。

○鳥飼委員 これ以上申し上げませんけど、こ

れは大事なことだと思うんです。県の形を変え

たんです。例えば、北浦とか北方とか一緒にな

りました。宮崎市も大変広くなりましたけれど
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も、市町村のあり方、人々の暮らしのあり方を

変えたわけですから、そのことについてしっか

り、それはどういうふうな意味があったのかと

いうことを分析するのは、それを推進した者の

責任だと思っているんです。そこは十分受けと

めていただきたいと思います。

もう一つ、いろいろ議論がございました50ペー

ジの航空消防防災事業、防災救急ヘリのことに

ついてお尋ねします。そもそも、先ほど言われ

ましたけど、「おたくはいいですね」というのは、

ドクターヘリが入っていないところですね。救

える命は救おうじゃないかというので、ドクター

ヘリの議論が県議会の中でも高まっていますし、

医療薬務課でも必要な調査もやっているわけで

すから、そこはしっかり押さえておいていただ

きたいというふうに思います。防災ヘリの場合

は15人ぐらい乗れますね。ドクターヘリは、運

転手とドクターと患者と看護師というようなこ

とですから1,000ccぐらい、一方は4,000ccぐら

いという感じですから、そこが大きく違うわけ

で。そこで、ここに書いてありますけれども、

前年度１億2,600万が１億5,300万ということ

で、3,000万近く上がっているんですけれども、

なぜこんなふうに増加になっているんですか。

○川野消防保安課長 要件は２つございまして、

１つは、ヘリの修繕費が500万近く増加したとい

うことでございます。赤外線カメラであるとか、

ほんのわずかですが、本体に亀裂が見つかった

というようなことで修繕したということで、500

万近く増加したものです。もう１点が、運航委

託業務経費について2, 1 0 0万円だったもの

が4,200万円ということで、2,000万円ほどアッ

プしたという、この観点から決算額がふえたも

のでございます。

○鳥飼委員 車検みたいなことを去年やったん

ですね。それに伴って修繕をされたということ

でしょうけれども、運航委託費を見積もりした

ときは、契約はどんな状況でやられているんで

しょう。入札でやられていますか。

○川野消防保安課長 当初は一般競争入札で

行っております。

○鳥飼委員 当初というのはいつでしょうか。

防災ヘリが入ったのは何年でしたか。

○川野消防保安課長 16年度の10月から運航し

ております。

○鳥飼委員 入札契約というのはいつといつ行

われているんですか。16年度から最初にやられ

て、また毎年入札をしておられるということで

しょうか。

○川野消防保安課長 当初、今申しました一般

競争入札をしまして、以降につきましては、随

契という形で行っております。

○鳥飼委員 一般競争入札をやられて、随契で

ずっと来ているんでしょうか。

○川野消防保安課長 当初しまして、その

後、17、18、19については随意契約ということ

で行っています。随意契約の理由としましては、

他都道府県の類似契約は8,600万円程度かかって

おります。それと比較しますと、4,200万円と非

常に安いということで、他と比べて著しく安い

経費で契約が可能なこと。また、西日本空輸と

いうところに委託しておりますが、救助という

ことで本県の地形に熟知している必要がござい

ます、万が一があっても困りますので。そうい

うことで安全性も確保できるというような観点

から、この２点の観点から随意契約をこれまで

したところでございます。

○鳥飼委員 今後も随契をやられていく予定で

しょうか。ちなみに、20年度はどんなふうになっ

ているんでしょうか。
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○川野消防保安課長 20年度も随意契約で行っ

ております。今後につきましては、４年度が経

過するところでございます。御指摘のとおり、

ヘリの運航につきましては、随意契約と一般競

争入札という２種類がございますので、ヘリが

安全に運航できるということが一義的にまず優

先されるべきものと考えております。したがい

まして、他県の状況等も考慮しながら、今、検

討を進めているところでございます。

○鳥飼委員 16年度の新規のときに一般競争入

札をやられて、8,600万と4,200万ということで、

破格の額をつけたほうを決定されたということ

ですか。その後に徐々に上がってきているとい

うことではないかと思うんですけれども、今後

もこういう形を続けるということは、いかがか

なというふうに思っているんです。九州管内、

例えば鹿児島にもありますし、いろいろありま

すね。安全運航はもちろん大事ですけれども、

競争も大事ですから、そこはしっかりやってい

ただかないと、１円入札というのが時々ありま

すね。今度も警察であるんだそうですけれども、

これは論外でしょうけれども、安くで札を入れ

て、後ずっととっていって、どんどん上げてい

くというようなことは、本来あるべき姿じゃな

いだろうと思いますので、今後は、やはり一般

競争入札でやるべきではないかというふうに

思っていますので、これは要望で、後は答弁い

いですけれども、お願いしておきたいと思いま

す。

○米良委員 私は以前にもこのことは申し上げ

たと思うんですけれども、特に今回の歳入決算

を見ておりますと、山地、治山災害を中心とし

た国庫支出金というのが290億も減ってきておる

という状況ですね。中山間地を初め地域経済に

果たしてきた役割というのは非常に大きいと思

うんですが、加えて、ことしは台風も幸い来な

かったということからすると、公共事業に対す

るしわ寄せというのが大きいんじゃないかとい

うことを将来にわたって考えたときに、もちろ

ん、さっきから言われますように財政改革をや

りながら、どう公共投資予算を確保するかとい

うことについて大きな課題が残されておるやに

思えてならないわけでありますが、特に厳しい

財政の中で、やりたくても手も足も出ない県土

整備部の状況からすると、財政を握っておる総

務部の皆さんたちの役割というのは、大きいと

思うんです。総務部長でも結構ですが、公共事

業予算に対する取り組み姿勢というのは今後ど

う考えておられますか。

○山下総務部長 災害復旧関連の事業も含めて

公共事業ということになるんですが、年々で災

害の状況が違う部分をある意味、当てにした財

政運営でも、よくないなというのが基本です。

公共事業についての取り組みですが、御承知の

ように、総体の事業が落ちている。これは全国

押しなべてということですが、そういう中で、

本県もこういった状態になっているというのが

現実でございます。一方で、財政の健全性は確

保していかないといけない、安定してやってい

かないといけないという要請と、その中で公共

事業が持つ地域経済への役割というのをどんな

ふうにバランスをとっていくかというのは、常

に考えていかないといけない。特に、宮崎県の

産業構造の中で占める割合の高さということか

らいけば、それも地域への財源配分といいます

か、公共的な財産の配分というのに力があるわ

けですから、そういったところはやはり総合的

に考えていかないといけないというのが私の基

本的な立場でございます。

○米良委員 特に、各県と比較して、環境的に
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も距離的にも、宮崎県というのは社会資本の整

備がおくれた県なんです。いろいろ厳しい財政

のもとで、なおそういうことが強いられるとい

うことになってくると、それまでに投資して、

経済浮揚に効果的になってきたという中山間地

のいろんな状況を考えると、大きなウエートを

占めるということなんです。釈迦に説法であり

ますが、さっき言ったような山地災害が今度は

なかったということは幸いでありますけれど

も、290億あったかなかったかということになっ

てくると、本当に大きな経済ウエートを占める

と思うんです。ですから、そういうことを前提

にして、これから財政というのを考えたときに、

総務部の占めていく役割というのは大きいと言

わなきゃならんと思うんです。県土整備部がや

ると言えば、やるかやらんか、あっちに任せて

おけということであれば、それは別ですけれど

も、やっぱり皆さんたちがそういう目配り、気

配りをしないと、これからの宮崎県の経済とい

うのはますます疲弊していく。特に中山間地の

生活の実態というのは推して知るべし、大変な

んです。ですから、知事室で、陳情なんかのと

きもよく言うんです。知事が言われるように、

何でもかんでも改革の方向に持っていったら大

変なことですから、そういうことを視野に入れ

て、これからの宮崎県の浮揚、中山間地の浮揚

というのは考えてくださいよということを私は

毎回言っているんです。そういう視点に立って、

総務部長、今おっしゃられたことも頭に入れな

がら、頑張っていただきたいなと思うんです。

いろいろ質疑の中でも今回出ておりましたけ

れども、誘致企業もままならないところがある

じゃないですか。１万人雇用と知事は言ってい

ますけれども、とてもじゃないが無理なところ

が結果的には言えると思うし、もう一つは、総

合評価落札方式になってきて、県内の公共事業、

あるいは建設業者がどん底に追い詰められてお

るという状況からすると、これは大変なことに

なるということなんです。くどいようでありま

すが、そういうことを視野に入れて、財政改革

ももちろん大事だけど、そちらのほうにどう主

眼を持っていくかということをぜひひとつお願

いしておきたい、このように思いますので、ど

うぞよろしくお願いしておきたいと思います。

○中野明委員 要望を３つ。今、米良委員が

言われたように、地域は疲弊するだけ冷えてい

ます。私はいつも県土整備部に言うんだけど、

県土整備部も公共工事が減った。そこでやっぱ

り工夫せんといかん。例えば、1,000メーター道

路改良するのに、家が５軒あったら、半分以上

は個人の補償費に行ってしまう。そういうこと

も含めて、今、工事がないわけだから、業者に

回るような工事を先にと。例えば、街の中をや

ると、個人の家屋等の補償費にみんな行ってい

る。かなりの数字です。それと、県北なんかも

災害があって、まだ過年災が残っている。そう

いうものは、一般の公共工事のないところに回

すとか、箇所づけをある程度して、総務部も、

地域バランスというのがあるから、ぜひその辺

までしっかり見て、査定してもらいたいと思い

ます。

民生費、国民年金の負担金、10分の２は県で

すね。これが今後どれぐらい上がるのか。かな

り全体的に民生費というのが上がっているから、

その分はどこかが圧迫される。それからもう一

つ、教育費、これもずっと上がりっ放しなんで

す。児童は減っていて、上がりっ放し。中身を

見ると、アドバイザーだの何だの、とにかく人

件費で出ているんじゃないかというぐらい、い

ろいろ食われている。総務部、財政課として、



- 90 -

教育問題は大事だけれども、予算がないときに、

子供が減って予算がふえるという話、よくわか

らんところがある。３月になりますけど、そこ

ら辺の考え方を財政課もしっかり持って、予算

査定してもらいたい。要望しておきます。

○井上委員 部長にお尋ねしたいんですが、先

ほど財政課長と事業ベースの話をさせていただ

きました。財政課と各部とのヒアリングの中で、

知事の財源捻出も頭に入っているのかもしれな

いんですけど、事業仕分けで現実に無駄な事業

があったんだみたいな、Ａ判定、Ｂ判定とかさ

れると、財政課のヒアリングは何だったのかな

という思いもしてならないんです。仕分け委員

会と財政のヒアリングとの関係はどんなふうに

思っていらっしゃるのか、そこをお聞かせいた

だきたいと思います。

○山下総務部長 各部と財政課、総務部との議

論の中で、いろんな事業、もちろん最終的には

議会の御同意もいただいてということなんです

けれども、その中で最近の流れとして、県民目

線なり、透明性の確保なり、あるいは専門的な

視点の導入なり、そういったことで評価委員会

というのもあったんだろうと。そういうフィル

ターを一たんは通らざるを得ないというのが、

ある意味では、我々公会計を預かっている者の

責任でもあったというところではあります。た

だ、従来からやってきた総務部対各事業部との

議論というのは、継続して当然やるべきですし、

ひょっとしたら、外部評価委員会の結論とは違

う方向に行くかもしれない、それはお互いに深

い議論をしないといけないという気持ちはござ

います。

○井上委員 外部評価委員会と総務部とが直接

議論する場所は全くないということなんですか。

○山下総務部長 外部評価委員会は昨年度置か

れまして、毎年度やるということでは必ずしも

ないようでございます。したがいまして、昨年

度、外部評価委員会の結論を出す過程で、財政

部門とどういった議論があったかというのは、

私、つまびらかには存じ上げませんけれども、

恐らく基本のところはそれなりにあったんだろ

うと思います。

○外山主査 以上をもちまして、総務部を終了

いたします。執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時41分休憩

午後２時44分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、明日の13

時30分に採決を行いたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

その他、何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後２時44分散会
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午後１時30分再開

出席委員（９人）

主 査 外 山 衛

副 主 査 新 見 昌 安

委 員 米 良 政 美

委 員 中 村 幸 一

委 員 黒 木 覚 市

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 黒 田 渉

議 事 課 主 査 湯 地 正 仁

○外山主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 それでは、議案第10号についてお

諮りいたします。

原案どおり認定することに御異議ございませ

んか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○井上委員 従来は、ずっと総務部も予算執行

のあり方については把握してきていたと思うん

です。いろいろな状況を踏まえつつ、そしてま

た、けさ新聞等でも出ていましたように、他の

委員会でも議論がありましたとおり、いろいろ

なことを考えれば、総務部は、それなりの執行

に当たっての受けとめる力は今までもあったん

ではないか。今回も、告発されて以降、しっか

りと総務部自体もその執行に当たっては注意す

べきものであったのではないかというふうに私

自身は思っています。いささかも総務の分科会

の中で異議がなかったというふうには言えない

状況だと思っています。この分科会の中でも、

私は不認定という立場をとらせていただきたい

と思っています。

○鳥飼委員 私は議案自体は認定で、ただ要望

事項があって、主査報告に盛り込んでいただく

ということの前に、要望しておきたいというこ

とを申し上げておきたいと思います。よろしい

でしょうか。

○外山主査 総務部が全部を所管するからと

いって、各分科会に付託しているわけですから、

たまたま今回の部会には該当案件がなかったと

いう判断もできるんです。

○井上委員 私たちのところは、監査事務局の

審査も入っているわけですね。いろいろな意味

で、コンプライアンスも含めてですけれども、

そのことについての徹底という点で言えば、本

会議でも総務部長が代表して全部答えられたと

おり、中野一則委員からの質問に対しても、書

きかえの問題を総務部としての立場から発言さ

れたわけですけれども、ああいうことを考えれ

ば考えるほど、それを受けとめれば受けとめる

ほど、今回の私どもの分科会の認定にかかわっ

て言えば、私は不認定というふうに言わざるを

得ないと思っているところです。

○鳥飼委員 そもそも、５月、６月にずれ込ん

できたというのは、昨年の１月に知事が就任し

て、幹部職員を講堂に集めて、「預けはありませ

んか」と問うたときから始まったんです。４月



- 92 -

か５月に、みやざき学園というところからまず

出てきたと。そこまで待っていたわけですけど、

その間、当時の事務方というか県の組織として、

知事から、「ありませんか」という、これは指示

ですが、当然調査に入るべきではなかったのか。

調査をしていないのはなぜなのかということが

一つ。もう一つは、知事が、全職員を集めたと

きにそういう発言をしたわけですから、「そのこ

とについて調査をやっていますか。どうですか」

ということを当時の幹部といいますか、部下に

問うべきだったと思っているんです。そういう

不作為といいますか、当然やるべきことをやら

なかった結果、起きてきたということについて

の責任は極めて重大だということを、私は賛成

するんですけれども、指摘をしておきたいとい

うことを申し上げておきます。

○外山主査 暫時休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時40分再開

○外山主査 分科会を再開いたします。

認定することに異議がありましたので、挙手

により採決を行います。

議案第10号の認定について賛成の方の挙手を

求めます。

〔賛成者挙手〕

○外山主査 挙手多数。よって、議案第10号に

つきましては、原案のとおり認定すべきものと

決定いたしました。

次に主査報告骨子についてであります。主査

報告の内容として御要望はございますか。

○鳥飼委員 意見は先ほど申し上げたので、省

略いたします。

もう一つ申し上げましたのは、評価委員会の

件ですけれども、あの評価委員会で本当に短時

間に、すべての事業を網羅して２日間５時間ぐ

らいでやっただけで、Ａ、Ｂ、Ｃというのは当

局がつけたわけですから、そのことについて何

らの評価もしなくて、いろんな意見を出されて

いるわけです。よかったということで知事の業

務を評価するわけで、これは極めて不十分だと

思っているんです。評価委員会をしっかり機能

させていただきたいということを申し上げまし

たけれども、そこをぜひ載せていただけたらい

いなと思います。

○中野明委員 評価委員会そのものは、議会

の本来の仕事じゃないかと思うんです。

○中村委員 何でも別枠で委員会とか、仕分け

委員会もそうだけど、つくって、それがあたか

も権威あるものと思うこと自体がおかしい。我々

議員が判定すべき問題だと私は思います。

○外山主査 それは通常の常任委員会で対案と

して出してもらっていいと思います。

○鳥飼委員 結果的に、あの評価が県民の皆さ

ん方にもそのまま行ってしまうから、そこが問

題だということなんです。

○井上委員 それに関連してですけど、主要施

策の成果に関する報告書のあり方についても、

私たちには何も諮られもせず、ころころ変える

ということについても、ちょっと問題ありとい

うふうに思います。

それと、けさの宮日新聞にエコクリーンプラ

ザみやざきに関して、公社の組織がえを宮崎県

と宮崎市で決定したという記事が載っていまし

た。組織がえをする、それは決定したという報

道なんですけれども、そういうことに関して県

議会の中に出さないでいいのかどうか。常にそ

ういう政策的な変更をする場合の提起の仕方、

それは県民政策部なのか、それとも総務部なの

か、よくわからないんですけど、そういうこと
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に関して、ああいうふうにぼろぼろ漏れるとい

うか、議論経過を私たちが知らないうちに表に

出るということを含めて、いかがなものかなと

いうふうな受けとめなんです。県議会には知ら

せなくても何でも決定していいんだというふう

なことなのか、よくわからないんですが。本来、

県民政策部を含めてですけれども、政策に関す

る説明というのは、もっと丁寧にあるべきでは

ないのかという気がしてならないんです。今後

にもかかわってですけれども、そこをしっかり

と報告の中にも出していただけるといいかなと

思います。

○外山主査 もっともそれは今回の分科会とい

うよりも、全体的な議会と執行部とのありよう

ですね。スタンスの問題ですね。

○井上委員 そういう意味で言うと、県民政策

部とは何なのかという役割論のところまで入っ

ていきそうなので、今回、分科会の中で出させ

ていただきました。

○外山主査 主査報告につきましては、御意見

等を参考にしながら、正副主査に御一任いただ

くことで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 それでは、そのようにいたします。

そのほか何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○外山主査 以上で分科会を終了いたします。

午後１時47分閉会


